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○幼稚園教育職員の管理職手当に関

する規則の一部を改正する規則

（５） ·········································· 34 

○世田谷区教育委員会事務局組織規

則の一部を改正する規則（６） ·········· 34 

○世田谷区教育委員会非常勤職員の

設置に関する規則の一部を改正す

る規則（７） ································· 34 

○世田谷区教育委員会会計年度任用

職員の設置に関する規則の一部を

改正する規則（８） ························ 34 

○世田谷区立学校管理運営規則の一

部を改正する規則（９） ·················· 35 

○幼稚園教育職員の期末手当に関す

る規則の一部を改正する規則（10） ····· 35 

○幼稚園教育職員の勤勉手当に関す

る規則の一部を改正する規則（11） ····· 35 

○世田谷区学校運営協議会の運営等

に関する規則の一部を改正する規

則（12） ······································· 35 

   訓 令 甲（教） 

○世田谷区教育委員会非常勤職員の

報酬及び費用弁償に関する規程の

一部改正（２） ······························ 35 

   告   示（教） 

○世田谷区教育委員会会計年度任用

職員の報酬の額に関する規程の一

部を改正する告示（５） ·················· 35 

○世田谷区教育委員会会計年度任用

職員の報酬の額に関する規程の一

部を改正する告示の一部を改正す

る告示（６） ································· 37 

   告   示（選） 

○公職選挙法に基づく選挙人名簿か

らの抹消の告示（18） ····················· 39 

○地方自治法、市町村の合併の特例

に関する法律及び地方教育行政の

組織及び運営に関する法律に基づ

く令和８年３月２日調製の選挙人

名簿登録者総数の50分の１の数、

６分の１の数及び40万を超える数

に６分の１を乗じて得た数と40万

に３分の１を乗じて得た数とを合

算して得た数の告示（19）················ 39 

○公職選挙法に基づく選挙人名簿の

抄本及び在外選挙人名簿の抄本の

閲覧状況の告示（20） ····················· 39 

○世田谷区選挙管理委員会会計年度

任用職員の報酬の額の告示（21） ······· 39 

○世田谷区選挙管理委員会事務局処

務規程の一部を改正する告示（22） ····· 39 

   告   示（農） 

○農業委員会等に関する法律に基づ

く農業委員会総会の開催の告示

（３） ·········································· 39 

   告   示（監） 

○地方自治法に基づく令和７年度財

政援助団体等監査の結果の報告の

公表（２） ···································· 39 

○地方自治法に基づく令和７年度工

事監査の結果の報告の公表（３） ······· 65 

                    

条   例 
                    

 次に掲げる条例を公布する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

世田谷区条例第17号 

 世田谷区財団法人に対する助成等に関す

る条例の一部を改正する条例 

世田谷区条例第18号 

 公益的法人等への職員の派遣等に関する

条例の一部を改正する条例 

世田谷区条例第19号 

 世田谷区国民健康保険条例の一部を改正

する条例 

世田谷区条例第20号 

 世田谷区介護保険条例の一部を改正する

条例 

世田谷区条例第21号 

 世田谷区せたがやの家の供給に関する条

例の一部を改正する条例 

世田谷区条例第22号 

 世田谷区議会委員会条例の一部を改正す

る条例 

                    

   世田谷区財団法人に対する助成等に

関する条例の一部を改正する条例 

世田谷区財団法人に対する助成等に関す

る条例（平成２年３月世田谷区条例第１号）

の一部を次のように改正する。 

別表中「一般財団法人世田谷トラストま

ちづくり」を「公益財団法人世田谷トラス

トまちづくり」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例の一部を改正する条例 

公益的法人等への職員の派遣等に関する

条例（平成13年12月世田谷区条例第62号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第５号中「一般財団法人世

田谷トラストまちづくり」を「公益財団法

人世田谷トラストまちづくり」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区国民健康保険条例の一部を

改正する条例 

世田谷区国民健康保険条例（昭和34年11

月世田谷区条例第14号）の一部を次のよう

に改正する。 

第14条の２中「並びに」を「、世帯主の

世帯に属する」に、「）の」を「）並びに世

帯主の世帯に属する被保険者につき算定し

た子ども・子育て支援納付金賦課額（同項

第４号に規定する子ども・子育て支援納付

金賦課額をいう。以下同じ。）の」に改める。 



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－4－ 

第14条の３第１号イ中「並びに介護保険

法」を「、介護保険法」に、「介護納付金」

という。）」を「介護納付金」という。）並び

に子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）の規定による納付金（以下「子ども・

子育て支援納付金」という。）」に改め、同

号カ中「、病床転換支援金等及び介護納付

金」を「及び病床転換支援金等、介護納付

金並びに子ども・子育て支援納付金」に改

め、同条第２号イ及びエ中「、病床転換支

援金等及び介護納付金」を「及び病床転換

支援金等、介護納付金並びに子ども・子育

て支援納付金」に改める。 

第15条第１項中「第15条の４」を「第15

条の４第１号」に改める。 

第15条の４第１号中「100分の7.71」を「100

分の7.51」に改め、同条第２号中「につき 

 47,300円」を「につき47,600円」に改める。 

第15条の８中「660,000円」を「670,000円」

に改める。 

第15条の11中「次条」を「次条第１号」

に改める。 

第15条の12第１号中「100分の2.69」を「100

分の2.80」に、「100分の62」を「100分の63」

に改め、同条第２号中「につき 16,800円」

を「につき17,600円」に、「100分の38」を「100

分の37」に改める。 

第16条の３中「次条」を「次条第１号」

に改める。 

第16条の４第１号中「100分の2.25」を「100

分の2.43」に改め、同条第２号中「につき 

 16,600円」を「につき17,800円」に改める。 

第16条の５中「賦課額」を「介護納付金

賦課額」に改め、同条の次に次の５条を加

える。 

（子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第16条の６ 保険料の賦課額のうち子ども・

子育て支援納付金賦課額（第19条の２、

第19条の４、第19条の５及び第19条の６

の規定により子ども・子育て支援納付金

賦課額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額することとなる額を含む。）

の総額（以下「子ども・子育て支援納付

金賦課総額」という。）は、第１号に掲げ

る額の見込額から第２号に掲げる額の見

込額を控除した額を基準として算定した

額とする。 

⑴ 当該年度における次に掲げる額の合

算額 

ア 当該年度における国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用（都

の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する子ども・子育て支援

納付金の納付に要する費用に充てる

部分に限る。次号において同じ。）の

額 

イ 第19条の６に規定する基準に従い

子ども・子育て支援納付金賦課額の

被保険者均等割額を減額するものと

した場合に減額することとなる額の

総額 

⑵ 当該年度における次に掲げる額の合

算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替

えられた法第75条の規定により交付

を受ける補助金（国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用に係る

ものに限る。）及び同条の規定により

貸し付けられる貸付金（国民健康保

険事業費納付金の納付に要する費用

に係るものに限る。）の額 

イ その他区の国民健康保険に関する

特別会計において負担する国民健康

保険事業に要する費用（国民健康保

険事業費納付金の納付に要する費用

に限る。）のための収入（法第72条の

３第１項、第72条の３の２第１項及

び第72条の３の３第１項の規定によ

る繰入金を除く。）の額 

（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第16条の７ 保険料の賦課額のうち子ども・

子育て支援納付金賦課額は、当該世帯に

属する被保険者につき算定した所得割額

及び被保険者均等割額の合算額の総額に、

当該世帯に属する18歳以上被保険者（令

第29条の７第５項第３号に規定する18歳

以上被保険者をいう。以下同じ。）につき

算定した18歳以上被保険者均等割額の総

額を加算した額とする。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得

割額の算定） 

第16条の８ 前条の所得割額は、被保険者

に係る賦課期日の属する年の前年の所得

に係る基礎控除後の総所得金額等に次条

第１号の所得割の保険料率を乗じて算定

する。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険

料率） 

第16条の９ 子ども・子育て支援納付金賦

課額の保険料率は、次のとおりとする。 

⑴ 所得割 100分の0.27（子ども・子育

て支援納付金賦課総額から、第16条の

６第１号イに掲げる額の見込額から同

号イに係る同条第２号に掲げる額の 

見込み額を控除した額を控除した額

（以下「子ども・子育て支援納付金賦

課額の保険料率の算定に係る額」とい

う。）の100分の61に相当する額を被保

険者に係る賦課期日の属する年の前年

の所得に係る基礎控除後の総所得金額

等の見込額（令第29条の７第５項第４

号ただし書に規定する場合にあっては、

省令第32条の10の２に規定する方法に

より補正された後の金額）の総額で除

して得た数） 

⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につ

き1,800円（子ども・子育て支援納付金

賦課額の保険料率の算定に係る額の

100分の39に相当する額を当該年度の

前年度及びその直前の２箇年度の各年

度における被保険者の数等を勘案して

算定した数で除して得た額） 

⑶ 18歳以上被保険者均等割 被保険者

１人につき73円（第16条の６第１号イ

に掲げる額の見込額から同号イに係る

同条第２号に掲げる額の見込み額を控

除した額を当該年度の前年度及びその

直前の２箇年度の各年度における18歳

以上被保険者の数等を勘案して算定し

た数で除して得た額） 

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第16条の10 第16条の７の子ども・子育て

支援納付金賦課額は、30,000円を超えるこ

とができない。 

第18条の２第１項中「及び後期高齢者支

援金等賦課額並びに介護納付金賦課額」を

「、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付

金賦課額及び子ども・子育て支援納付金賦

課額」に改める。 

第19条中「第15条の10の額」を「第15条

の10」に改め、「第16条の２」の次に「若し

くは第16条の７」を加え、「次条各号に定め

る額」を「次条各号」に改め、「第19条の５

第１項各号」の次に「若しくは第19条の６」

を加える。 

第 19 条の ２ 各号 列 記以 外の 部 分 中

「660,000円」を「670,000円」に、「及び第

15条の10」を「、第15条の10」に、「並びに

第16条の２」を「、第16条の２」に、「）の」

を「）及び第16条の７の規定により算定し

た子ども・子育て支援納付金賦課額から、

それぞれ当該各号のエ及びオに定める額を

減額して得た額（当該減額して得た額が

30,000円を超える場合には、30,000円）の」

に改め、同条第１号ア中「につき 33,110円」

を「につき33,320円」に改め、同号イ中「に

つき 11,760円」を「につき12,320円」に改

め、同号ウ中「につき 11,620円」を「につ

き12,460円」に改め、同号に次のように加え

る。 

エ 子ども・子育て支援納付金賦課額

に係る被保険者均等割額 被保険者

１人につき1,260円 

オ 子ども・子育て支援納付金賦課額

に係る18歳以上被保険者均等割額 

被保険者１人につき52円 

第19条の２第２号中「305,000円」を 

「310,000円」に改め、同号ア中「につき  

23,650円」を「につき23,800円」に改め、同

号イ中「につき 8,400円」を「につき8,800

円」に改め、同号ウ中「につき 8,300円」

を「につき8,900円」に改め、同号に次のよ

うに加える。 

エ 子ども・子育て支援納付金賦課額

に係る被保険者均等割額 被保険者

１人につき900円 

オ 子ども・子育て支援納付金賦課額

に係る18歳以上被保険者均等割額 

被保険者１人につき37円 

第19条の２第３号中「560,000円」を

「570,000円」に改め、同号ア中「につき  

9,460円」を「につき9,520円」に改め、同号

イ中「につき 3,360円」を「につき3,520円」

に改め、同号ウ中「につき 3,320円」を「に

つき3,560円」に改め、同号に次のように加

える。 

エ 子ども・子育て支援納付金賦課額

に係る被保険者均等割額 被保険者

１人につき360円 

オ 子ども・子育て支援納付金賦課額

に係る18歳以上被保険者均等割額 

被保険者１人につき15円 

第19条の３中「及び」を「、第15条の11、

第16条の３、第16条の８及び第19条の５並

びに」に改める。 

第19条の４第１号ア中「7,095円」を「7,140

円」に改め、同号イ中「11,825円」を「11,900

円」に改め、同号ウ中「18,920円」を「19,040



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－4－ 

第14条の３第１号イ中「並びに介護保険

法」を「、介護保険法」に、「介護納付金」

という。）」を「介護納付金」という。）並び

に子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）の規定による納付金（以下「子ども・

子育て支援納付金」という。）」に改め、同

号カ中「、病床転換支援金等及び介護納付

金」を「及び病床転換支援金等、介護納付

金並びに子ども・子育て支援納付金」に改

め、同条第２号イ及びエ中「、病床転換支

援金等及び介護納付金」を「及び病床転換

支援金等、介護納付金並びに子ども・子育

て支援納付金」に改める。 

第15条第１項中「第15条の４」を「第15

条の４第１号」に改める。 

第15条の４第１号中「100分の7.71」を「100

分の7.51」に改め、同条第２号中「につき 

 47,300円」を「につき47,600円」に改める。 

第15条の８中「660,000円」を「670,000円」

に改める。 

第15条の11中「次条」を「次条第１号」

に改める。 

第15条の12第１号中「100分の2.69」を「100

分の2.80」に、「100分の62」を「100分の63」

に改め、同条第２号中「につき 16,800円」

を「につき17,600円」に、「100分の38」を「100

分の37」に改める。 

第16条の３中「次条」を「次条第１号」

に改める。 

第16条の４第１号中「100分の2.25」を「100

分の2.43」に改め、同条第２号中「につき 

 16,600円」を「につき17,800円」に改める。 

第16条の５中「賦課額」を「介護納付金

賦課額」に改め、同条の次に次の５条を加

える。 

（子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第16条の６ 保険料の賦課額のうち子ども・

子育て支援納付金賦課額（第19条の２、

第19条の４、第19条の５及び第19条の６

の規定により子ども・子育て支援納付金

賦課額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額することとなる額を含む。）

の総額（以下「子ども・子育て支援納付

金賦課総額」という。）は、第１号に掲げ

る額の見込額から第２号に掲げる額の見

込額を控除した額を基準として算定した

額とする。 

⑴ 当該年度における次に掲げる額の合

算額 

ア 当該年度における国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用（都

の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する子ども・子育て支援

納付金の納付に要する費用に充てる

部分に限る。次号において同じ。）の

額 

イ 第19条の６に規定する基準に従い

子ども・子育て支援納付金賦課額の

被保険者均等割額を減額するものと

した場合に減額することとなる額の

総額 

⑵ 当該年度における次に掲げる額の合

算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替

えられた法第75条の規定により交付

を受ける補助金（国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用に係る

ものに限る。）及び同条の規定により

貸し付けられる貸付金（国民健康保

険事業費納付金の納付に要する費用

に係るものに限る。）の額 

イ その他区の国民健康保険に関する

特別会計において負担する国民健康

保険事業に要する費用（国民健康保

険事業費納付金の納付に要する費用

に限る。）のための収入（法第72条の

３第１項、第72条の３の２第１項及

び第72条の３の３第１項の規定によ

る繰入金を除く。）の額 

（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第16条の７ 保険料の賦課額のうち子ども・

子育て支援納付金賦課額は、当該世帯に

属する被保険者につき算定した所得割額

及び被保険者均等割額の合算額の総額に、

当該世帯に属する18歳以上被保険者（令

第29条の７第５項第３号に規定する18歳

以上被保険者をいう。以下同じ。）につき

算定した18歳以上被保険者均等割額の総

額を加算した額とする。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得

割額の算定） 

第16条の８ 前条の所得割額は、被保険者

に係る賦課期日の属する年の前年の所得

に係る基礎控除後の総所得金額等に次条

第１号の所得割の保険料率を乗じて算定

する。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険

料率） 

第16条の９ 子ども・子育て支援納付金賦

課額の保険料率は、次のとおりとする。 

⑴ 所得割 100分の0.27（子ども・子育

て支援納付金賦課総額から、第16条の

６第１号イに掲げる額の見込額から同

号イに係る同条第２号に掲げる額の 

見込み額を控除した額を控除した額

（以下「子ども・子育て支援納付金賦

課額の保険料率の算定に係る額」とい

う。）の100分の61に相当する額を被保

険者に係る賦課期日の属する年の前年

の所得に係る基礎控除後の総所得金額

等の見込額（令第29条の７第５項第４

号ただし書に規定する場合にあっては、

省令第32条の10の２に規定する方法に

より補正された後の金額）の総額で除

して得た数） 

⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につ

き1,800円（子ども・子育て支援納付金

賦課額の保険料率の算定に係る額の

100分の39に相当する額を当該年度の

前年度及びその直前の２箇年度の各年

度における被保険者の数等を勘案して

算定した数で除して得た額） 

⑶ 18歳以上被保険者均等割 被保険者

１人につき73円（第16条の６第１号イ

に掲げる額の見込額から同号イに係る

同条第２号に掲げる額の見込み額を控

除した額を当該年度の前年度及びその

直前の２箇年度の各年度における18歳

以上被保険者の数等を勘案して算定し

た数で除して得た額） 

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第16条の10 第16条の７の子ども・子育て

支援納付金賦課額は、30,000円を超えるこ

とができない。 

第18条の２第１項中「及び後期高齢者支

援金等賦課額並びに介護納付金賦課額」を

「、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付

金賦課額及び子ども・子育て支援納付金賦

課額」に改める。 

第19条中「第15条の10の額」を「第15条

の10」に改め、「第16条の２」の次に「若し

くは第16条の７」を加え、「次条各号に定め

る額」を「次条各号」に改め、「第19条の５

第１項各号」の次に「若しくは第19条の６」

を加える。 

第 19 条の ２ 各号 列 記以 外の 部 分 中

「660,000円」を「670,000円」に、「及び第

15条の10」を「、第15条の10」に、「並びに

第16条の２」を「、第16条の２」に、「）の」

を「）及び第16条の７の規定により算定し

た子ども・子育て支援納付金賦課額から、

それぞれ当該各号のエ及びオに定める額を

減額して得た額（当該減額して得た額が

30,000円を超える場合には、30,000円）の」

に改め、同条第１号ア中「につき 33,110円」

を「につき33,320円」に改め、同号イ中「に

つき 11,760円」を「につき12,320円」に改

め、同号ウ中「につき 11,620円」を「につ

き12,460円」に改め、同号に次のように加え

る。 

エ 子ども・子育て支援納付金賦課額

に係る被保険者均等割額 被保険者

１人につき1,260円 

オ 子ども・子育て支援納付金賦課額

に係る18歳以上被保険者均等割額 

被保険者１人につき52円 

第19条の２第２号中「305,000円」を 

「310,000円」に改め、同号ア中「につき  

23,650円」を「につき23,800円」に改め、同

号イ中「につき 8,400円」を「につき8,800

円」に改め、同号ウ中「につき 8,300円」

を「につき8,900円」に改め、同号に次のよ

うに加える。 

エ 子ども・子育て支援納付金賦課額

に係る被保険者均等割額 被保険者

１人につき900円 

オ 子ども・子育て支援納付金賦課額

に係る18歳以上被保険者均等割額 

被保険者１人につき37円 

第19条の２第３号中「560,000円」を

「570,000円」に改め、同号ア中「につき  

9,460円」を「につき9,520円」に改め、同号

イ中「につき 3,360円」を「につき3,520円」

に改め、同号ウ中「につき 3,320円」を「に

つき3,560円」に改め、同号に次のように加

える。 

エ 子ども・子育て支援納付金賦課額

に係る被保険者均等割額 被保険者

１人につき360円 

オ 子ども・子育て支援納付金賦課額

に係る18歳以上被保険者均等割額 

被保険者１人につき15円 

第19条の３中「及び」を「、第15条の11、

第16条の３、第16条の８及び第19条の５並

びに」に改める。 

第19条の４第１号ア中「7,095円」を「7,140

円」に改め、同号イ中「11,825円」を「11,900

円」に改め、同号ウ中「18,920円」を「19,040
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円」に改め、同号エ中「23,650円」を「23,800

円」に改め、同条第２号ア中「2,520円」を

「2,640円」に改め、同号イ中「4,200円」を

「4,400円」に改め、同号ウ中「6,720円」を

「7,040円」に改め、同号エ中「8,400円」を

「8,800円」に改め、同条に次の１号を加え

る。 

 ⑶ 子ども・子育て支援納付金賦課額に

係る被保険者均等割額 次のアからエ

までに掲げる世帯の区分に応じ、未就

学児１人について当該アからエまでに

定める額 

  ア 第19条の２第１号エに定める金額

を減額した世帯 270円 

  イ 第19条の２第２号エに定める金額

を減額した世帯 450円 

  ウ 第19条の２第３号エに定める金額

を減額した世帯 720円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の

世帯 900円 

第19条の５第１項各号列記以外の部分中

「第29条の７第５項第８号」を「第29条の

７第６項第８号」に、「課する所得割額及び

被保険者均等割額」を「課する所得割額並

びに被保険者均等割額及び18歳以上被保険

者均等割額」に改め、「の被保険者均等割額」

の次に「及び18歳以上被保険者均等割額」

を加え、「当該所得割額及び被保険者均等割

額」を「当該所得割額並びに被保険者均等

割額及び18歳以上被保険者均等割額」に、

「及び第16条の５」を「、第16条の５及び

第16条の10」に改め、同項第１号中「第32

条の10の２各号」を「第32条の10の３各号」

に改め、同項に次の２号を加える。 

 ⑺ 子ども・子育て支援納付金賦課額の

所得割額 当該出産被保険者に係る基

礎控除後の総所得金額等に当該年度分

の子ども・子育て支援納付金賦課額の

所得割の保険料率を乗じて得た額の12

分の１の額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

 ⑻ 子ども・子育て支援納付金賦課額に

係る被保険者均等割額及び18歳以上被

保険者均等割額 当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保険

者均等割額及び18歳以上被保険者均等

割額（第19条の２に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、そ

の減額後の被保険者均等割額及び18歳

以上被保険者均等割額）に12分の１を

乗じて得た額に、当該出産被保険者の

産前産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額 

第19条の５の次に次の１条を加える。 

（18歳に達する日以後の最初の３月31日以

前である被保険者の被保険者均等割額の減

額） 

第19条の６ 当該年度において、その世帯

に18歳に達する日以後の最初の３月31日

以前である被保険者（以下「18歳未満被

保険者」という。）がある場合における当

該18歳未満被保険者に係る当該年度分の

子ども・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割額は、第16条の９の子ども・

子育て支援納付金賦課額の被保険者均等

割の保険料率に相当する額（第19条の２

各号、第19条の４第３号及び前条第８号

に規定する基準に従い当該18歳未満被保

険者に係る当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の被保険者均等割額に

相当する額を減額するものとした場合に

あっては、当該減額後の額）から、当該

保険料率に相当する額を控除して得た額

とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施

行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第14条の２、

第14条の３、第15条の４、第15条の８、

第15条の12、第16条の４、第16条の６か

ら第16条の10まで及び第19条から第19条

の６までの規定は、令和８年度以後の年

度分の保険料について適用し、令和７年

度以前の年度分の保険料については、な

お従前の例による。 

                    

世田谷区介護保険条例の一部を改正

する条例 

世田谷区介護保険条例（平成12年３月世

田谷区条例第41号）の一部を次のように改

正する。 

附則に次の１条を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所

得の額の算定方法の特例） 

第11条 第１号被保険者（令和８年度分の

保険料の賦課期日において当該保険料を

賦課する市町村（特別区を含む。以下同

じ。）に住所を有しない者を除き、同年度

分の地方税法の規定による市町村民税の

賦課期日において当該保険料を賦課する

市町村に住所を有する者（同法第294条第

３項の規定により当該市町村の住民基本

台帳に記録されている者とみなされた者

を含む。）に限る。以下この条において同

じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に

給与所得が含まれている者（同年中の給

与等（所得税法第28条第１項に規定する

給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が

551,000円以上651,000円未満である者に

限る。）の令和８年度における保険料率の

算定についての第５条第１項（第６号イ、

第７号イ、第８号イ、第９号イ、第10号

イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第

14号イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ

及び第18号に係る部分に限る。）の規定の

適用については、同項第６号イ中「地方

税法（昭和25年法律第226号）第292条第

１項第13号に規定する合計所得金額（租

税特別措置法（昭和32年法律第26号）第

33条の４第１項若しくは第２項、第34条

第１項、第34条の２第１項、第34条の３

第１項、第35条第１項、第35条の２第１

項、第35条の３第１項又は第36条の規定

の適用がある場合には、当該合計所得金

額から令第22条の２第２項に規定する特

別控除額を控除して得た額とし、当該合

計所得金額が零を下回る場合には、零と

する。以下この項において「合計所得金

額」という。）」とあるのは、「合計所得金

額（地方税法第292条第１項第13号に規定

する合計所得金額をいい、当該合計所得

金額に所得税法第28条第１項に規定する

給与所得が含まれている場合には、当該

給与所得の金額については、同条第２項

の規定によって計算した金額に令和７年

中の同条第１項に規定する給与等の収入

金額から550,000円を控除して得た額を加

えた額によるものとし、租税特別措置法

による特別控除の適用がある場合には、

当該合計所得金額から令第22条の２第２

項に規定する特別控除額を控除して得た

額とし、当該合計所得金額が零を下回る

場合には、零とする。以下この項におい

て同じ。）」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合

計所得金額に給与所得が含まれている者

（同年中の給与等の収入金額が651,000

円以上1,619,000円未満である者に限る。）

の令和８年度における保険料率の算定に

ついての第５条第１項（第６号イ、第７

号イ、第８号イ、第９号イ、第10号イ、

第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号

イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ及び

第18号に係る部分に限る。）の規定の適用

については、同項第６号イ中「地方税法

（昭和25年法律第226号）第292条第１項

第13号に規定する合計所得金額（租税特

別措置法（昭和32年法律第26号）第33条

の４第１項若しくは第２項、第34条第１

項、第34条の２第１項、第34条の３第１

項、第35条第１項、第35条の２第１項、

第35条の３第１項又は第36条の規定の適

用がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第22条の２第２項に規定する特別控

除額を控除して得た額とし、当該合計所

得金額が零を下回る場合には、零とする。

以下この項において「合計所得金額」と

いう。）」とあるのは、「合計所得金額（地

方税法第292条第１項第13号に規定する

合計所得金額をいい、当該合計所得金額

に所得税法第28条第１項に規定する給与

所得が含まれている場合には、当該給与

所得の金額については、同条第２項の規

定によって計算した金額に100,000円を加

えた額によるものとし、租税特別措置法

による特別控除の適用がある場合には、

当該合計所得金額から令第22条の２第２

項に規定する特別控除額を控除して得た

額とし、当該合計所得金額が零を下回る

場合には、零とする。以下この項におい

て同じ。）」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合

計所得金額に給与所得が含まれている者

（同年中の給与等の収入金額が1,619,000

円以上1,900,000円未満である者に限る。）

の令和８年度における保険料率の算定に

ついての第５条第１項（第６号イ、第７

号イ、第８号イ、第９号イ、第10号イ、

第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号

イ、第15号イ、第16号イ、第17号イ及び

第18号に係る部分に限る。）の規定の適用

については、同項第６号イ中「地方税法

（昭和25年法律第226号）第292条第１項

第13号に規定する合計所得金額（租税特

別措置法（昭和32年法律第26号）第33条
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の４第１項若しくは第２項、第34条第１

項、第34条の２第１項、第34条の３第１

項、第35条第１項、第35条の２第１項、

第35条の３第１項又は第36条の規定の適

用がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第22条の２第２項に規定する特別控

除額を控除して得た額とし、当該合計所

得金額が零を下回る場合には、零とする。

以下この項において「合計所得金額」と

いう。）」とあるのは、「合計所得金額（地

方税法第292条第１項第13号に規定する

合計所得金額をいい、当該合計所得金額

に所得税法第28条第１項に規定する給与

所得が含まれている場合には、当該給与

所得の金額については、同条第２項の規

定によって計算した金額に650,000円から

令和７年給与所得控除額（令和７年中の

同条第１項に規定する給与等の収入金額

から、当該給与等の収入金額を所得税法

等の一部を改正する法律（令和７年法律

第13号）第１条の規定による改正前の所

得税法別表第５の給与等の金額として、

同表により当該金額に応じて求めた同表

の給与所得控除後の給与等の金額を控除

して得た額をいう。）を控除して得た額を

加えた額によるものとし、租税特別措置

法による特別控除の適用がある場合には、

当該合計所得金額から令第22条の２第２

項に規定する特別控除額を控除して得た

額とし、当該合計所得金額が零を下回る

場合には、零とする。以下この項におい

て同じ。）」とする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区せたがやの家の供給に関す

る条例の一部を改正する条例 

世田谷区せたがやの家の供給に関する条

例（平成６年３月世田谷区条例第17号）の

一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「一般財団法人世田谷ト

ラストまちづくり」を「公益財団法人世田

谷トラストまちづくり」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区議会委員会条例の一部を改

正する条例 

世田谷区議会委員会条例（昭和40年４月

世田谷区条例第28号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第２項第２号中「、経済産業部及

び清掃・リサイクル部」を「及び経済産業

部」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

規   則 
                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

世田谷区規則第18号 

 世田谷区組織規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第19号 

 世田谷区技監設置規則を廃止する規則 

世田谷区規則第20号 

 職員の職名に関する規則の一部を改正す

る規則 

世田谷区規則第21号 

 世田谷区会計室設置規則の一部を改正す

る規則 

                    

   世田谷区組織規則の一部を改正する

規則 

世田谷区組織規則（平成３年３月世田谷

区規則第７号）の一部を次のように改正す

る。 

第９条の２第１項中「保健福祉政策部」

を「環境政策部に清掃事業再編担当参事を、

保健福祉政策部」に改め、同条第２項の表

地域包括ケア担当参事の項の前に次の１項

を加える。 

清掃事業再編担当参事 

⑴ 清掃・リサイクル事業の再編に係

る調整に関すること。 

⑵ 廃棄物の減量及び適正な処理に係

る調整に関すること。 

第10条中「、スポーツ推進部に拠点スポ

ーツ施設整備担当課を」を削る。 

第11条第１項の表スポーツ推進部の項中

「スポーツ施設課」及び「拠点スポーツ施

設整備担当課」を削り、同表環境政策部の

項に次のように加える。 

清掃管理課 

清掃・リサイクル推進課 

第11条第１項の表清掃・リサイクル部の

項を削る。 

第15条の次に次の１条を加える。 

（全ての職員の職責） 

第15条の２ 職員は、次条以後に定める分

掌事務及び担任事務のほか、災害及び健

康危機に係る施策の策定及び推進に関す

る事務を掌理する。 

第16条第２項の表ＤＸ推進担当課の部Ｄ

Ｘ推進担当係長の項中第５号を第６号とし、

第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、

同項第１号の次に次の１号を加える。 

   ⑵ デジタルトランスフォーメーシ

ョンに係る政策の企画及び調整に

関すること。 

第17条の２の表以外の部分中「係等」を

「各担当係長」に改め、同表地域生活安全

課の部地域生活安全係の項中「地域生活安

全係」を「地域生活安全担当係長」に改め

る。 

第18条第１項の表経理課の部中「借入れ」

を「借受け」に改め、同表課税課の部管理

係の項中「管理係」を「管理調整担当係長」

に改め、同項第１号中「森林環境税」の次

に「並びに軽自動車税」を加え、同項第６

号から第９号までを削り、同項に次の７号

を加える。 

⑹ 特別区民税、個人の都民税及び

森林環境税の課税計画及び課内の

事務の調整に関すること。 

⑺ 特別区民税、個人の都民税及び

森林環境税の課税に係る官公署等

との調整に関すること。 

⑻ 特別区民税、個人の都民税及び

森林環境税並びに軽自動車税の課

税に係る電算処理の調整及びシス

テム改善の推進に関すること。 

⑼ 特別区民税、個人の都民税及び

森林環境税の課税に係る課内研修

に関すること。 

⑽ 軽自動車税の課税、督促、催告

及び減免に関すること。 

⑾ 原動機付自転車及び小型特殊自

動車に係る届出の受理及び標識等

の交付に関すること。 

⑿ 課内他の係に属しないこと。 

第18条第１項の表課税課の部事務調整係

の項を削り、同表納税課の部中「軽自動車

税（種別割）」を「軽自動車税」に改め、同

条第２項の表公共施設マネジメント課の部

事業調整担当係長の項中「事業調整担当係

長」を「事業調整・技術担当係長」に改め、

同項第３号中「事務改善」を「予算、決算

及び会計」に改め、同項第４号を次のよう

に改める。 

⑷ 担当部の事務改善に関すること。 

第18条第２項の表公共施設マネジメント

課の部事業調整担当係長の項第５号中「区

建築物等」を「区の建築物及び建築設備並

びにこれらの附帯施設等（本庁舎等整備工

事に係るものを除く。以下「区建築物等」

という。）」に改め、同項第９号中「の工事」

を削り、同項第10号中「区建築物等の中長

期保全計画に係る調整」を「職員の技術研

修」に改め、同項第12号中「職員の技術研

修」を「区建築物等の中長期保全計画に係

る調整」に改め、同項第13号中「担当部の

予算、決算及び会計に関する」を「担当部

内他の課及び計画担当係長に属しない」に

改め、同項第14号を削り、同部に次のよう

に加える。 

計画管理担当係長 

⑴ 区建築物等の施設マネジメント

の推進に係る企画及び調整に関す

ること。 

第19条の表市民活動推進課の部調整係の

項第１号中「、経済産業部及び清掃リサイ

クル部」を「及び経済産業部」に改め、同

部区民交流・文化施設準備担当係長の項第

１号を次のように改める。 

⑴ 本庁舎等における区民利用・交

流拠点施設（世田谷区民会館を除

く。）の開設準備及び事業運営に関

すること。 

第19条の３の見出し中「各課等」を「課」

に改め、同条の表以外の部分中「各課等及

び各担当係長」を「スポーツ推進課及びス

ポーツ・パラスポーツ担当係長」に改め、

同条の表スポーツ推進課の部スポーツ・パ

ラスポーツ担当係長の項第14号を削り、同

項第13号の次に次の７号を加える。 

⒁ スポーツ及びレクリエーション

施設の整備及び運用に係る総合的

な調整に関すること。 

⒂ スポーツ及びレクリエーション

施設の計画に関すること。 

⒃ 総合運動場に関すること。 

⒄ 大蔵第二運動場に関すること。 
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の４第１項若しくは第２項、第34条第１

項、第34条の２第１項、第34条の３第１

項、第35条第１項、第35条の２第１項、

第35条の３第１項又は第36条の規定の適

用がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第22条の２第２項に規定する特別控

除額を控除して得た額とし、当該合計所

得金額が零を下回る場合には、零とする。

以下この項において「合計所得金額」と

いう。）」とあるのは、「合計所得金額（地

方税法第292条第１項第13号に規定する

合計所得金額をいい、当該合計所得金額

に所得税法第28条第１項に規定する給与

所得が含まれている場合には、当該給与

所得の金額については、同条第２項の規

定によって計算した金額に650,000円から

令和７年給与所得控除額（令和７年中の

同条第１項に規定する給与等の収入金額

から、当該給与等の収入金額を所得税法

等の一部を改正する法律（令和７年法律

第13号）第１条の規定による改正前の所

得税法別表第５の給与等の金額として、

同表により当該金額に応じて求めた同表

の給与所得控除後の給与等の金額を控除

して得た額をいう。）を控除して得た額を

加えた額によるものとし、租税特別措置

法による特別控除の適用がある場合には、

当該合計所得金額から令第22条の２第２

項に規定する特別控除額を控除して得た

額とし、当該合計所得金額が零を下回る

場合には、零とする。以下この項におい

て同じ。）」とする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区せたがやの家の供給に関す

る条例の一部を改正する条例 

世田谷区せたがやの家の供給に関する条

例（平成６年３月世田谷区条例第17号）の

一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「一般財団法人世田谷ト

ラストまちづくり」を「公益財団法人世田

谷トラストまちづくり」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区議会委員会条例の一部を改

正する条例 

世田谷区議会委員会条例（昭和40年４月

世田谷区条例第28号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第２項第２号中「、経済産業部及

び清掃・リサイクル部」を「及び経済産業

部」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

規   則 
                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

世田谷区規則第18号 

 世田谷区組織規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第19号 

 世田谷区技監設置規則を廃止する規則 

世田谷区規則第20号 

 職員の職名に関する規則の一部を改正す

る規則 

世田谷区規則第21号 

 世田谷区会計室設置規則の一部を改正す

る規則 

                    

   世田谷区組織規則の一部を改正する

規則 

世田谷区組織規則（平成３年３月世田谷

区規則第７号）の一部を次のように改正す

る。 

第９条の２第１項中「保健福祉政策部」

を「環境政策部に清掃事業再編担当参事を、

保健福祉政策部」に改め、同条第２項の表

地域包括ケア担当参事の項の前に次の１項

を加える。 

清掃事業再編担当参事 

⑴ 清掃・リサイクル事業の再編に係

る調整に関すること。 

⑵ 廃棄物の減量及び適正な処理に係

る調整に関すること。 

第10条中「、スポーツ推進部に拠点スポ

ーツ施設整備担当課を」を削る。 

第11条第１項の表スポーツ推進部の項中

「スポーツ施設課」及び「拠点スポーツ施

設整備担当課」を削り、同表環境政策部の

項に次のように加える。 

清掃管理課 

清掃・リサイクル推進課 

第11条第１項の表清掃・リサイクル部の

項を削る。 

第15条の次に次の１条を加える。 

（全ての職員の職責） 

第15条の２ 職員は、次条以後に定める分

掌事務及び担任事務のほか、災害及び健

康危機に係る施策の策定及び推進に関す

る事務を掌理する。 

第16条第２項の表ＤＸ推進担当課の部Ｄ

Ｘ推進担当係長の項中第５号を第６号とし、

第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、

同項第１号の次に次の１号を加える。 

   ⑵ デジタルトランスフォーメーシ

ョンに係る政策の企画及び調整に

関すること。 

第17条の２の表以外の部分中「係等」を

「各担当係長」に改め、同表地域生活安全

課の部地域生活安全係の項中「地域生活安

全係」を「地域生活安全担当係長」に改め

る。 

第18条第１項の表経理課の部中「借入れ」

を「借受け」に改め、同表課税課の部管理

係の項中「管理係」を「管理調整担当係長」

に改め、同項第１号中「森林環境税」の次

に「並びに軽自動車税」を加え、同項第６

号から第９号までを削り、同項に次の７号

を加える。 

⑹ 特別区民税、個人の都民税及び

森林環境税の課税計画及び課内の

事務の調整に関すること。 

⑺ 特別区民税、個人の都民税及び

森林環境税の課税に係る官公署等

との調整に関すること。 

⑻ 特別区民税、個人の都民税及び

森林環境税並びに軽自動車税の課

税に係る電算処理の調整及びシス

テム改善の推進に関すること。 

⑼ 特別区民税、個人の都民税及び

森林環境税の課税に係る課内研修

に関すること。 

⑽ 軽自動車税の課税、督促、催告

及び減免に関すること。 

⑾ 原動機付自転車及び小型特殊自

動車に係る届出の受理及び標識等

の交付に関すること。 

⑿ 課内他の係に属しないこと。 

第18条第１項の表課税課の部事務調整係

の項を削り、同表納税課の部中「軽自動車

税（種別割）」を「軽自動車税」に改め、同

条第２項の表公共施設マネジメント課の部

事業調整担当係長の項中「事業調整担当係

長」を「事業調整・技術担当係長」に改め、

同項第３号中「事務改善」を「予算、決算

及び会計」に改め、同項第４号を次のよう

に改める。 

⑷ 担当部の事務改善に関すること。 

第18条第２項の表公共施設マネジメント

課の部事業調整担当係長の項第５号中「区

建築物等」を「区の建築物及び建築設備並

びにこれらの附帯施設等（本庁舎等整備工

事に係るものを除く。以下「区建築物等」

という。）」に改め、同項第９号中「の工事」

を削り、同項第10号中「区建築物等の中長

期保全計画に係る調整」を「職員の技術研

修」に改め、同項第12号中「職員の技術研

修」を「区建築物等の中長期保全計画に係

る調整」に改め、同項第13号中「担当部の

予算、決算及び会計に関する」を「担当部

内他の課及び計画担当係長に属しない」に

改め、同項第14号を削り、同部に次のよう

に加える。 

計画管理担当係長 

⑴ 区建築物等の施設マネジメント

の推進に係る企画及び調整に関す

ること。 

第19条の表市民活動推進課の部調整係の

項第１号中「、経済産業部及び清掃リサイ

クル部」を「及び経済産業部」に改め、同

部区民交流・文化施設準備担当係長の項第

１号を次のように改める。 

⑴ 本庁舎等における区民利用・交

流拠点施設（世田谷区民会館を除

く。）の開設準備及び事業運営に関

すること。 

第19条の３の見出し中「各課等」を「課」

に改め、同条の表以外の部分中「各課等及

び各担当係長」を「スポーツ推進課及びス

ポーツ・パラスポーツ担当係長」に改め、

同条の表スポーツ推進課の部スポーツ・パ

ラスポーツ担当係長の項第14号を削り、同

項第13号の次に次の７号を加える。 

⒁ スポーツ及びレクリエーション

施設の整備及び運用に係る総合的

な調整に関すること。 

⒂ スポーツ及びレクリエーション

施設の計画に関すること。 

⒃ 総合運動場に関すること。 

⒄ 大蔵第二運動場に関すること。 
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⒅ 千歳温水プールに関すること。 

⒆ 地域体育館及び地区体育室に関

すること。 

⒇ スポーツに関する民間契約施設

及び学校施設（区立学校施設を除

く。）の区民利用に関すること。 

第19条の３の表スポーツ施設課の部及び

拠点スポーツ施設整備担当課の部を削る。 

第19条の４の表以外の部分中「各担当係

長」を「係等」に改め、同表に次のように

加える。 

清掃管理課 

調整係 

⑴ 清掃事務所との連絡調整に関す

ること。 

⑵ 清掃・リサイクル事業に係る公

有財産の管理に係る事務の調整に

関すること。 

⑶ 東京23区廃棄物情報管理システ

ムに関すること。 

⑷ 東京二十三区清掃一部事務組合

及び東京二十三区清掃協議会との

連絡調整に関すること。 

⑸ 廃棄物処理手数料の総括に関す

ること。 

⑹ 有料ごみ処理券に係る事務の調

整に関すること。 

⑺ 課内他の担当係長に属しないこ

と。 

事務調整担当係長 

⑴ 清掃事務所職員の安全衛生に関

すること。 

⑵ 清掃事務所技能職の調整に関す

ること。 

施設整備担当係長 

⑴ 清掃・リサイクル施設の再整備

等に関すること。 

清掃・リサイクル推進課 

普及啓発担当係長 

⑴ 清掃・リサイクル事業の普及及

び啓発並びに環境学習に関するこ

と。 

⑵ ごみ減量・リサイクル推進委員

会の活動の支援に関すること。 

⑶ 清掃・リサイクル事業に係る普

及啓発を行うための施設の整備、

改修及び管理運営に関すること。 

⑷ 課内他の担当係長に属しないこ

と。 

事業担当係長 

⑴ 廃棄物の収集及び運搬並びに資

源の再利用に係る作業計画に関す

ること。 

⑵ 清掃事務所及び中継所の管理運

営に係る調整に関すること。 

⑶ 作業用自動車の配置に関するこ

と。 

⑷ 家庭から排出される動物死体の

処理に係る調整に関すること。 

⑸ 資源回収に関すること。 

⑹ 区民による資源の集団回収活動

の支援に関すること。 

⑺ リサイクル施設の整備、改修及

び管理運営に関すること。 

⑻ 適正処理困難物に関すること。 

⑼ 清掃・リサイクル事業に係る計

画、調整及び進行管理に関するこ

と。 

指導許可担当係長 

⑴ 大規模排出事業者等に係る再利

用計画及び排出指導等に関するこ

と。 

⑵ 排出指導に係る清掃事務所との

事務の調整に関すること。 

⑶ 廃棄物管理指導員の設置に関す

ること。 

⑷ 一般廃棄物処理業の許可及び指

導に関すること。 

⑸ 浄化槽設置届の受理及び指導に

関すること。 

⑹ 浄化槽清掃業の許可及び指導に

関すること。 

⑺ 浄化槽清掃経費の助成に関する

こと。 

第21条を次のように改める。 

第21条 削除 

第22条の見出し及び同条の表以外の部分

中「各課等」を「各課」に改め、同条の表

保健福祉政策課の部調整係の項第11号中

「課等」を「課」に、「担当係長」を「係等」

に改め、同部保健福祉計画担当係長の項に

次の６号を加える。 

⑹ 保健福祉サービス向上委員会に

関すること。 

⑺ 保健福祉サービス等の向上に係

る調査及び連絡調整に関すること。 

⑻ 保健福祉サービス苦情審査会に

関すること。 

⑼ 保健福祉サービス等の適用又は

提供に係る苦情相談の総括に関す

ること。 

⑽ 保健福祉サービス等に係る苦情

処理の手続に関すること。 

⑾ 保健福祉サービス等に関する苦

情相談に係る関係機関との連絡調

整に関すること。 

第22条の表保健福祉政策課の部指導・サ

ービス向上担当係長の項中「指導・サービ

ス担当係長」を「指導係」に改め、同項中

第５号から第12号までを削る。 

第23条の表子ども・若者支援課の部私学

係の項中第４号を第６号とし、第３号を第

５号とし、第２号を第４号とし、第１号の

次に次の２号を加える。 

⑵ 施設等利用給付認定（子ども・

子育て支援制度未移行の私立幼稚

園及び特別支援学校幼稚部等に係

るものに限る。）に関すること。 

⑶ 特定乳児等通園支援事業（私立

幼稚園が実施する事業に限る。）の

確認に関すること。 

第23条の表保育課の部保育計画・再整備

担当係長の項第５号中「及び特定地域型保

育事業等」を「、特定地域型保育事業、特

定乳児等通園支援事業等」に改め、同部教

育・保育給付担当係長の項に次の１号を加

える。 

⑷ 特定乳児等通園支援事業の確認

に関すること（部内他の課に属す

ることを除く。）。 

第23条の表保育認定・調整課の部認可外

保育施設担当係長の項第３号中「幼児教育・

保育の無償化」を「特定乳児等通園支援事

業（認可外保育施設が実施する事業に限る。）

の確認」に改め、同項の次に次のように加

える。 

認定・給付担当係長 

⑴ 教育・保育給付認定（区立幼稚

園及び認可保育所等への入園申請

に伴うものを除く。）に関すること。 

⑵ 施設等利用給付認定（子ども・

子育て支援制度未移行の私立幼稚

園及び特別支援学校幼稚部等に係

るものを除く。）に関すること。 

⑶ 乳児等支援給付認定に関するこ

と。 

⑷ 幼児教育・保育の無償化等に係

る給付に関すること。 

第23条の表保育認定・調整課の部入園担

当係長の項第１号中「及び施設等利用給付

認定」を「（認可保育所等への入園申請を伴

うものに限る。）」に改め、同部事業者指導

担当係長の項第１号中「及び特定地域型保

育事業」を「、特定地域型保育事業及び特

定乳児等通園支援事業」に改める。 

第24条第１項の表都市計画課の部調整係

の項第５号中「一般財団法人世田谷トラス

トまちづくり」を「公益財団法人世田谷ト

ラストまちづくり」に改め、同表都市デザ

イン課の部都市デザイン企画調整担当係長

の項第10号中「マンションの建替え等の円

滑化に関する法律第102条第２項第５号」を

「マンションの再生等の円滑化に関する法

律第163条の56第２項第５号」に改め、同表

建築調整課の部許可・認定担当係長の項第

３号中「マンションの建替え等の円滑化に

関する法律に基づく容積率の特例許可」を

「マンションの再生等の円滑化に関する法

律に基づく容積率又は各部分の高さ等」に

改め、同表建築審査課の部建築審査担当係

長の項第７号及び設備審査担当係長の項第

７号中「マンションの建替え等の円滑化に

関する法律第102条第２項第２号」を「マン

ションの再生等の円滑化に関する法律第163

条の56第２項第２号」に改め、同表居住支

援課の部居住支援担当係長の項第５号中

「マンションの建替え等の円滑化に関する

法律」を「マンションの再生等の円滑化に

関する法律」に改め、同条第２項の表防災

街づくり課の部耐震促進担当係長の項第５

号中「マンションの建替え等の円滑化に関

する法律第102条第２項第１号」を「マンシ

ョンの再生等の円滑化に関する法律第163

条の56第２項第１号」に改め、同表市街地

整備課の部宅地防災促進担当係長の項第２

号中「大規模盛土造成地」を「既存盛土等」

に改め、同部開発許可担当係長の項第２号

中「宅地造成等」を「特定開発行為」に改

め、同項に次の２号を加える。 

⑶ 宅地造成等の指導、許可及び検

査に関すること。 

⑷ 宅地開発の無電柱化に関する指

導、届出の受理、勧告及び公表に

関すること。 

第24条第２項の表建築安全課の部建築安

全担当係長の項第８号中「マンションの建

替え等の円滑化に関する法律第102条第２

項第３号」を「マンションの再生等の円滑
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化に関する法律第163条の56第２項第３号」

に改め、同条第３項の表みどり政策課の部

みどり保全・創出担当係長の項中第22号を

第26号とし、第21号を第25号とし、第20号

を第24号とし、第19号の次に次の４号を加

える。 

⒇ 都市公園、身近な広場等（以下

「公園等」という。）に係る事業の

計画及び調整に関すること。 

 公園等に係る補助金等に関する

こと。 

 公園等に係る都市計画案の決定

及び事業認可に関すること。 

 公園等の用地の取得に係る調整

に関すること。 

第24条第３項の表公園緑地課の部施設管

理担当係長の項第１号中「都市公園、身近

な広場等（以下「公園等」という。）」を「公

園等」に改め、同表公園整備利活用推進課

の部公園整備利活用推進担当係長の項第１

号から第４号までを削り、同項第５号中「（玉

川野毛町公園を除く。）」を削り、同号を同

項第１号とし、同項第６号を同項第２号と

し、同項に次の１号を加える。 

⑶ 都市公園における農的活用に係

る事業の調整及び整備に関するこ

と（担当部内他の課に属するもの

を除く。）。 

第25条の２の表交通安全自転車課の部交

通安全自転車担当係長の項第12号中「大規

模店舗等」を「商業施設等」に改める。 

別表第２の２の部清掃・リサイクル部の

款中「清掃・リサイクル部」を「環境政策

部」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区技監設置規則を廃止する規

則 

世田谷区技監設置規則（令和３年３月世

田谷区規則第44号）は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

（世田谷区庁議規則の一部改正） 

２ 世田谷区庁議規則（昭和54年８月世田

谷区規則第47号）の一部を次のように改

正する。 

 別表中４の項を削り、５の項を４の項

とし、６の項から13の項までを１項ずつ

繰り上げる。 

                    

職員の職名に関する規則の一部を改

正する規則 

職員の職名に関する規則（昭和46年４月

世田谷区規則第15号）の一部を次のように

改正する。 

別表第５号を次のように改める。 

５ 技能系 

自動車運転 介護指導 電話交換 警

備 土木作業 調理 用務 学童擁護 

 施設作業 家庭奉仕 清掃車運転 

清掃車整備 清掃作業 設備管理 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区会計室設置規則の一部を改

正する規則 

世田谷区会計室設置規則（平成19年３月

世田谷区規則第12号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第３号を削り、同条中第４号を第

３号とし、第５号から第７号までを１号ず

つ繰り上げる。 

第５条を次のように改める。 

第５条 削除 

第６条の見出し中「係長等」を「担当係

長等」に改め、同条第１項を削り、同条第

２項中「置くことができる」を「置く」に

改め、同項を同条第１項とし、同条第３項

中「及び係」を削り、同項を同条第２項と

し、同条第４項を削り、同条第５項を同条

第３項とし、同条第６項中「係の事務又は」

を削り、同項を同条第４項とし、同条第７

項中「前３項」を「前２項」に改め、同項

を同条第５項とし、同条の次に次の１条を

加える。 

（全ての職員の職責） 

第６条の２ 職員は、次条に定める分掌事

務のほか、災害及び健康危機に係る施策

の策定及び推進に関する事務を掌理する。 

第７条の表出納係の項中「出納係」を「出

納担当係長」に改め、同項第６号を削り、

同項中第７号を第６号とし、第８号から第

12号までを１号ずつ繰り上げ、同項第13号

中「課内他の担当係長」を「審査担当係長」

に改め、同号を同項第14号とし、同号の前

に次の２号を加える。 

⑿ 公会計制度改革に関すること。 

⒀ 財務会計システムの運用管理に関

すること。 

第７条の表会計制度担当係長の項を削る。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

世田谷区規則第22号 

 世田谷区電子計算組織の運営に関する規

則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第23号 

 世田谷区公印規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第24号 

 職員の退職手当に関する条例施行規則の

一部を改正する規則 

世田谷区規則第25号 

 世田谷区庁舎管理規則の一部を改正する

規則 

世田谷区規則第26号 

 世田谷区災害対策本部条例施行規則の一

部を改正する規則 

世田谷区規則第27号 

 世田谷区国民保護対策本部及び緊急対処

事態対策本部条例施行規則の一部を改正

する規則 

世田谷区規則第28号 

 世田谷区国民健康保険条例施行規則の一

部を改正する規則 

世田谷区規則第29号 

 世田谷区障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律の施行に

関する規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第30号 

 世田谷区心身障害者福祉手当条例施行規

則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第31号 

 世田谷区児童福祉法の施行に関する規則

の一部を改正する規則 

世田谷区規則第32号 

 世田谷区児童育成手当条例施行規則の一

部を改正する規則 

世田谷区規則第33号 

 世田谷区ひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

世田谷区規則第34号 

 世田谷区幼保連携型認定こども園以外の

認定こども園の認定の要件に関する条例

施行規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第35号 

 世田谷区幼保連携型認定こども園の学級

の編制、職員、設備及び運営の基準に関

する条例施行規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第36号 

 世田谷区保健所使用条例施行規則の一部

を改正する規則 

世田谷区規則第37号 

 世田谷区保健所長委任規則の一部を改正

する規則 

世田谷区規則第38号 

 世田谷区新型インフルエンザ等対策本部

条例施行規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第39号 

 世田谷区食品衛生法施行細則の一部を改

正する規則 

世田谷区規則第40号 

 世田谷区医療法施行細則の一部を改正す

る規則 

世田谷区規則第41号 

 世田谷区風景づくり条例施行規則の一部

を改正する規則 

世田谷区規則第42号 

 世田谷区営住宅管理条例施行規則の一部

を改正する規則 

世田谷区規則第43号 

 世田谷区立特定公共賃貸住宅及び世田谷

区立ファミリー住宅条例施行規則の一部

を改正する規則 

世田谷区規則第44号 

 世田谷区せたがやの家の供給に関する条

例施行規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第45号 

 世田谷区私道整備及び私道排水設備の助

成に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則 

世田谷区規則第46号 

 世田谷区会計事務規則の一部を改正する

規則 

世田谷区規則第47号 

 世田谷区物品管理規則の一部を改正する

規則 
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化に関する法律第163条の56第２項第３号」

に改め、同条第３項の表みどり政策課の部

みどり保全・創出担当係長の項中第22号を

第26号とし、第21号を第25号とし、第20号

を第24号とし、第19号の次に次の４号を加

える。 

⒇ 都市公園、身近な広場等（以下

「公園等」という。）に係る事業の

計画及び調整に関すること。 

 公園等に係る補助金等に関する

こと。 

 公園等に係る都市計画案の決定

及び事業認可に関すること。 

 公園等の用地の取得に係る調整

に関すること。 

第24条第３項の表公園緑地課の部施設管

理担当係長の項第１号中「都市公園、身近

な広場等（以下「公園等」という。）」を「公

園等」に改め、同表公園整備利活用推進課

の部公園整備利活用推進担当係長の項第１

号から第４号までを削り、同項第５号中「（玉

川野毛町公園を除く。）」を削り、同号を同

項第１号とし、同項第６号を同項第２号と

し、同項に次の１号を加える。 

⑶ 都市公園における農的活用に係

る事業の調整及び整備に関するこ

と（担当部内他の課に属するもの

を除く。）。 

第25条の２の表交通安全自転車課の部交

通安全自転車担当係長の項第12号中「大規

模店舗等」を「商業施設等」に改める。 

別表第２の２の部清掃・リサイクル部の

款中「清掃・リサイクル部」を「環境政策

部」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区技監設置規則を廃止する規

則 

世田谷区技監設置規則（令和３年３月世

田谷区規則第44号）は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

（世田谷区庁議規則の一部改正） 

２ 世田谷区庁議規則（昭和54年８月世田

谷区規則第47号）の一部を次のように改

正する。 

 別表中４の項を削り、５の項を４の項

とし、６の項から13の項までを１項ずつ

繰り上げる。 

                    

職員の職名に関する規則の一部を改

正する規則 

職員の職名に関する規則（昭和46年４月

世田谷区規則第15号）の一部を次のように

改正する。 

別表第５号を次のように改める。 

５ 技能系 

自動車運転 介護指導 電話交換 警

備 土木作業 調理 用務 学童擁護 

 施設作業 家庭奉仕 清掃車運転 

清掃車整備 清掃作業 設備管理 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区会計室設置規則の一部を改

正する規則 

世田谷区会計室設置規則（平成19年３月

世田谷区規則第12号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第３号を削り、同条中第４号を第

３号とし、第５号から第７号までを１号ず

つ繰り上げる。 

第５条を次のように改める。 

第５条 削除 

第６条の見出し中「係長等」を「担当係

長等」に改め、同条第１項を削り、同条第

２項中「置くことができる」を「置く」に

改め、同項を同条第１項とし、同条第３項

中「及び係」を削り、同項を同条第２項と

し、同条第４項を削り、同条第５項を同条

第３項とし、同条第６項中「係の事務又は」

を削り、同項を同条第４項とし、同条第７

項中「前３項」を「前２項」に改め、同項

を同条第５項とし、同条の次に次の１条を

加える。 

（全ての職員の職責） 

第６条の２ 職員は、次条に定める分掌事

務のほか、災害及び健康危機に係る施策

の策定及び推進に関する事務を掌理する。 

第７条の表出納係の項中「出納係」を「出

納担当係長」に改め、同項第６号を削り、

同項中第７号を第６号とし、第８号から第

12号までを１号ずつ繰り上げ、同項第13号

中「課内他の担当係長」を「審査担当係長」

に改め、同号を同項第14号とし、同号の前

に次の２号を加える。 

⑿ 公会計制度改革に関すること。 

⒀ 財務会計システムの運用管理に関

すること。 

第７条の表会計制度担当係長の項を削る。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

世田谷区規則第22号 

 世田谷区電子計算組織の運営に関する規

則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第23号 

 世田谷区公印規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第24号 

 職員の退職手当に関する条例施行規則の

一部を改正する規則 

世田谷区規則第25号 

 世田谷区庁舎管理規則の一部を改正する

規則 

世田谷区規則第26号 

 世田谷区災害対策本部条例施行規則の一

部を改正する規則 

世田谷区規則第27号 

 世田谷区国民保護対策本部及び緊急対処

事態対策本部条例施行規則の一部を改正

する規則 

世田谷区規則第28号 

 世田谷区国民健康保険条例施行規則の一

部を改正する規則 

世田谷区規則第29号 

 世田谷区障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律の施行に

関する規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第30号 

 世田谷区心身障害者福祉手当条例施行規

則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第31号 

 世田谷区児童福祉法の施行に関する規則

の一部を改正する規則 

世田谷区規則第32号 

 世田谷区児童育成手当条例施行規則の一

部を改正する規則 

世田谷区規則第33号 

 世田谷区ひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

世田谷区規則第34号 

 世田谷区幼保連携型認定こども園以外の

認定こども園の認定の要件に関する条例

施行規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第35号 

 世田谷区幼保連携型認定こども園の学級

の編制、職員、設備及び運営の基準に関

する条例施行規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第36号 

 世田谷区保健所使用条例施行規則の一部

を改正する規則 

世田谷区規則第37号 

 世田谷区保健所長委任規則の一部を改正

する規則 

世田谷区規則第38号 

 世田谷区新型インフルエンザ等対策本部

条例施行規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第39号 

 世田谷区食品衛生法施行細則の一部を改

正する規則 

世田谷区規則第40号 

 世田谷区医療法施行細則の一部を改正す

る規則 

世田谷区規則第41号 

 世田谷区風景づくり条例施行規則の一部

を改正する規則 

世田谷区規則第42号 

 世田谷区営住宅管理条例施行規則の一部

を改正する規則 

世田谷区規則第43号 

 世田谷区立特定公共賃貸住宅及び世田谷

区立ファミリー住宅条例施行規則の一部

を改正する規則 

世田谷区規則第44号 

 世田谷区せたがやの家の供給に関する条

例施行規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第45号 

 世田谷区私道整備及び私道排水設備の助

成に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則 

世田谷区規則第46号 

 世田谷区会計事務規則の一部を改正する

規則 

世田谷区規則第47号 

 世田谷区物品管理規則の一部を改正する

規則 
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世田谷区電子計算組織の運営に関す

る規則の一部を改正する規則 

世田谷区電子計算組織の運営に関する規

則（平成16年４月世田谷区規則第47号）の

一部を次のように改正する。 

目次中「情報化推進計画」を「情報化及

びデジタル化の計画的な推進」に改める。 

第２条に次の２号を加える。 

⒆ 情報化 区の行政運営又は区民サー

ビスの向上を目的として、電子計算機、

ネットワーク、情報システム等を活用

し、情報の収集、処理、共有又は活用

を推進することをいう。 

⒇ デジタル化 人工知能関連技術（人

工的な方法による学習、推論、判断等

の知的な機能の実現及び人工的な方法

により実現した当該機能の活用に関す

る技術をいう。）その他の先端的な技術

を活用し、紙媒体等を用いている区の

業務の処理及びサービスの提供を抜本

的に変革し、より高度な区の業務の処

理及びサービスの提供並びに新たな価

値の創出を図ることをいう。 

第２章の章名を次のように改める。 

第２章 情報化及びデジタル化の計

画的な推進 

第３条の見出し中「情報化推進計画」を

「情報化等に係る基本的な方針」に改め、

同条中「情報化の」を「情報化及びデジタ

ル化（以下「情報化等」という。）の」に、

「区の情報化」を「区の情報化等」に、「情

報化推進計画」を「情報化等に係る基本的

な方針」に改める。 

第４条第１項中「情報化推進計画に基づ

く区の情報化に係る」を「区の情報化等に

係る基本的な方針に基づく」に改める。 

第５条第３項第１号中「情報化推進計画」

を「区の情報化等に係る基本的な方針に基

づく施策」に改め、同項第７号中「情報化」

を「情報化等」に改める。 

第６条第３項第１号中「情報化計画事業」

を「情報化等計画事業」に、「情報化推進計

画に基づき実施する事業」を「区の情報化

等に係る基本的な方針その他区で策定する

計画に基づき実施する情報化等に係る事業」

に改め、同項第５号中「情報化」を「情報

化等」に改める。 

第７条第３項第１号中「情報化計画事業」

を「情報化等計画事業」に改め、同項第８

号中「情報化」を「情報化等」に改める。 

第８条第３項第１号中「情報化計画事業」

を「情報化等計画事業」に改める。 

第９条第３項第１号中「情報化計画事業」

を「情報化等計画事業」に改め、同項第２

号及び第６号中「の情報化」を「の情報化

等」に改める。 

第10条第４項第１号中「情報化」を「情

報化等」に改める。 

第11条第１項中「情報化を」を「情報化

等を」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区公印規則の一部を改正する

規則 

世田谷区公印規則（平成元年３月世田谷

区規則第４号）の一部を次のように改正す

る。 

別表４の部29の項中「管理課長」を「清

掃管理課長」に改め、同部57の項を削り、

同部中86の項を87の項とし、58の項から85

の項までを１項ずつ繰り下げ、56の項の次

に次のように加える。 

 

57 同 同 子育てサービスシステム用 保育認定・調整課長 

58 同 同 保育事務用 

 別表６の部22の項中「管理課長」を「清掃管理課長」に改め、同部45の項を削り、同部中71の項を72の項とし、46の項から70の項

までを１項ずつ繰り下げ、44の項の次に次のように加える。 

45 同 同 子育てサービスシステム用 保育認定・調整課長 

46 同 同 保育事務用 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

職員の退職手当に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 

職員の退職手当に関する条例施行規則

（昭和31年12月世田谷区規則第15号）の一

部を次のように改正する。 

別表第６号区分の項中「世田谷区立学校

管理運営規則（昭和53年９月世田谷区教育

委員会規則第７号）第５条において準用す

る同規則第12条第１項に規定する主任教諭

又は同条第２項に規定する主任養護教諭」

を「幼稚園教育職員の給与に関する条例第

６条第１項に規定する幼稚園教育職員給料

表の適用を受ける職員でその属する職務の

級が２級」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区庁舎管理規則の一部を改正

する規則 

世田谷区庁舎管理規則（平成17年２月世

田谷区規則第６号）の一部を次のように改

正する。 

別表本庁舎（梅丘分庁舎に限る。）の項中

「清掃・リサイクル部管理課長」を「生活

文化政策部市民活動推進課長」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区災害対策本部条例施行規則

の一部を改正する規則 

世田谷区災害対策本部条例施行規則（昭

和38年12月世田谷区規則第19号）の一部を

次のように改正する。 

第５条第１項第11号中「清掃・リサイク

ル部長」を「環境政策部長」に改め、同項

中第17号を削り、第18号を第17号とする。 

第６条第12号中「清掃・リサイクル部管

理課長」を「環境政策部清掃管理課長」に

改める。 

              「スポー 

別表第１災対区民支援部の項中 スポー 

               拠点ス 

ツ推進課 

ツ施設課       を「スポーツ推進 

ポーツ施設整備担当課」 

課」に改め、同表災対清掃部の項を次のよ 

うに改める。 

 

災対清掃部 部長 環境政策部長  

副部長 清掃事業再編担当参事 

環境政策課  

気候危機対策課  

環境保全課  

清掃管理課  

清掃・リサイクル推進課  

世田谷清掃事務所  

玉川清掃事務所  

砧清掃事務所 
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 別表第１災対都市整備部の項中「副部長 

            「建築安全課 

             環境政策課 
 環境政策部長」を削り、 
             気候危機対策 

             環境保全課 

 

 
  を「建築安全課」に改め、同表災対教 
課  

 」 

             「施設計画課 
育部の項中「教育環境課」を       
              施設整備課」 

に改める。 

別表第２災対清掃部の項中第４号を第５

号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

４ 環境保全の調査及び対策に関する

こと。 

別表第２災対都市整備部の項中第４号を

削り、第５号を第４号とし、第６号を第５

号とする。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区国民保護対策本部及び

緊急対処事態対策本部条例施行

規則の一部を改正する規則 

世田谷区国民保護対策本部及び緊急対処

事態対策本部条例施行規則（平成19年３月

世田谷区規則第51号）の一部を次のように

改正する。 

第５条第１項第11号中「清掃・リサイク

ル部長」を「環境政策部長」に改め、同項

中第17号を削り、第18号を第17号とする。 

第６条第12号中「清掃・リサイクル部管

理課長」を「環境政策部清掃管理課長」に

改める。 

別表第１国民保護対策区民支援部の項中 

「スポーツ推進課 

 スポーツ施設課       を「スポ 

 拠点スポーツ施設整備担当課」 

ーツ推進課」に改め、同表国民保護対策清

掃部の項を次のように改める。 
 

国民保護対策清掃部 部長 環境政策部長  

副部長 清掃事業再編担当参事 

環境政策課  

気候危機対策課  

環境保全課  

清掃管理課  

清掃・リサイクル推進課  

世田谷清掃事務所  

玉川清掃事務所  

砧清掃事務所 

 

 別表第１国民保護対策都市整備部の項中 

                「施設 

                 環境 
「副部長 環境政策部長」を削り、 
                 気候 

                 環境 

営繕第二課 

政策課 
      を「施設営繕第二課」に改め、 
危機対策課 

保全課  」 

同表国民保護対策教育部の項中「教育環境 

   「施設計画課 
課」を       に改める。 
    施設整備課」 

別表第２国民保護対策清掃部の項事務分

掌の欄中第４号を第５号とし、第３号の次

に次の１号を加える。 

４ 環境保全の調査及び対策に関する

こと。 

別表第２国民保護対策都市整備部の項事

務分掌の欄中第５号を削り、第６号を第５

号とする。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区国民健康保険条例施行規則

の一部を改正する規則 

世田谷区国民健康保険条例施行規則（昭

和34年11月世田谷区規則第10号）の一部を

次のように改正する。 

第32号様式の⑴及び第32号様式の⑵を次

のように改める。 

様式省略 

 第33号様式を次のように改める。 

様式省略 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律

の施行に関する規則の一部を改正す

る規則 

世田谷区障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律の施行に関

する規則（平成18年３月世田谷区規則第69

号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「介護給付費・訓練等給付費・

特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利

用者負担額減額・免除等変更申請書」を「介

護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別

給付費・地域相談支援給付費支給変更申請

書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書」

に改める。 

第１号様式裏面以外の部分を次のように

改める。 

様式省略 

 第２号様式裏面を次のように改める。 

様式省略 

 第３号様式第12面及び第13面を次のよう

に改める。 

様式省略 

 第４号様式を次のように改める。 

様式省略 

 第５号様式裏面以外の部分を次のように

改める。 

様式省略 

 第６号様式から第８号様式までを次のよ

うに改める。 

様式省略 

 第12号様式を次のように改める。 

様式省略 

 第14号様式を次のように改める。 

様式省略 

 第17号様式、第18号様式及び第20号様式

中「なりません。」を「なりません（なお、

その審査請求に対する裁決の送達を受けた

日の翌日から起算して６箇月以内であって

も、その審査請求に対する裁決の日の翌日

から起算して１年を経過するとこの処分の

取消しの訴えを提起することができなくな

ります。）。」に改める。 

 第21号様式を次のように改める。 

様式省略 

第25号様式中「できます」を「できます

（なお、この通知を受け取った日の翌日か

ら起算して３箇月以内であっても、この通

知を受け取った日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができな

くなります。）」に、「決定の日から」を「決

定の日の翌日から起算して」に、「なりませ

ん。」を「なりません（なお、その審査請求

に対する裁決の送達を受けた日の翌日から

起算して６箇月以内であっても、その審査

請求に対する裁決の日の翌日から起算して

１年を経過するとこの処分の取消しの訴え

を提起することができなくなります。）。」に

改める。 

第26号様式を次のように改める。 

様式省略 

第28号様式及び第29号様式中「できます」

を「できます（なお、この通知を受け取っ

た日の翌日から起算して３箇月以内であっ

ても、この通知を受け取った日の翌日から

起算して１年を経過すると審査請求をする

ことができなくなります。）」に、「決定の日

から」を「決定の日の翌日から起算して」

に、「なりません。」を「なりません（なお、

その審査請求に対する裁決の送達を受けた

日の翌日から起算して６箇月以内であって

も、その審査請求に対する裁決の日の翌日

から起算して１年を経過するとこの処分の

取消しの訴えを提起することができなくな

ります。）。」に改める。 

 第30号様式を次のように改める。 

様式省略 

 第32号様式裏面中「医療保険の被保険者

証」を「マイナ保険証（健康保険証利用登

録がされたマイナンバーカードをいう。）等」

に改める。 

第35号様式中「なりません。」を「なりま

せん（なお、その審査請求に対する裁決の

送達を受けた日の翌日から起算して６箇月

以内であっても、その審査請求に対する裁

決の日の翌日から起算して１年を経過する

とこの処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。）。」に改める。 
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 別表第１災対都市整備部の項中「副部長 

            「建築安全課 

             環境政策課 
 環境政策部長」を削り、 
             気候危機対策 

             環境保全課 

 

 
  を「建築安全課」に改め、同表災対教 
課  

 」 

             「施設計画課 
育部の項中「教育環境課」を       
              施設整備課」 

に改める。 

別表第２災対清掃部の項中第４号を第５

号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

４ 環境保全の調査及び対策に関する

こと。 

別表第２災対都市整備部の項中第４号を

削り、第５号を第４号とし、第６号を第５

号とする。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区国民保護対策本部及び

緊急対処事態対策本部条例施行

規則の一部を改正する規則 

世田谷区国民保護対策本部及び緊急対処

事態対策本部条例施行規則（平成19年３月

世田谷区規則第51号）の一部を次のように

改正する。 

第５条第１項第11号中「清掃・リサイク

ル部長」を「環境政策部長」に改め、同項

中第17号を削り、第18号を第17号とする。 

第６条第12号中「清掃・リサイクル部管

理課長」を「環境政策部清掃管理課長」に

改める。 

別表第１国民保護対策区民支援部の項中 

「スポーツ推進課 

 スポーツ施設課       を「スポ 

 拠点スポーツ施設整備担当課」 

ーツ推進課」に改め、同表国民保護対策清

掃部の項を次のように改める。 
 

国民保護対策清掃部 部長 環境政策部長  

副部長 清掃事業再編担当参事 

環境政策課  

気候危機対策課  

環境保全課  

清掃管理課  

清掃・リサイクル推進課  

世田谷清掃事務所  

玉川清掃事務所  

砧清掃事務所 

 

 別表第１国民保護対策都市整備部の項中 

                「施設 

                 環境 
「副部長 環境政策部長」を削り、 
                 気候 

                 環境 

営繕第二課 

政策課 
      を「施設営繕第二課」に改め、 
危機対策課 

保全課  」 

同表国民保護対策教育部の項中「教育環境 

   「施設計画課 
課」を       に改める。 
    施設整備課」 

別表第２国民保護対策清掃部の項事務分

掌の欄中第４号を第５号とし、第３号の次

に次の１号を加える。 

４ 環境保全の調査及び対策に関する

こと。 

別表第２国民保護対策都市整備部の項事

務分掌の欄中第５号を削り、第６号を第５

号とする。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区国民健康保険条例施行規則

の一部を改正する規則 

世田谷区国民健康保険条例施行規則（昭

和34年11月世田谷区規則第10号）の一部を

次のように改正する。 

第32号様式の⑴及び第32号様式の⑵を次

のように改める。 

様式省略 

 第33号様式を次のように改める。 

様式省略 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律

の施行に関する規則の一部を改正す

る規則 

世田谷区障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律の施行に関

する規則（平成18年３月世田谷区規則第69

号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「介護給付費・訓練等給付費・

特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利

用者負担額減額・免除等変更申請書」を「介

護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別

給付費・地域相談支援給付費支給変更申請

書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書」

に改める。 

第１号様式裏面以外の部分を次のように

改める。 

様式省略 

 第２号様式裏面を次のように改める。 

様式省略 

 第３号様式第12面及び第13面を次のよう

に改める。 

様式省略 

 第４号様式を次のように改める。 

様式省略 

 第５号様式裏面以外の部分を次のように

改める。 

様式省略 

 第６号様式から第８号様式までを次のよ

うに改める。 

様式省略 

 第12号様式を次のように改める。 

様式省略 

 第14号様式を次のように改める。 

様式省略 

 第17号様式、第18号様式及び第20号様式

中「なりません。」を「なりません（なお、

その審査請求に対する裁決の送達を受けた

日の翌日から起算して６箇月以内であって

も、その審査請求に対する裁決の日の翌日

から起算して１年を経過するとこの処分の

取消しの訴えを提起することができなくな

ります。）。」に改める。 

 第21号様式を次のように改める。 

様式省略 

第25号様式中「できます」を「できます

（なお、この通知を受け取った日の翌日か

ら起算して３箇月以内であっても、この通

知を受け取った日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができな

くなります。）」に、「決定の日から」を「決

定の日の翌日から起算して」に、「なりませ

ん。」を「なりません（なお、その審査請求

に対する裁決の送達を受けた日の翌日から

起算して６箇月以内であっても、その審査

請求に対する裁決の日の翌日から起算して

１年を経過するとこの処分の取消しの訴え

を提起することができなくなります。）。」に

改める。 

第26号様式を次のように改める。 

様式省略 

第28号様式及び第29号様式中「できます」

を「できます（なお、この通知を受け取っ

た日の翌日から起算して３箇月以内であっ

ても、この通知を受け取った日の翌日から

起算して１年を経過すると審査請求をする

ことができなくなります。）」に、「決定の日

から」を「決定の日の翌日から起算して」

に、「なりません。」を「なりません（なお、

その審査請求に対する裁決の送達を受けた

日の翌日から起算して６箇月以内であって

も、その審査請求に対する裁決の日の翌日

から起算して１年を経過するとこの処分の

取消しの訴えを提起することができなくな

ります。）。」に改める。 

 第30号様式を次のように改める。 

様式省略 

 第32号様式裏面中「医療保険の被保険者

証」を「マイナ保険証（健康保険証利用登

録がされたマイナンバーカードをいう。）等」

に改める。 

第35号様式中「なりません。」を「なりま

せん（なお、その審査請求に対する裁決の

送達を受けた日の翌日から起算して６箇月

以内であっても、その審査請求に対する裁

決の日の翌日から起算して１年を経過する

とこの処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。）。」に改める。 
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第39号様式及び第39号の２様式を次のよ

うに改める。 

様式省略 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第１号様式、第５号様式、第21

号様式、第26号様式及び第30号様式の規

定に基づき作成された様式の用紙で現に

残存するものは、当分の間、修正して使

用することができる。 

３ この規則の施行の際、現にこの規則に

よる改正前の第３号様式及び第32号様式

による用紙を用いて作成され、交付され

ている障害福祉サービス受給者証及び療

養介護医療受給者証は、それぞれこの規

則による改正後の第３号様式及び第32号

様式による用紙を用いて作成され、交付

された障害福祉サービス受給者証及び療

養介護医療受給者証とみなす。 

                    

世田谷区心身障害者福祉手当条例施

行規則の一部を改正する規則 

世田谷区心身障害者福祉手当条例施行規

則（昭和59年３月世田谷区規則第15号）の

一部を次のように改正する。 

第６条第１項の表以外の部分中「心身障

害者福祉手当認定申請書」を「心身障害者

福祉手当認定申請書兼心身障害者福祉手当

受給資格変更申請書」に、「提出し、又は提

示する」を「提出する」に改め、同項の表

１の項中「障害若しくは疾病の程度を証す

る書類の添付又は」を削り、「、愛の手帳」

を「又は愛の手帳」に、「若しくは療育手帳

（療育手帳制度要綱（昭和48年９月27日厚

生省発児第156号）に規定する療育手帳をい

う。）の提示」を「の写しの添付」に改め、

同表２の項中「同表の３の項第１号」を「同

表の３の項」に、「書類若しくは第16条に定

める疾病及び同表の３の項第２号に規定す

る病状等を証する医師の診断書の添付又は

医療券等の提示」を「医療券等の写しの添

付」に、「同項各号」を「同項」に改め、同

表の３の項中「の提示」を「の写しの添付」

に改める。 

第14条第３項中「、「心身障害者福祉手当

認定申請書（第１号様式）」とあるのは「心

身障害者福祉手当受給者異動届」と」を削

る。 

第16条（見出しを除く。）を次のように改

める。 

第16条 条例別表の３の項に規定する規則

で定める疾病を有する者とは、次の各号

のいずれかに該当する者をいう。 

⑴ 難病の患者に対する医療等に関する

法律（平成26年法律第50号。以下この

条において「難病法」という。）第７条

第４項に規定する医療受給者証の交付

を受けている者 

⑵ 難病法第５条第１項に規定する指定

難病又は次の表に掲げる疾病のいずれ

かを有し、東京都難病患者等に係る医

療費等の助成に関する規則（平成12年

東京都規則第94号）第６条の医療券（東

京都難病患者等に係る医療費等の助成

に関する規則の一部を改正する規則

（平成26年東京都規則第200号）附則第

３項の規定によりなお従前の例による

こととされた医療費助成に係る医療券

を含む。）の交付を受けている者 

スモン、プリオン病（ヒト由来乾燥

硬膜移植によるクロイツフェルト・

ヤコブ病に限る。）、悪性高血圧、母

斑症（結節性硬化症、スタージ・ウ

ェーバー症候群及びクリッペル・ト

レノネー・ウェーバー症候群を除

く。）、古典的特発性好酸球増多症候

群、びまん性汎細気管支炎、遺伝性

ＱＴ延長症候群、網膜脈絡膜萎縮症、

原発性骨髄線維症、肝内結石症、先

天性血液凝固因子欠乏症等、人工透

析を必要とする腎不全、劇症肝炎、

重症急性膵
すい

炎、点頭てんかん 

⑶ 難病法第５条第１項に規定する指定

難病又は前号の表に掲げる疾病のいず

れかを有し、世田谷区児童福祉法の施

行に関する規則（昭和62年３月世田谷

区規則第33号）第１条の２第２項の小

児慢性特定疾病医療受給者証（兼登録

者証）の交付を受けている者 

⑷ 難病法第５条第１項に規定する指定

難病又は第２号の表に掲げる疾病のい

ずれかを有し、生活保護法又は中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号）第14条第１項に規定

する支援給付（中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律の一部を改正する法

律（平成19年法律第127号）附則第４条

第１項に規定する支援給付及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住

帰国後の自立の支援に関する法律の一

部を改正する法律（平成25年法律第106

号）附則第２条第１項又は第２項の規

定によりなお従前の例によることとさ

れた支援給付を含む。）を受けている者

（難病法第５条第１項に規定する指定

難病の患者を除く。）で、その病状等が

次のいずれかに該当するもの 

ア 継続的な治療を必要とすること。 

イ 病勢が不安定であること。 

第１号様式を次のように改める。 

様式省略 

 第７号様式を次のように改める。 

様式省略 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

２ この規則による改正後の第６条及び第

16条の規定は、令和８年４月以後の月分

の世田谷区心身障害者福祉手当（以下「手

当」という。）の支給について適用し、同

月前の月分の手当の支給については、な

お従前の例による。 

３ この規則による改正前の第１号様式及

び第７号様式の規定に基づき作成された

様式の用紙で現に残存するものは、当分

の間、修正して使用することができる。 

                    

世田谷区児童福祉法の施行に関する

規則の一部を改正する規則 

世田谷区児童福祉法の施行に関する規則

（昭和62年３月世田谷区規則第33号）の一

部を次のように改正する。 

第２条の13中「医療型児童発達支援」を

「児童発達支援（児童発達支援センターに

おいて併せて治療を行うものに限る。）」に

改める。 

第１号の２の23様式及び第１号の３様式

を次のように改める。 

様式省略 

第１号の３の４様式を次のように改める。 

様式省略 

第１号の３の５様式第７面中「（以下これ

らを「通所支援」といいます。）」を削り、

「医療型児童発達支援を」を「児童発達支

援のうち治療に係るものを」に、「医療保険

の被保険者証」を「マイナ保険証（健康保

険証利用登録がされたマイナンバーカード

をいう。）」に、「指定医療型児童発達支援事

業所」を「指定児童発達支援事業所（治療

を行うものに限る。）」に、「通所支援を受け

るとき」を「指定通所支援等を受けるとき」

に、「通所支援に」を「指定通所支援等に」

に改める。 

第１号の３の６様式から第１号の３の10

様式までを次のように改める。 

様式省略 

 第１号の３の12様式を次のように改める。 

様式省略 

 第１号の４の２様式及び第１号の５様式

を次のように改める。 

様式省略 

 第１号の７様式を次のように改める。 

様式省略 

 第１号の９様式を次のように改める。 

様式省略 

 第１号の11様式を次のように改める。 

様式省略 

 第７号の３様式及び第７号の４様式を次

のように改める。 

様式省略 

 第７号の６様式を次のように改める。 

様式省略 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第１号の３様式の規定に基づき

作成された様式の用紙で現に残存するも

のは、当分の間、修正して使用すること

ができる。 

３ この規則の施行の際、現にこの規則に

よる改正前の第１号の３の５様式及び第

１号の５様式の規定に基づき作成され、

交付されている通所受給者証及び肢体不

自由児通所医療受給者証は、この規則に

よる改正後の第１号の３の５様式及び第

１号の５様式の規定に基づき作成され、

交付されている通所受給者証及び肢体不

自由児通所医療受給者証とみなす。 

                    

世田谷区児童育成手当条例施行規則

の一部を改正する規則 

世田谷区児童育成手当条例施行規則（昭
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和57年６月世田谷区規則第42号）の一部を

次のように改正する。 

第５条第２項第１号中「又は第10号の２」

を「、第10号の２又は第12号」に、「又は配

偶者特別控除額」を「、配偶者特別控除額

又は特定親族特別控除額」に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

２ この規則による改正後の第５条第２項

第１号の規定は、令和８年６月以後の月

分の児童育成手当の支給について適用し、

同月前の月分の児童育成手当の支給につ

いては、なお従前の例による。 

                    

世田谷区ひとり親家庭等の医療費の

助成に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

世田谷区ひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例施行規則（平成元年12月世田

谷区規則第73号）の一部を次のように改正

する。 

第12条第２項第１号中「第34条第１項第

１号、第２号、第４号又は第10号の２」を

「第34条第１項第１号、第２号、第４号、

第10号の２又は第12号」に、「又は配偶者特

別控除額」を「、配偶者特別控除額又は特

定親族特別控除額」に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

２ この規則による改正後の第12条第２項

第１号の規定は、令和９年１月１日以後

の療養に係る医療費の助成について適用

し、同日前の療養に係る医療費の助成に

ついては、なお従前の例による。 

                    

世田谷区幼保連携型認定こども園以

外の認定こども園の認定の要件に関

する条例施行規則の一部を改正する

規則 

世田谷区幼保連携型認定こども園以外の

認定こども園の認定の要件に関する条例施

行規則（令和２年３月世田谷区規則第15号）

の一部を次のように改正する。 

第４条第１号中「35人」を「30人」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する認定こ

ども園における１学級の子どもの数につ

いては、この規則による改正後の第４条

の規定にかかわらず、令和14年３月31日

までの間、なお従前の例によることがで

きる。 

                    

世田谷区幼保連携型認定こども園の

学級の編制、職員、設備及び運営の

基準に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

世田谷区幼保連携型認定こども園の学級

の編制、職員、設備及び運営の基準に関す

る条例施行規則（令和２年３月世田谷区規

則第16号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１号中「35人」を「30人」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する幼保連

携型認定こども園における１学級の園児

の数については、この規則による改正後

の第３条の規定にかかわらず、令和14年

３月31日までの間、なお従前の例による

ことができる。 

                    

世田谷区保健所使用条例施行規則の

一部を改正する規則 

世田谷区保健所使用条例施行規則（昭和

50年４月世田谷区規則第32号）の一部を次

のように改正する。 

付則第２項中「令和８年３月31日」を「令

和９年３月31日」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

                    

世田谷区保健所長委任規則の一部を

改正する規則 

世田谷区保健所長委任規則（昭和50年４

月世田谷区規則第33号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表26の項第３号及び第４号中「若しく

は助産所」を「、助産所若しくはオンライ

ン診療受診施設」に改め、同項第８号中「第

８条」を「第８条第１項」に改め、同項中

第45号を第52号とし、第42号から第44号ま

でを７号ずつ繰り下げ、同項第41号中「診

療用放射性同位元素」を「診療用放射性同

位元素使用器具、診療用放射性同位元素」

に改め、同号を同項第48号とし、同項第40

号中「診療用放射性同位元素」を「診療用

放射性同位元素使用器具、診療用放射性同

位元素」に改め、同号を同項第47号とし、

同項中第39号を第46号とし、第38号を第45

号とし、同号の前に次の２号を加える。 

 省令第27条の３第１項の規定による

病院における診療用放射性同位元素使

用器具の備付届の受理経由及び同条第

２項の規定による病院における診療用

放射性同位元素使用器具翌年使用予定

届の受理経由 

 省令第27条の３第１項の規定による

診療所における診療用放射性同位元素

使用器具の備付届の受理及び同条第２

項の規定による診療所における診療用

放射性同位元素使用器具翌年使用予定

届の受理 

 別表26の項中第37号を第42号とし、第33

号から第36号までを５号ずつ繰り下げ、第

32号を第37号とし、同号の前に次の２号を

加える。 

 省令第25条の２の規定による病院に

おける診療用粒子線照射装置の備付届

の受理経由 

 省令第25条の２の規定による診療所

における診療用粒子線照射装置の備付

届の受理 

 別表26の項中第31号を第34号とし、第30

号を第33号とし、第29号を第32号とし、第

28号を第31号とし、同号の前に次の１号を

加える。 

 令第４条の７の規定による一般社団

法人（公益社団法人を除く。）の計算書

類及び事業報告並びにこれらの附属明

細書の届出の受理 

別表26の項中第27号を第29号とし、第26

号を第28号とし、同号の前に次の１号を加

える。 

 令第４条第４項の規定によるオンラ

イン診療受診施設の変更届の受理 

別表26の項中第25号を第26号とし、第20

号から第24号までを１号ずつ繰り下げ、同

項第19号中「管理者」の次に「並びにオン

ライン診療受診施設の設置者」を加え、「診

療所及び助産所へ」を「診療所、助産所及

びオンライン診療受診施設へ」に、「開設者

の」を「開設者並びにオンライン診療受診

施設の設置者の」に改め、同号を同項第20

号とし、同項中第18号を第19号とし、第12

号から第17号までを１号ずつ繰り下げ、同

項第11号中「又は助産所の廃止」を「、助

産所又はオンライン診療受診施設の廃止」

に、 「又は助産所の開設者の死亡又は失そ

う」を「若しくは助産所の開設者又はオン

ライン診療受診施設の設置者の死亡又は失

踪」に改め、同号を同項第12号とし、同項

第10号中「失そう」を「失踪」に改め、同

号を同項第11号とし、同項第９号中「又は

助産所」を「、助産所又はオンライン診療

受診施設」に改め、同号を同項第10号とし、

同項第８号の次に次の１号を加える。 

⑼ 法第８条第２項の規定によるオンラ

イン診療受診施設の設置届の受理 

別表42の項第７号中「第14条第15項」を

「第14条第13項」に改め、同項第８号中「第

14条第16項」を「第14条第14項」に改め、

同項第13号を次のように改める。 

⒀ 法第24条第１項及び第２項の規定に

よる法第25条の医薬品の販売業（同条

第１号の店舗販売業に限る。）の許可及

び許可の更新 

別表42の項第15号中「第38条」を「第38

条第１項」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。ただし、別表42の項第７号及び第８

号の改正規定は、同年５月１日から施行す

る。 

                    

世田谷区新型インフルエンザ等対策

本部条例施行規則の一部を改正する

規則 

世田谷区新型インフルエンザ等対策本部

条例施行規則（平成22年３月世田谷区規則

第32号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中第20号を削り、第21号を

第20号とし、第22号から第38号までを１号

ずつ繰り上げ、第39号を削り、第40号を第

38号とする。 

第７条第17号中「環境政策課長」を「清

掃管理課長」に改め、同条中第19号を削り、

第20号を第19号とし、第21号から第37号ま

でを１号ずつ繰り上げる。 
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和57年６月世田谷区規則第42号）の一部を

次のように改正する。 

第５条第２項第１号中「又は第10号の２」

を「、第10号の２又は第12号」に、「又は配

偶者特別控除額」を「、配偶者特別控除額

又は特定親族特別控除額」に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

２ この規則による改正後の第５条第２項

第１号の規定は、令和８年６月以後の月

分の児童育成手当の支給について適用し、

同月前の月分の児童育成手当の支給につ

いては、なお従前の例による。 

                    

世田谷区ひとり親家庭等の医療費の

助成に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

世田谷区ひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例施行規則（平成元年12月世田

谷区規則第73号）の一部を次のように改正

する。 

第12条第２項第１号中「第34条第１項第

１号、第２号、第４号又は第10号の２」を

「第34条第１項第１号、第２号、第４号、

第10号の２又は第12号」に、「又は配偶者特

別控除額」を「、配偶者特別控除額又は特

定親族特別控除額」に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

２ この規則による改正後の第12条第２項

第１号の規定は、令和９年１月１日以後

の療養に係る医療費の助成について適用

し、同日前の療養に係る医療費の助成に

ついては、なお従前の例による。 

                    

世田谷区幼保連携型認定こども園以

外の認定こども園の認定の要件に関

する条例施行規則の一部を改正する

規則 

世田谷区幼保連携型認定こども園以外の

認定こども園の認定の要件に関する条例施

行規則（令和２年３月世田谷区規則第15号）

の一部を次のように改正する。 

第４条第１号中「35人」を「30人」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する認定こ

ども園における１学級の子どもの数につ

いては、この規則による改正後の第４条

の規定にかかわらず、令和14年３月31日

までの間、なお従前の例によることがで

きる。 

                    

世田谷区幼保連携型認定こども園の

学級の編制、職員、設備及び運営の

基準に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

世田谷区幼保連携型認定こども園の学級

の編制、職員、設備及び運営の基準に関す

る条例施行規則（令和２年３月世田谷区規

則第16号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１号中「35人」を「30人」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する幼保連

携型認定こども園における１学級の園児

の数については、この規則による改正後

の第３条の規定にかかわらず、令和14年

３月31日までの間、なお従前の例による

ことができる。 

                    

世田谷区保健所使用条例施行規則の

一部を改正する規則 

世田谷区保健所使用条例施行規則（昭和

50年４月世田谷区規則第32号）の一部を次

のように改正する。 

付則第２項中「令和８年３月31日」を「令

和９年３月31日」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

                    

世田谷区保健所長委任規則の一部を

改正する規則 

世田谷区保健所長委任規則（昭和50年４

月世田谷区規則第33号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表26の項第３号及び第４号中「若しく

は助産所」を「、助産所若しくはオンライ

ン診療受診施設」に改め、同項第８号中「第

８条」を「第８条第１項」に改め、同項中

第45号を第52号とし、第42号から第44号ま

でを７号ずつ繰り下げ、同項第41号中「診

療用放射性同位元素」を「診療用放射性同

位元素使用器具、診療用放射性同位元素」

に改め、同号を同項第48号とし、同項第40

号中「診療用放射性同位元素」を「診療用

放射性同位元素使用器具、診療用放射性同

位元素」に改め、同号を同項第47号とし、

同項中第39号を第46号とし、第38号を第45

号とし、同号の前に次の２号を加える。 

 省令第27条の３第１項の規定による

病院における診療用放射性同位元素使

用器具の備付届の受理経由及び同条第

２項の規定による病院における診療用

放射性同位元素使用器具翌年使用予定

届の受理経由 

 省令第27条の３第１項の規定による

診療所における診療用放射性同位元素

使用器具の備付届の受理及び同条第２

項の規定による診療所における診療用

放射性同位元素使用器具翌年使用予定

届の受理 

 別表26の項中第37号を第42号とし、第33

号から第36号までを５号ずつ繰り下げ、第

32号を第37号とし、同号の前に次の２号を

加える。 

 省令第25条の２の規定による病院に

おける診療用粒子線照射装置の備付届

の受理経由 

 省令第25条の２の規定による診療所

における診療用粒子線照射装置の備付

届の受理 

 別表26の項中第31号を第34号とし、第30

号を第33号とし、第29号を第32号とし、第

28号を第31号とし、同号の前に次の１号を

加える。 

 令第４条の７の規定による一般社団

法人（公益社団法人を除く。）の計算書

類及び事業報告並びにこれらの附属明

細書の届出の受理 

別表26の項中第27号を第29号とし、第26

号を第28号とし、同号の前に次の１号を加

える。 

 令第４条第４項の規定によるオンラ

イン診療受診施設の変更届の受理 

別表26の項中第25号を第26号とし、第20

号から第24号までを１号ずつ繰り下げ、同

項第19号中「管理者」の次に「並びにオン

ライン診療受診施設の設置者」を加え、「診

療所及び助産所へ」を「診療所、助産所及

びオンライン診療受診施設へ」に、「開設者

の」を「開設者並びにオンライン診療受診

施設の設置者の」に改め、同号を同項第20

号とし、同項中第18号を第19号とし、第12

号から第17号までを１号ずつ繰り下げ、同

項第11号中「又は助産所の廃止」を「、助

産所又はオンライン診療受診施設の廃止」

に、 「又は助産所の開設者の死亡又は失そ

う」を「若しくは助産所の開設者又はオン

ライン診療受診施設の設置者の死亡又は失

踪」に改め、同号を同項第12号とし、同項

第10号中「失そう」を「失踪」に改め、同

号を同項第11号とし、同項第９号中「又は

助産所」を「、助産所又はオンライン診療

受診施設」に改め、同号を同項第10号とし、

同項第８号の次に次の１号を加える。 

⑼ 法第８条第２項の規定によるオンラ

イン診療受診施設の設置届の受理 

別表42の項第７号中「第14条第15項」を

「第14条第13項」に改め、同項第８号中「第

14条第16項」を「第14条第14項」に改め、

同項第13号を次のように改める。 

⒀ 法第24条第１項及び第２項の規定に

よる法第25条の医薬品の販売業（同条

第１号の店舗販売業に限る。）の許可及

び許可の更新 

別表42の項第15号中「第38条」を「第38

条第１項」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。ただし、別表42の項第７号及び第８

号の改正規定は、同年５月１日から施行す

る。 

                    

世田谷区新型インフルエンザ等対策

本部条例施行規則の一部を改正する

規則 

世田谷区新型インフルエンザ等対策本部

条例施行規則（平成22年３月世田谷区規則

第32号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中第20号を削り、第21号を

第20号とし、第22号から第38号までを１号

ずつ繰り上げ、第39号を削り、第40号を第

38号とする。 

第７条第17号中「環境政策課長」を「清

掃管理課長」に改め、同条中第19号を削り、

第20号を第19号とし、第21号から第37号ま

でを１号ずつ繰り上げる。 
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              「スポー 

               スポー 
別表第３戦略方針企画部の部中     

                拠点ス 

                当課  

ツ推進課 

ツ施設課 
         を「スポーツ推進課」 
ポーツ施設整備担 

        」 

  「環境保全課     「環境保全課 

   都市農業課      清掃管理課 

   管理課        清掃・リサ 

に、 事業課      を 世田谷清掃 

   世田谷清掃事務所   玉川清掃事 

   玉川清掃事務所    砧清掃事務 

   砧清掃事務所  」  都市農業課 

 

 

イクル推進課   「副班長 危機管理部 

事務所    に、     事（物資供 

務所            当） 

所 

      」 

副参  「副班長 危機管理部副参 

給担 を     事（防災推進担 に、 

  」      当）     」 

        「施設計画課 
「教育環境課」を       に改め、 
         施設整備課」 

同表現地対策本部の部を次のように改める。 

 

 

現地 

対策 

本部 

現地対策本部事務局及び情報・

管理班 

班長 世田谷保健所副参事（健康危

機管理担当） 

副班長 健康企画課長 

副班長 世田谷保健所副参事（保健

師統括担当） 

健康企画課調整係 

健康企画課健康危機管理 

担当係長 

相談班 班長 世田谷保健所副参事（保健師

統括担当） 

副班長 健康推進課長 

副班長 世田谷保健相談課長、北沢

保健相談課長、玉川保健相

談課長、砧保健相談課長又

は烏山保健相談課長（以下

「保健相談課長」という。）

（代表者１名に限る。） 

健康推進課 

世田谷保健相談課 

北沢保健相談課 

玉川保健相談課 

砧保健相談課 

烏山保健相談課 

健康企画課計画担当係長 

感染症対策課感染症対策担当係長 

感染症対策課保健相談担当係長 

感染症対策課保健医療担当係長 

 検査班 班長 健康企画課長 

副班長 生活保健課長 

副班長 世田谷保健所副参事（健康

危機管理担当） 

生活保健課 

健康企画課健康危機管理担当係長 

感染症対策課感染症対策担当係長 

感染症対策課保健相談担当係長 

感染症対策課保健医療担当係長 

 防疫班 班長 感染症対策課長 

副班長 保健相談課長（代表者１名

に限る。） 

生活保健課（衛生検査センター担当

係長を除く。） 

世田谷保健相談課 

北沢保健相談課 

玉川保健相談課 

砧保健相談課 

烏山保健相談課 

感染症対策課感染症対策担当係長 

感染症対策課保健相談担当係長 

感染症対策課保健医療担当係長 

 移送班 班長 感染症対策課長 

副班長 生活保健課長 

生活保健課（衛生検査センター担当

係長を除く。） 

感染症対策課感染症対策担当係長 

感染症対策課保健相談担当係長 

感染症対策課保健医療担当係長 

 生活衛生班 班長 生活保健課長 生活保健課（衛生検査センター担当

係長を除く。） 

 住民接種班 班長 感染症対策課長 

副班長 総合支所長（代表者１名に

限る。） 

副班長 総合支所保健福祉センター

所長（代表者１名に限る。） 

世田谷総合支所（健康づくり課保健

相談担当係長を除く。） 

北沢総合支所（健康づくり課保健相

談担当係長を除く。） 

玉川総合支所（健康づくり課保健相

談担当係長を除く。） 

砧総合支所（健康づくり課保健相談

担当係長を除く。） 

烏山総合支所（健康づくり課保健相

談担当係長を除く。） 

住民記録・戸籍課 

感染症対策課予防接種担当係長 

 区衛生検査センター班 班長 生活保健課長 生活保健課 
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   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区食品衛生法施行細則の一部

を改正する規則 

世田谷区食品衛生法施行細則（昭和50年

４月世田谷区規則第42号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３号様式を次のように改める。 

様式省略 

 第６号様式及び第７号様式を次のように

改める。 

様式省略 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第３号様式、第６号様式及び第

７号様式の規定に基づき作成された様式

の用紙で現に残存するものは、当分の間、

修正して使用することができる。 

                    

世田谷区医療法施行細則の一部を改

正する規則 

世田谷区医療法施行細則（平成９年３月

世田谷区規則第62号）の一部を次のように

改正する。 

第６条中「第８条」を「第８条第１項」

に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 法第８条第２項の規定によるオンライ

ン診療受診施設の開設の届出は、オンラ

イン診療受診施設設置届（第10号の２様

式）により行わなければならない。 

第７条の見出しを「（開設許可申請事項等

変更届）」に改め、同条中「第４条第１項若

しくは第３項」を「第４条第１項、第３項

若しくは第４項」に、「又は助産所」を「若

しくは助産所」に、「又は開設届出事項」を

「若しくは開設届出事項」に改め、「の変更」

の次に「又はオンライン診療受診施設設置

届出事項の変更」を加え、「診療所・助産所

開設許可（届出）事項一部変更届」を「診

療所（歯科診療所、助産所又はオンライン

診療受診施設）開設許可（届出）又は設置

届出事項一部変更届」に改め、同条ただし

書中「診療所・助産所開設届出事項一部（従

業者）変更届」を「診療所（歯科診療所又

は助産所）開設届出事項一部（従業者）変

更届」に改める。 

第９条を次のように改める。 

（休止、再開及び廃止の届出） 

第９条 法第８条の２第２項の規定による

診療所、助産所又はオンライン診療受診

施設を休止又は再開したときの届出は、

診療所（歯科診療所、助産所又はオンラ

イン診療受診施設）休止（再開）届（第

14号様式）により行わなければならない。 

２ 法第９条第１項の規定による診療所、

助産所又はオンライン診療受診施設を廃

止したときの届出は、診療所（歯科診療

所、助産所又はオンライン診療受診施設）

廃止届（第15号様式）により行わなけれ

ばならない。 

第10条の見出し中「失そう」を「失踪」

に改め、同条中「又は助産所の開設者」を

「若しくは助産所の開設者又はオンライン

診療受診施設の設置者」に、「失そうの」を

「失踪の」に、「診療所・助産所開設者死亡・

失そう届」を「診療所（歯科診療所、助産

所又はオンライン診療受診施設）開設者又

は設置者死亡（失踪）届」に改める。 

第１号様式第４面を次のように改める。 

様式省略 

 第２号様式裏面を次のように改める。 

様式省略 

 第３号様式第２面及び第３面を次のよう

に改める。 

様式省略 

 第７号様式を次のように改める。 

様式省略 

 第８号様式第１面及び第２面を次のよう

に改める。 

様式省略 

第８号様式第３面中「13」を「14」に、

「14」を「15」に、「15」を「16」に、「16」

を「17」に改め、同様式第４面中「17」を

「18」に、「18」を「19」に、「19」を「20」

に、「20」を「21」に、「21」を「22」に、

「22」を「23」に改め、同様式第５面中「23」

を「24」に、「24」を「25」に、「25」を「26」

に、「26」を「27」に、「27」を「28」に改

め、同様式第６面を次のように改める。 

様式省略 

 第９号様式第１面を次のように改める。 

様式省略 

 第９号様式第２面中「８」を「９」に、

「９」を「10」に、「10」を「11」に、「11」

を「12」に、「12」を「13」に改め、同様式

第３面を次のように改める。 

様式省略 

 第９号様式に次のように加える。 

様式省略 

 第10号様式第１面を次のように改める。 

様式省略 

 第10号様式第４面を次のように改める。 

様式省略 

 第10号様式の次に次の１様式を加える。 

様式省略 

 第11号様式及び第11号の２様式を次のよ

うに改める。 

様式省略 

 第14号様式から第16号様式までを次のよ

うに改める。 

様式省略 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第１号様式から第３号様式まで、

第７号様式から第11号の２様式まで及び

第14号様式から第16号様式までの規定に

基づき作成された様式の用紙で現に残存

するものは、当分の間、修正して使用す

ることができる。 

                    

世田谷区風景づくり条例施行規則の

一部を改正する規則 

世田谷区風景づくり条例施行規則（平成

11年３月世田谷区規則第22号）の一部を次

のように改正する。 

第３条第10号中「一般財団法人世田谷ト

ラストまちづくり」を「公益財団法人世田

谷トラストまちづくり」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区営住宅管理条例施行規則の

一部を改正する規則 

世田谷区営住宅管理条例施行規則（平成

２年３月世田谷区規則第37号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第７条関係） 

名 称 数 値 

世田谷区営粕谷四丁目アパ

ート 

ア 0.8732 

イ 0.9054 

ウ 0.9192 

世田谷区営桜丘二丁目アパ

ート 

ア 0.8887 

イ 0.9215 

 ウ 0.9355 

世田谷区営桜新町一丁目ア

パート 

0.9465 

世田谷区営鎌田二丁目アパ

ート 

ア 0.8526 

イ 0.884 

ウ 0.8975 

世田谷区営桜上水三丁目ア

パート 

0.9299 

世田谷区営宇奈根一丁目ア

パート 

ア 0.8469 

イ 0.8781 

ウ 0.8915 

世田谷区営砧七丁目アパー

ト 

ア 0.882 

イ 0.9145 

ウ 0.9284 

世田谷区営深沢四丁目アパ

ート 

0.9453 

世田谷区営赤堤一丁目アパ

ート 

0.9511 

世田谷区営八幡山三丁目第

二アパート 

0.9282 

世田谷区営用賀二丁目アパ

ート 

ア 0.899 

イ 0.9321 

ウ 0.9463 

世田谷区営用賀二丁目第二

アパート 

ア 0.8978 

イ 0.9309 

ウ 0.9451 

世田谷区営大原一丁目アパ

ート 

0.9527 

世田谷区営玉川三丁目アパ

ート 

0.951 

世田谷区営北烏山一丁目第

二アパート 

0.9177 

世田谷区営桜新町二丁目ア ア 0.9033 
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   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区食品衛生法施行細則の一部

を改正する規則 

世田谷区食品衛生法施行細則（昭和50年

４月世田谷区規則第42号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３号様式を次のように改める。 

様式省略 

 第６号様式及び第７号様式を次のように

改める。 

様式省略 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第３号様式、第６号様式及び第

７号様式の規定に基づき作成された様式

の用紙で現に残存するものは、当分の間、

修正して使用することができる。 

                    

世田谷区医療法施行細則の一部を改

正する規則 

世田谷区医療法施行細則（平成９年３月

世田谷区規則第62号）の一部を次のように

改正する。 

第６条中「第８条」を「第８条第１項」

に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 法第８条第２項の規定によるオンライ

ン診療受診施設の開設の届出は、オンラ

イン診療受診施設設置届（第10号の２様

式）により行わなければならない。 

第７条の見出しを「（開設許可申請事項等

変更届）」に改め、同条中「第４条第１項若

しくは第３項」を「第４条第１項、第３項

若しくは第４項」に、「又は助産所」を「若

しくは助産所」に、「又は開設届出事項」を

「若しくは開設届出事項」に改め、「の変更」

の次に「又はオンライン診療受診施設設置

届出事項の変更」を加え、「診療所・助産所

開設許可（届出）事項一部変更届」を「診

療所（歯科診療所、助産所又はオンライン

診療受診施設）開設許可（届出）又は設置

届出事項一部変更届」に改め、同条ただし

書中「診療所・助産所開設届出事項一部（従

業者）変更届」を「診療所（歯科診療所又

は助産所）開設届出事項一部（従業者）変

更届」に改める。 

第９条を次のように改める。 

（休止、再開及び廃止の届出） 

第９条 法第８条の２第２項の規定による

診療所、助産所又はオンライン診療受診

施設を休止又は再開したときの届出は、

診療所（歯科診療所、助産所又はオンラ

イン診療受診施設）休止（再開）届（第

14号様式）により行わなければならない。 

２ 法第９条第１項の規定による診療所、

助産所又はオンライン診療受診施設を廃

止したときの届出は、診療所（歯科診療

所、助産所又はオンライン診療受診施設）

廃止届（第15号様式）により行わなけれ

ばならない。 

第10条の見出し中「失そう」を「失踪」

に改め、同条中「又は助産所の開設者」を

「若しくは助産所の開設者又はオンライン

診療受診施設の設置者」に、「失そうの」を

「失踪の」に、「診療所・助産所開設者死亡・

失そう届」を「診療所（歯科診療所、助産

所又はオンライン診療受診施設）開設者又

は設置者死亡（失踪）届」に改める。 

第１号様式第４面を次のように改める。 

様式省略 

 第２号様式裏面を次のように改める。 

様式省略 

 第３号様式第２面及び第３面を次のよう

に改める。 

様式省略 

 第７号様式を次のように改める。 

様式省略 

 第８号様式第１面及び第２面を次のよう

に改める。 

様式省略 

第８号様式第３面中「13」を「14」に、

「14」を「15」に、「15」を「16」に、「16」

を「17」に改め、同様式第４面中「17」を

「18」に、「18」を「19」に、「19」を「20」

に、「20」を「21」に、「21」を「22」に、

「22」を「23」に改め、同様式第５面中「23」

を「24」に、「24」を「25」に、「25」を「26」

に、「26」を「27」に、「27」を「28」に改

め、同様式第６面を次のように改める。 

様式省略 

 第９号様式第１面を次のように改める。 

様式省略 

 第９号様式第２面中「８」を「９」に、

「９」を「10」に、「10」を「11」に、「11」

を「12」に、「12」を「13」に改め、同様式

第３面を次のように改める。 

様式省略 

 第９号様式に次のように加える。 

様式省略 

 第10号様式第１面を次のように改める。 

様式省略 

 第10号様式第４面を次のように改める。 

様式省略 

 第10号様式の次に次の１様式を加える。 

様式省略 

 第11号様式及び第11号の２様式を次のよ

うに改める。 

様式省略 

 第14号様式から第16号様式までを次のよ

うに改める。 

様式省略 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第１号様式から第３号様式まで、

第７号様式から第11号の２様式まで及び

第14号様式から第16号様式までの規定に

基づき作成された様式の用紙で現に残存

するものは、当分の間、修正して使用す

ることができる。 

                    

世田谷区風景づくり条例施行規則の

一部を改正する規則 

世田谷区風景づくり条例施行規則（平成

11年３月世田谷区規則第22号）の一部を次

のように改正する。 

第３条第10号中「一般財団法人世田谷ト

ラストまちづくり」を「公益財団法人世田

谷トラストまちづくり」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区営住宅管理条例施行規則の

一部を改正する規則 

世田谷区営住宅管理条例施行規則（平成

２年３月世田谷区規則第37号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第７条関係） 

名 称 数 値 

世田谷区営粕谷四丁目アパ

ート 

ア 0.8732 

イ 0.9054 

ウ 0.9192 

世田谷区営桜丘二丁目アパ

ート 

ア 0.8887 

イ 0.9215 

 ウ 0.9355 

世田谷区営桜新町一丁目ア

パート 

0.9465 

世田谷区営鎌田二丁目アパ

ート 

ア 0.8526 

イ 0.884 

ウ 0.8975 

世田谷区営桜上水三丁目ア

パート 

0.9299 

世田谷区営宇奈根一丁目ア

パート 

ア 0.8469 

イ 0.8781 

ウ 0.8915 

世田谷区営砧七丁目アパー

ト 

ア 0.882 

イ 0.9145 

ウ 0.9284 

世田谷区営深沢四丁目アパ

ート 

0.9453 

世田谷区営赤堤一丁目アパ

ート 

0.9511 

世田谷区営八幡山三丁目第

二アパート 

0.9282 

世田谷区営用賀二丁目アパ

ート 

ア 0.899 

イ 0.9321 

ウ 0.9463 

世田谷区営用賀二丁目第二

アパート 

ア 0.8978 

イ 0.9309 

ウ 0.9451 

世田谷区営大原一丁目アパ

ート 

0.9527 

世田谷区営玉川三丁目アパ

ート 

0.951 

世田谷区営北烏山一丁目第

二アパート 

0.9177 

世田谷区営桜新町二丁目ア ア 0.9033 
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パート イ 0.9365 

 ウ 0.9508 

世田谷区営弦巻三丁目第二

アパート 

0.9488 

世田谷区営シティコート世

田谷給田 

ア 0.9001 

イ 0.9434 

ウ 0.9281 

世田谷区営上野毛福寿荘 0.939 

世田谷区営リラ祖師谷 0.903 

世田谷区営フローレル北烏

山 

0.8873 

世田谷区営北烏山八丁目ア

パート 

ア 0.8436 

イ 0.8747 

ウ 0.888 

世田谷区営千歳台一丁目第

二アパート 

ア 0.9078 

イ 0.9216 

世田谷区営弦巻二丁目アパ ア 0.9223 

ート イ 0.9363 

世田谷区営アザレア経堂 0.9484 

世田谷区営パークサイド野

沢 

0.9469 

世田谷区営アーク上北沢 0.9273 

世田谷区営中町四丁目アパ

ート 

0.9418 

世田谷区営上祖師谷一丁目

第二アパート 

ア 0.9165 

イ 0.9305 

世田谷区営八幡山慶明館 0.9204 

世田谷区営ユアーズ若林 0.9361 

世田谷区営フローラ千歳台  0.9266 

世田谷区営弦巻四丁目第二

アパート 

ア 0.9356 

イ 0.9498 

世田谷区営弦巻四丁目第三

アパート 

ア 0.935 

イ 0.9492 

世田谷区営ブラン深沢 0.9293 

世田谷区営上用賀四丁目ア

パート 

ア 0.9256 

イ 0.9397 

世田谷区営新町一丁目アパ

ート 

ア 0.895 

イ 0.928 

ウ 0.9421 

世田谷区営弦巻四丁目アパ

ート 

ア 0.8978 

イ 0.9309 

ウ 0.9451 

世田谷区営上北沢五丁目ア

パート 

ア 0.8703 

イ 0.9024 

ウ 0.9161 

世田谷区営世田谷二丁目ア ア 0.8872 

パート イ 0.9199 

 ウ 0.9339 

世田谷区営八幡山一丁目ア

パート 

ア 0.8738 

イ 0.906 

ウ 0.9198 

世田谷区営ホープ大蔵 0.8783 

世田谷区営コスモ北烏山 0.8977 

世田谷区営上北沢五丁目第

二アパート 

ア 0.8678 

イ 0.8998 

ウ 0.9135 

世田谷区営上馬四丁目アパ

ート 

ア 0.946 

イ 0.9413 

世田谷区営桜丘五丁目第二

アパート 

 0.935 

世田谷区営上用賀五丁目ア

パート 

ア 0.9421 

イ 0.9374 

世田谷区営上北沢一丁目ア

パート 

0.9251 

世田谷区営玉川四丁目アパ

ート 

0.949 

世田谷区営豪徳寺アパート

（１号棟） 

0.9417 

世田谷区営豪徳寺アパート

（２号棟） 

0.9405 

世田谷区営船橋五丁目アパ

ート 

ア 0.9324 

イ 0.9308 

世田谷区営グリーンヒル大

原 

0.9429 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区立特定公共賃貸住宅及び世

田谷区立ファミリー住宅条例施行規

則の一部を改正する規則 

世田谷区立特定公共賃貸住宅及び世田谷

区立ファミリー住宅条例施行規則（平成７

年２月世田谷区規則第１号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第４を次のように改める。 

別表第４（第59条関係） 

名 称 数 値 

世田谷区立弦巻五丁目ファミ

リー住宅 
0.9394 

世田谷区立赤堤一丁目ファミ

リー住宅 
0.9511 

世田谷区立中町四丁目ファミ

リー住宅 
0.9418 

世田谷区立桜丘五丁目第二フ

ァミリー住宅 
0.935 

世田谷区立経堂四丁目ファミ

リー住宅 
0.9405 

世田谷区立深沢四丁目ファミ

リー住宅 
0.9453 

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

世田谷区せたがやの家の供給に関す

る条例施行規則の一部を改正する規

則 

世田谷区せたがやの家の供給に関する条

例施行規則（平成６年３月世田谷区規則第

33号）の一部を次のように改正する。 

第９条第１項中「一般財団法人世田谷ト

ラストまちづくり」を「公益財団法人世田

谷トラストまちづくり」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区私道整備及び私道排水設備

の助成に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

世田谷区私道整備及び私道排水設備の助

成に関する条例施行規則（平成２年３月世

田谷区規則第35号）の一部を次のように改

正する。 

第１条に次の１項を加える。 

２ 助成金の交付については、この規則に

定めるもののほか、世田谷区補助金交付

規則（昭和57年５月世田谷区規則第38号）

に定めるところによる。 

第４条第１項中「80パーセント（条例」

を「100パーセント（行き止まりの私道であ

るときは80パーセント、条例」に、「、50パ

ーセント」を「50パーセント」に改める。 

第５条第３項第７号中「排水設計図」を

「設計図」に、「ものに限る。」を「排水設

計図」に改める。 

第１号様式中「排水設計図」を「設計図」

に、「ものに限る。」を「排水設計図」に改

める。 

第４号様式裏面を次のように改める。 

様式省略 

 第12号様式を次のように改める。 

様式省略 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

２ この規則による改正後の第４条第１項

の規定は、令和８年４月１日以後に助成

の申請をする者について適用し、同日前

に助成の申請をした者については、なお

従前の例による。 

３ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第１号様式の規定に基づき作成

された様式の用紙で現に残存するものは、

当分の間、修正して使用することができ

る。 

                    

世田谷区会計事務規則の一部を改正

する規則 

世田谷区会計事務規則（昭和40年３月世

田谷区規則第９号）の一部を次のように改

正する。 

第58条第２項中「直ちに小切手を作成し

て支払証と引換えにこれを債権者に交付し、

又は」を削り、「窓口払で」を「現金で」に

改める。 

第62条から第73条までを次のように改め
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る。 

第62条から第73条まで 削除 

第75条中「指定金融機関をして、ゆうち

ょ銀行による為替の方法によって送金させ

る」を「支払場所を指定し、指定金融機関

に必要な資金を交付して送金の手続をさせ

る」に改める。 

第76条第１項及び第79条第１項中「小切

手受領書と引換えに」を削る。 

第86条第１項第11号を次のように改める。 

⑾ 生活保護法（昭和25年法律第144号）、

児童福祉法（昭和22年法律第164号）、

老人福祉法（昭和38年法律第133号）、

子ども・子育て支援法（平成24年法律

第65号）等の規定に基づく委託費及び

施設等に通所又は入所する者の支援に

要する経費 

第89条第２項中「委託する」を「委託し

た」に改める。 

第92条（見出しを除く。）を次のように改

める。 

第92条 支出事務受託者の債権者に対する

支払及び精算については、前渡金の支払

及び精算の例による。 

２ 支出事務受託者は、前条の規定により、

債権者が、区長から送付された支払案内

書又は証書その他の支払を受けるべきこ

とを証する書類を所持しているときは、

当該書類を提示させなければならない。 

３ 支出事務受託者は、交付された資金の

支払金額及び支払履歴（支払の相手方と

なる債権者、日付及び金額を記載したも

のをいう。）並びに資金の残金を記載した

報告書（当該報告書に記載すべき事項を

記録した電磁的記録を含む。）をもって、

その支出の結果を、区長を経由の上、会

計管理者に報告しなければならない。 

４ 支出事務受託者は、前項の支出の結果

により、残金が生じたときは、速やかに

指定金融機関又は公金収納取扱店に返納

しなければならない。ただし、常時資金

を必要とする支出事務の精算残金につい

ては、次回の所要見込額に充てるために、

繰り越すことができる。 

第112条第１項第１号を削り、同項中第２

号を第１号とし、第３号から第５号までを

１号ずつ繰り上げる。 

第117条第２項第３号ただし書中「第112

条第１項第３号及び第４号」を「第112条第

１項第２号及び第３号」に改める。 

第136条第２号中「小切手の支払、送金払」

を「送金払」に改める。 

第142条及び第143条中「、有価証券又は

小切手帳」を「又は有価証券」に改める。 

付属様式の目次中第35号様式（甲・乙）

の項及び第36号様式の項を次のように改め

る。 

第35号様式（甲・乙） 削除 

第36号様式 削除 

付属様式の目次中第43号様式の項を次の

ように改める。 

第43号様式 削除 

付属様式の目次中第46号様式の項を次の

ように改める。 

第46号様式 削除 

付属様式の目次中第76号様式の項を次の

ように改める。 

第76号様式 削除 

第11号様式甲中「現金取扱員氏名」を削

る。 

 第11号様式乙中「現金取扱員氏名」及び

「
」

を削る。 

第35号様式甲、第35号様式乙及び第36号

様式を次のように改める。 

第35号様式甲から第36号様式まで 削除 

第43号様式を次のように改める。 

第43号様式 削除 

第46号様式を次のように改める。 

第46号様式 削除 

第76号様式を次のように改める。 

第76号様式 削除 

第115号様式を次のように改める。 

様式省略 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第11号様式甲及び第11号様式乙

の規定に基づき作成された様式の用紙で

現に残存するものは、当分の間、修正し

て使用することができる。 

                    

世田谷区物品管理規則の一部を改正

する規則 

世田谷区物品管理規則（昭和60年３月世

田谷区規則第28号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第13号中「清掃・リサイクル部砧

清掃事務所」を「環境政策部砧清掃事務所」

に改める。 

第９条第４項及び第10条第２項の表会計

課出納係長の項中「会計課出納係長」を「会

計課出納担当係長」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

訓 令 甲 
                    

◎世田谷区訓令甲第２号 

庁 中 一 般 

総 合 支 所 

児  童  相  談  所 

保  健  所 

出  張  所 

世田谷区住民基本台帳ネットワークシス

テムに係る運用管理規程（平成14年８月世

田谷区訓令甲第27号）の一部を次のように

改正する。 

  令和８年３月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

第４条第５項中「職員」を「者」に改め

る。 

第７条第１項第８号中「に属する」を「の

事務を処理する」に改め、同項に次の１号

を加える。 

⑼ 世田谷区マイナンバーカードセンタ

ーの委託業務に従事する者 

第７条第２項中「職員」を「者」に、「端

末機管理責任者」を「セキュリティ責任者」

に改める。 

第15条第１項中「職員」を「者」に改め

る。 

附 則 

第７条第１項に１号を加える改正規定は、

令和８年４月１日から施行する。 

                    

◎世田谷区訓令甲第３号 

庁  中  一  般 

総  合  支  所 

児  童  相  談  所 

保  健  所 

出  張  所 

事  業  所 

 世田谷区勤務訓令を次のように定める。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

   世田谷区勤務訓令 

第１条 令和８年３月31日現在、次の表の

左欄に掲げる課又は所に配属されている

職員は、同月27日に別に辞令を発せられ

ない限り、同年４月１日をもって、同表

右欄に掲げる課又は所に勤務を命じられ

たものとする。 

清掃・リサイクル部

管理課 

環境政策部清掃管

理課 

清掃・リサイクル部

事業課 

環境政策部清掃・

リサイクル推進課 

清掃・リサイクル部

世田谷清掃事務所 

環境政策部世田谷

清掃事務所 

清掃・リサイクル部

玉川清掃事務所 

環境政策部玉川清

掃事務所 

清掃・リサイクル部

砧清掃事務所 

環境政策部砧清掃

事務所 

第２条 令和８年３月31日現在、次の表の

左欄に掲げる職を命じられている職員は、

同月27日に別に辞令を発せられない限り、

同年４月１日をもって、同表右欄に掲げ

る職を命じられたものとする。 

清掃・リサイクル部

管理課調整係長 

環境政策部清掃管

理課調整係長 

清掃・リサイクル部

管理課調整係副係長 

環境政策部清掃管

理課調整係副係長 

清掃・リサイクル部

管理課事務調整担当

係長 

環境政策部清掃管

理課事務調整担当

係長 

清掃・リサイクル部

管理課施設整備担当

係長 

環境政策部清掃管

理課施設整備担当

係長 

清掃・リサイクル部

管理課担当係長 

環境政策部清掃管

理課担当係長 

清掃・リサイクル部

事業課普及啓発担当

係長 

環境政策部清掃・

リサイクル推進課

普及啓発担当係長 

清掃・リサイクル部

事業課事業担当係長 

環境政策部清掃・

リサイクル推進課

事業担当係長 

清掃・リサイクル部

事業課事業技能長 

環境政策部清掃・

リサイクル推進課

事業技能長 

清掃・リサイクル部

事業課指導許可担当

環境政策部清掃・

リサイクル推進課

印 
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る。 

第62条から第73条まで 削除 

第75条中「指定金融機関をして、ゆうち

ょ銀行による為替の方法によって送金させ

る」を「支払場所を指定し、指定金融機関

に必要な資金を交付して送金の手続をさせ

る」に改める。 

第76条第１項及び第79条第１項中「小切

手受領書と引換えに」を削る。 

第86条第１項第11号を次のように改める。 

⑾ 生活保護法（昭和25年法律第144号）、

児童福祉法（昭和22年法律第164号）、

老人福祉法（昭和38年法律第133号）、

子ども・子育て支援法（平成24年法律

第65号）等の規定に基づく委託費及び

施設等に通所又は入所する者の支援に

要する経費 

第89条第２項中「委託する」を「委託し

た」に改める。 

第92条（見出しを除く。）を次のように改

める。 

第92条 支出事務受託者の債権者に対する

支払及び精算については、前渡金の支払

及び精算の例による。 

２ 支出事務受託者は、前条の規定により、

債権者が、区長から送付された支払案内

書又は証書その他の支払を受けるべきこ

とを証する書類を所持しているときは、

当該書類を提示させなければならない。 

３ 支出事務受託者は、交付された資金の

支払金額及び支払履歴（支払の相手方と

なる債権者、日付及び金額を記載したも

のをいう。）並びに資金の残金を記載した

報告書（当該報告書に記載すべき事項を

記録した電磁的記録を含む。）をもって、

その支出の結果を、区長を経由の上、会

計管理者に報告しなければならない。 

４ 支出事務受託者は、前項の支出の結果

により、残金が生じたときは、速やかに

指定金融機関又は公金収納取扱店に返納

しなければならない。ただし、常時資金

を必要とする支出事務の精算残金につい

ては、次回の所要見込額に充てるために、

繰り越すことができる。 

第112条第１項第１号を削り、同項中第２

号を第１号とし、第３号から第５号までを

１号ずつ繰り上げる。 

第117条第２項第３号ただし書中「第112

条第１項第３号及び第４号」を「第112条第

１項第２号及び第３号」に改める。 

第136条第２号中「小切手の支払、送金払」

を「送金払」に改める。 

第142条及び第143条中「、有価証券又は

小切手帳」を「又は有価証券」に改める。 

付属様式の目次中第35号様式（甲・乙）

の項及び第36号様式の項を次のように改め

る。 

第35号様式（甲・乙） 削除 

第36号様式 削除 

付属様式の目次中第43号様式の項を次の

ように改める。 

第43号様式 削除 

付属様式の目次中第46号様式の項を次の

ように改める。 

第46号様式 削除 

付属様式の目次中第76号様式の項を次の

ように改める。 

第76号様式 削除 

第11号様式甲中「現金取扱員氏名」を削

る。 

 第11号様式乙中「現金取扱員氏名」及び

「
」

を削る。 

第35号様式甲、第35号様式乙及び第36号

様式を次のように改める。 

第35号様式甲から第36号様式まで 削除 

第43号様式を次のように改める。 

第43号様式 削除 

第46号様式を次のように改める。 

第46号様式 削除 

第76号様式を次のように改める。 

第76号様式 削除 

第115号様式を次のように改める。 

様式省略 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施

行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第11号様式甲及び第11号様式乙

の規定に基づき作成された様式の用紙で

現に残存するものは、当分の間、修正し

て使用することができる。 

                    

世田谷区物品管理規則の一部を改正

する規則 

世田谷区物品管理規則（昭和60年３月世

田谷区規則第28号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第13号中「清掃・リサイクル部砧

清掃事務所」を「環境政策部砧清掃事務所」

に改める。 

第９条第４項及び第10条第２項の表会計

課出納係長の項中「会計課出納係長」を「会

計課出納担当係長」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

訓 令 甲 
                    

◎世田谷区訓令甲第２号 

庁 中 一 般 

総 合 支 所 

児  童  相  談  所 

保  健  所 

出  張  所 

世田谷区住民基本台帳ネットワークシス

テムに係る運用管理規程（平成14年８月世

田谷区訓令甲第27号）の一部を次のように

改正する。 

  令和８年３月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

第４条第５項中「職員」を「者」に改め

る。 

第７条第１項第８号中「に属する」を「の

事務を処理する」に改め、同項に次の１号

を加える。 

⑼ 世田谷区マイナンバーカードセンタ

ーの委託業務に従事する者 

第７条第２項中「職員」を「者」に、「端

末機管理責任者」を「セキュリティ責任者」

に改める。 

第15条第１項中「職員」を「者」に改め

る。 

附 則 

第７条第１項に１号を加える改正規定は、

令和８年４月１日から施行する。 

                    

◎世田谷区訓令甲第３号 

庁  中  一  般 

総  合  支  所 

児  童  相  談  所 

保  健  所 

出  張  所 

事  業  所 

 世田谷区勤務訓令を次のように定める。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

   世田谷区勤務訓令 

第１条 令和８年３月31日現在、次の表の

左欄に掲げる課又は所に配属されている

職員は、同月27日に別に辞令を発せられ

ない限り、同年４月１日をもって、同表

右欄に掲げる課又は所に勤務を命じられ

たものとする。 

清掃・リサイクル部

管理課 

環境政策部清掃管

理課 

清掃・リサイクル部

事業課 

環境政策部清掃・

リサイクル推進課 

清掃・リサイクル部

世田谷清掃事務所 

環境政策部世田谷

清掃事務所 

清掃・リサイクル部

玉川清掃事務所 

環境政策部玉川清

掃事務所 

清掃・リサイクル部

砧清掃事務所 

環境政策部砧清掃

事務所 

第２条 令和８年３月31日現在、次の表の

左欄に掲げる職を命じられている職員は、

同月27日に別に辞令を発せられない限り、

同年４月１日をもって、同表右欄に掲げ

る職を命じられたものとする。 

清掃・リサイクル部

管理課調整係長 

環境政策部清掃管

理課調整係長 

清掃・リサイクル部

管理課調整係副係長 

環境政策部清掃管

理課調整係副係長 

清掃・リサイクル部

管理課事務調整担当

係長 

環境政策部清掃管

理課事務調整担当

係長 

清掃・リサイクル部

管理課施設整備担当

係長 

環境政策部清掃管

理課施設整備担当

係長 

清掃・リサイクル部

管理課担当係長 

環境政策部清掃管

理課担当係長 

清掃・リサイクル部

事業課普及啓発担当

係長 

環境政策部清掃・

リサイクル推進課

普及啓発担当係長 

清掃・リサイクル部

事業課事業担当係長 

環境政策部清掃・

リサイクル推進課

事業担当係長 

清掃・リサイクル部

事業課事業技能長 

環境政策部清掃・

リサイクル推進課

事業技能長 

清掃・リサイクル部

事業課指導許可担当

環境政策部清掃・

リサイクル推進課

印 
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係長 指導許可担当係長 

清掃・リサイクル部

事業課指導許可技能

長 

環境政策部清掃・

リサイクル推進課

指導許可技能長 

清掃・リサイクル部

事業課副係長 

環境政策部清掃・

リサイクル推進課

副係長 

清掃・リサイクル部

世田谷清掃事務所管

理係長 

環境政策部世田谷

清掃事務所管理係

長 

清掃・リサイクル部

世田谷清掃事務所作

業・ごみ減量係長 

環境政策部世田谷

清掃事務所作業・

ごみ減量係長 

清掃・リサイクル部

世田谷清掃事務所作

業・ごみ減量係統括

技能長 

環境政策部世田谷

清掃事務所作業・

ごみ減量係統括技

能長 

清掃・リサイクル部

世田谷清掃事務所作

業・ごみ減量係技能

長 

環境政策部世田谷

清掃事務所作業・

ごみ減量係技能長 

清掃・リサイクル部

世田谷清掃事務所作

業・ごみ減量係担当

技能長 

環境政策部世田谷

清掃事務所作業・

ごみ減量係担当技

能長 

清掃・リサイクル部

玉川清掃事務所管理

係長 

環境政策部玉川清

掃事務所管理係長 

清掃・リサイクル部

玉川清掃事務所作

業・ごみ減量係長 

環境政策部玉川清

掃事務所作業・ご

み減量係長 

清掃・リサイクル部

玉川清掃事務所作

業・ごみ減量係統括

技能長 

環境政策部玉川清

掃事務所作業・ご

み減量係統括技能

長 

清掃・リサイクル部 環境政策部玉川清

玉川清掃事務所作

業・ごみ減量係技能

長 

掃事務所作業・ご

み減量係技能長 

清掃・リサイクル部

玉川清掃事務所作

業・ごみ減量係担当

技能長 

環境政策部玉川清

掃事務所作業・ご

み減量係担当技能

長 

清掃・リサイクル部

砧清掃事務所管理係

長 

環境政策部砧清掃

事務所管理係長 

清掃・リサイクル部

砧清掃事務所作業・

ごみ減量係長 

環境政策部砧清掃

事務所作業・ごみ

減量係長 

清掃・リサイクル部

砧清掃事務所作業・

ごみ減量係統括技能

長 

環境政策部砧清掃

事務所作業・ごみ

減量係統括技能長 

清掃・リサイクル部

砧清掃事務所作業・

ごみ減量係技能長 

環境政策部砧清掃

事務所作業・ごみ

減量係技能長 

清掃・リサイクル部

砧清掃事務所作業・

ごみ減量係担当技能

長 

環境政策部砧清掃

事務所作業・ごみ

減量係担当技能長 

第３条 令和８年３月31日現在、次の表の

左欄に掲げる職務を命じられている職員

は、同月27日に別に辞令を発せられない

限り、同年４月１日をもって、同表右欄

に掲げる職務を命じられたものとする。 

作業Ⅰ 土木作業 

作業Ⅱ 施設作業 

自動車運転Ⅱ 清掃車運転 

自動車整備 清掃車整備 

作業Ⅲ 清掃作業 

                    

◎世田谷区訓令甲第４号 

世田谷区保健所処務規程（昭和62年８月

世田谷区訓令甲第52号）の一部を次のよう

に改正する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

第５条第２項中「、参事」の次に「又は

専門参事」を加える。 

第６条に次の１項を加える。 

10 職員は、次条に定める分掌事務及び担

任事務のほか、災害及び健康危機に係る

施策の策定及び推進に関する事務を掌理

する。 

第７条の表健康企画課の部試験検査担当

係長の項を削り、同表生活保健課の部医事・

薬事係の項第５号中「覚せい剤」を「覚醒

剤」に改め、同部生活環境衛生担当係長の

項第５号を次のように改める。 

⑸ 感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律の規定

に基づくねずみ族、昆虫等の駆除

その他平常時の防疫に関すること。 

第７条の表生活保健課の部生活環境衛生

担当係長の項第６号中「出水時」を「地震、

台風等の災害時」に改め、同号を同項第７

号とし、同項第５号の次に次の１号を加え

る。 

⑹ 衛生害虫の防除に関すること。 

第７条の表生活保健課の部に次のように

加える。 

衛生検査センター担当係長 

⑴ 衛生上の試験及び検査に関する

こと。 

⑵ 衛生検査室の管理運営に関する

こと。 

別表１の部11の項を削り、同表５の部10

の項中「覚せい剤の」を「覚醒剤の」に、

「覚せい剤原料」を「覚醒剤原料」に改め、

同部13の項を次のように改める。 

 

13 感染症の予防及び

感染症の患者に対する

医療に関する法律（以

下この項において「法」

という。）の規定に基づ

くねずみ族、昆虫等の

駆除その他平常時の防

疫及び衛生害虫の防

除に関すること。 

    １ 法の規定に基づくね

ずみ族、昆虫等の駆除

その他平常時の防疫及

び衛生害虫の防除指

導等を行うこと。 

 別表５の部15の項中「出水時」を「地震、台風等の災害時」に改め、同部に次のように加える。 

17  衛生上の試験及び

検査に関すること。 

    １ 衛生上の試験及び検

査を実施すること。 

   附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

◎世田谷区訓令甲第５号 

庁  中  一  般 

総  合  支  所 

児  童  相  談  所 

保  健  所 

出  張  所 

事  業  所 

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

規程（平成10年４月世田谷区訓令甲第18号）

の一部を次のように改正する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別表教育環境課の部中「教育環境課」を

「施設整備課」に改める。 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

告   示 
                    

◎世田谷区告示第86号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月２日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 
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  令和８年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

⑴ 28－１ 

⑵ 28－１ 

２ 変更の区間 

⑴ 世田谷区豪徳寺二丁目1074番５ 

⑵ 世田谷区豪徳寺二丁目1074番５ 

３ 変更の区域 

 ⑴ 延 長  26.82メートル 

   幅 員  0.05メートルから 

        0.66メートルまで 

   面 積  12.94平方メートル 

 ⑵ 延 長  46.94メートル 

   幅 員  0.40メートルから 

        1.07メートルまで 

   面 積  28.16平方メートル 

４ 供用開始の期日 

    令和８年３月２日 

                    

◎世田谷区告示第87号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の10第１項及び第59条の４第１項の規定

による指定小児慢性特定疾病医療機関の指

定の更新をしたので、同法第19条の19第１

号及び第59条の４第１項の規定により別紙

のとおり告示する。 

  令和８年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第88号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の15の規定による指定小児慢性特定疾病

医療機関の指定の辞退があったので、同法

第19条の19第３号及び第59条の４第１項の

規定により別紙のとおり告示する。 

  令和８年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第89号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の９第１項及び第59条の４第１項の規定

により指定小児慢性特定疾病医療機関を指

定したので、同法第19条の19第１号及び第

59条の４第１項の規定により別紙のとおり

告示する。 

  令和８年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第90号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の14及び第59条の４第１項の規定による

指定事項の変更の届出があったので、同法

第19条の19第２号及び第59条の４第１項の

規定により別紙のとおり告示する。 

  令和８年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第91号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第１項第４号の規定により、次のとおり

道路の指定をした。 

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和８年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号      第209号 

２ 指定年月日     令和８年２月

20日 

３ 指定する道路の種別 道路法（昭和

27 年 法 律 第

180号）による

道路 

４ 道路の区域     世田谷区上祖

師谷四丁目11 
13番27から上

祖師谷五丁目

1009番４の内

まで 

５ 道路の幅員     15.00メートル

から15.68メー

トルまで 

６ 道路の延長     412.50メート

ル 

                    

◎世田谷区告示第92号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

21条の５の15第１項及び第59条の４第１項

の規定により指定障害児通所支援事業者を

指定したので、同法第21条の５の25第１号

及び第59条の４第１項の規定により告示す

る。 

  令和７年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称     放課後等デ

イサービス 

               レイ・マ

カナ 

 ２ 事業所の所在地    東京都世田

谷区祖師谷

三丁目32番

８号ソレイ

ユ祖師谷001

号室 

 ３ 申請者の名称     株式会社プ

ルメリア 

 ４ 指定年月日      令和８年３

月１日 

 ５ 障害児通所支援の種類 放課後等デ

イサービス 

                    

◎世田谷区告示第93号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21

条の５の15第１項及び第59条の４第１項の

規定により指定障害児通所支援事業者を指

定したので、同法第21条の５の25第１号及

び第59条の４第１項の規定により告示する。 

  令和８年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 事業所の名称     ＳＴＡＲＲＹ

明大前 

２ 事業所の所在地    東京都世田谷

区松原二丁目

42番14号美鈴

Ｓビル201 

３ 申請者の名称     株式会社Ｄｅ

ｌｉｖｅｒｓ． 

４ 指定年月日      令和８年３月

１日 

５ 障害児通所支援の種類 児童発達支援 

                    

◎世田谷区告示第94号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21

条の５の20第４項及び第59条の４第１項の

規定により指定障害児通所支援の事業の廃

止の届出があったので、同法第21条の５の

25第２号及び第59条の４第１項の規定によ

り告示する。 

  令和８年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 事業所の名称     ｍｏａｒｏ 

２ 事業所の所在地    東京都世田谷

区宮坂三丁目

15番４号ＡＲ

経堂ビル２階 

３ 申請者の名称     株式会社ＩＮ

ＣＬＵＳＩＶ

Ｅ 

４ 廃止年月日      令和８年２月

28日 

５ 障害児通所支援の種類 児童発達支援

及び放課後等

デイサービス 

                    

◎世田谷区告示第95号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

36－５ 

２ 変更の区間 

世田谷区砧六丁目121番12の内 

３ 変更の区域 

延 長  13.30メートル 

幅 員  0.28メートルから 

     0.32メートルまで 

面 積  4.03平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月３日 

                    

◎世田谷区告示第96号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区三宿二丁目392番21の内 

３ 変更の区域 

延 長  6.43メートル 

幅 員  0.17メートル 

面 積  1.13平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月３日 



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－18－ 

  令和８年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

⑴ 28－１ 

⑵ 28－１ 

２ 変更の区間 

⑴ 世田谷区豪徳寺二丁目1074番５ 

⑵ 世田谷区豪徳寺二丁目1074番５ 

３ 変更の区域 

 ⑴ 延 長  26.82メートル 

   幅 員  0.05メートルから 

        0.66メートルまで 

   面 積  12.94平方メートル 

 ⑵ 延 長  46.94メートル 

   幅 員  0.40メートルから 

        1.07メートルまで 

   面 積  28.16平方メートル 

４ 供用開始の期日 

    令和８年３月２日 

                    

◎世田谷区告示第87号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の10第１項及び第59条の４第１項の規定

による指定小児慢性特定疾病医療機関の指

定の更新をしたので、同法第19条の19第１

号及び第59条の４第１項の規定により別紙

のとおり告示する。 

  令和８年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第88号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の15の規定による指定小児慢性特定疾病

医療機関の指定の辞退があったので、同法

第19条の19第３号及び第59条の４第１項の

規定により別紙のとおり告示する。 

  令和８年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第89号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の９第１項及び第59条の４第１項の規定

により指定小児慢性特定疾病医療機関を指

定したので、同法第19条の19第１号及び第

59条の４第１項の規定により別紙のとおり

告示する。 

  令和８年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第90号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の14及び第59条の４第１項の規定による

指定事項の変更の届出があったので、同法

第19条の19第２号及び第59条の４第１項の

規定により別紙のとおり告示する。 

  令和８年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第91号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第１項第４号の規定により、次のとおり

道路の指定をした。 

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和８年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号      第209号 

２ 指定年月日     令和８年２月

20日 

３ 指定する道路の種別 道路法（昭和

27 年 法 律 第

180号）による

道路 

４ 道路の区域     世田谷区上祖

師谷四丁目11 
13番27から上

祖師谷五丁目

1009番４の内

まで 

５ 道路の幅員     15.00メートル

から15.68メー

トルまで 

６ 道路の延長     412.50メート

ル 

                    

◎世田谷区告示第92号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

21条の５の15第１項及び第59条の４第１項

の規定により指定障害児通所支援事業者を

指定したので、同法第21条の５の25第１号

及び第59条の４第１項の規定により告示す

る。 

  令和７年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称     放課後等デ

イサービス 

               レイ・マ

カナ 

 ２ 事業所の所在地    東京都世田

谷区祖師谷

三丁目32番

８号ソレイ

ユ祖師谷001

号室 

 ３ 申請者の名称     株式会社プ

ルメリア 

 ４ 指定年月日      令和８年３

月１日 

 ５ 障害児通所支援の種類 放課後等デ

イサービス 

                    

◎世田谷区告示第93号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21

条の５の15第１項及び第59条の４第１項の

規定により指定障害児通所支援事業者を指

定したので、同法第21条の５の25第１号及

び第59条の４第１項の規定により告示する。 

  令和８年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 事業所の名称     ＳＴＡＲＲＹ

明大前 

２ 事業所の所在地    東京都世田谷

区松原二丁目

42番14号美鈴

Ｓビル201 

３ 申請者の名称     株式会社Ｄｅ

ｌｉｖｅｒｓ． 

４ 指定年月日      令和８年３月

１日 

５ 障害児通所支援の種類 児童発達支援 

                    

◎世田谷区告示第94号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21

条の５の20第４項及び第59条の４第１項の

規定により指定障害児通所支援の事業の廃

止の届出があったので、同法第21条の５の

25第２号及び第59条の４第１項の規定によ

り告示する。 

  令和８年３月２日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 事業所の名称     ｍｏａｒｏ 

２ 事業所の所在地    東京都世田谷

区宮坂三丁目

15番４号ＡＲ

経堂ビル２階 

３ 申請者の名称     株式会社ＩＮ

ＣＬＵＳＩＶ

Ｅ 

４ 廃止年月日      令和８年２月

28日 

５ 障害児通所支援の種類 児童発達支援

及び放課後等

デイサービス 

                    

◎世田谷区告示第95号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

36－５ 

２ 変更の区間 

世田谷区砧六丁目121番12の内 

３ 変更の区域 

延 長  13.30メートル 

幅 員  0.28メートルから 

     0.32メートルまで 

面 積  4.03平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月３日 

                    

◎世田谷区告示第96号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区三宿二丁目392番21の内 

３ 変更の区域 

延 長  6.43メートル 

幅 員  0.17メートル 

面 積  1.13平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月３日 

 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－19－ 

                    

◎世田谷区告示第97号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

12－Ｄ254－05 

２ 変更の区間 

世田谷区三宿二丁目392番21の内 

３ 変更の区域 

延 長  6.52メートル 

幅 員  0.68メートルから 

     0.70メートルまで 

面 積  4.53平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月３日 

                    

◎世田谷区告示第98号 

令和８年３月２日世田谷区議会において

議決を得た次の予算について、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第219条第２項の規

定に基づき別添のとおり公表する。 

  令和８年３月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 令和７年度世田谷区一般会計補正予

算（第６次） 

２ 令和７年度世田谷区国民健康保険事

業会計補正予算（第２次） 

３ 令和７年度世田谷区後期高齢者医療

会計補正予算（第２次） 

４ 令和７年度世田谷区介護保険事業会

計補正予算（第２次） 

５ 令和７年度世田谷区学校給食費会計

補正予算（第２次） 

別添省略 

                    

◎世田谷区告示第99号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月４日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

32－Ｄ572－03 

２ 変更の区間 

世田谷区野沢四丁目222番16の内 

３ 変更の区域 

延 長  8.86メートル 

幅 員  0.67メートルから 

     0.69メートルまで 

面 積  6.05平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月４日 

                    

◎世田谷区告示第100号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月４日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区上馬五丁目13番10の内 

３ 変更の区域 

延 長  17.27メートル 

幅 員  0.18メートル 

面 積  3.15平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月４日 

                    

◎世田谷区告示第101号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月４日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

45－15 

２ 変更の区間 

世田谷区千歳台二丁目854番227 

３ 変更の区域 

延 長  18.20メートル 

幅 員  0.74メートルから 

     0.75メートルまで 

面 積  13.60平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月４日 

                    

◎世田谷区告示第102号 

   世田谷区立公園の名称、位置及び区

域並びに供用開始の期日について 

 都市公園法（昭和31年法律第79号）第２

条の２の規定に基づき、次のとおり告示す

る。 

  令和８年３月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 名     称  世田谷区立上祖

師谷たなばた公

園 

 ２ 位     置  東京都世田谷区

上祖師谷七丁目

７番１号 

 ３ 区     域  別紙案内図のと

おり 

 ４ 供用開始の期日  令和８年３月31

日 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第103号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道路線の供用

を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月５日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

35－34 

２ 供用開始の区間 

世田谷区粕谷四丁目522番60 

３ 供用開始の区域 

延 長  7.10メートル 

幅 員  1.00メートル 

面 積  7.10平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月５日 

                    

◎世田谷区告示第104号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第19

条第１項の規定により、都市計画を決定し

たので、同法第20条第１項の規定により、

次のとおり告示し、同条第２項の規定によ

り、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供

する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 都市計画の種類 

東京都市計画地区計画外環道東名

ジャンクション周辺地区地区計画 

２ 都市計画を定める土地の区域 

世田谷区喜多見三丁目、喜多見五

丁目、喜多見六丁目、喜多見七丁目、

宇奈根三丁目、大蔵五丁目及び大蔵

六丁目各地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第105号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項において準用する同法第19条第１

項の規定により、都市計画を変更したので、

同法第21条第２項において準用する同法第

20条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計

画の図書を公衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 都市計画の種類 

東京都市計画地区計画世田谷西部

地域喜多見地区地区計画 

２ 都市計画を定める土地の区域 

変更する部分 

世田谷区喜多見一丁目、喜多見

二丁目、喜多見三丁目、喜多見四

丁目、喜多見五丁目及び喜多見七

丁目各地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第106号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項において準用する同法第19条第１

項の規定により、都市計画を変更したので、

同法第21条第２項において準用する同法第

20条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計
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画の図書を公衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 都市計画の種類 

東京都市計画地区計画世田谷西部

地域宇奈根地区地区計画 

２ 都市計画を定める土地の区域 

変更する部分 

世田谷区宇奈根一丁目、宇奈根

二丁目、宇奈根三丁目、鎌田四丁

目及び大蔵六丁目各地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第107号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項において準用する同法第19条第１

項の規定により、都市計画を変更したので、

同法第21条第２項において準用する同法第

20条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計

画の図書を公衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 都市計画の種類 

東京都市計画地区計画世田谷西部

地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地

区計画 

２ 都市計画を定める土地の区域 

変更する部分 

世田谷区瀬田四丁目、瀬田五丁

目、鎌田三丁目、鎌田四丁目、岡

本一丁目、岡本二丁目、岡本三丁

目及び大蔵六丁目各地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第108号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項において準用する同法第19条第１

項の規定により、都市計画を変更したので、

同法第21条第２項において準用する同法第

20条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計

画の図書を公衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 都市計画の種類 

東京都市計画地区計画世田谷西部

地域大蔵・喜多見地区地区計画 

２ 都市計画を定める土地の区域 

変更する部分 

 世田谷区大蔵五丁目、喜多見五

丁目及び喜多見六丁目各地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第109号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項において準用する同法第19条第１

項の規定により、都市計画を変更したので、

同法第21条第２項において準用する同法第

20条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計

画の図書を公衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 都市計画の種類 

東京都市計画地区計画田直地区地

区計画 

２ 都市計画を定める土地の区域 

変更する部分 

 世田谷区大蔵五丁目地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第110号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項において準用する同法第19条第１

項の規定により、都市計画を変更したので、

同法第21条第２項において準用する同法第

20条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計

画の図書を公衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 都市計画の種類 

東京都市計画高度地区 

２ 都市計画を定める土地の区域 

削除する部分 

第１種高度地区 

世田谷区喜多見三丁目、喜多

見五丁目、喜多見六丁目、宇奈

根三丁目、大蔵五丁目及び大蔵

六丁目各地内 

25ｍ第２種高度地区 

世田谷区喜多見三丁目、喜多

見五丁目、大蔵五丁目及び大蔵

六丁目各地内 

追加する部分 

19ｍ第２種高度地区 

世田谷区喜多見三丁目、喜多

見五丁目、喜多見六丁目、宇奈

根三丁目、大蔵五丁目及び大蔵

六丁目各地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第111号 

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第24条第１項の規定に

より、街づくり誘導地区を指定したので、

同条第３項の規定により、次のとおり告示

する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 街づくり誘導地区の名称 

外環道東名ジャンクション周辺地

区街づくり誘導地区 

２ 街づくり誘導地区を指定する土地の

位置及び区域 

世田谷区喜多見三丁目、喜多見五

丁目、喜多見六丁目、喜多見七丁目、

宇奈根三丁目、大蔵五丁目及び大蔵

六丁目各地内 

３ 街づくり誘導地区を指定する区域に

係る地区街づくり計画の名称 

外環道東名ジャンクション周辺地

区地区街づくり計画 

４ 街づくり誘導地区において届出をす

べき建築行為等の種類 

世田谷区街づくり条例の施行等に

関する規則（平成７年３月世田谷区

規則第38号）第15条第１号、第２号、

第３号（喜多見東住宅地区及び多摩

堤通り沿道地区に係るものに限る。）

及び第４号に掲げる建築行為等 

５ 街づくり誘導地区において届出をす

べき建築行為等の期間の始期 

令和８年４月４日 

                    

◎世田谷区告示第112号 

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第11条第１項の規定に

より、地区街づくり計画を策定したので、

同条例第15条第１項の規定により、次のと

おり告示し、当該地区街づくり計画の図書

を公衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 地区街づくり計画の名称 

外環道東名ジャンクション周辺地

区地区街づくり計画 

２ 地区街づくり計画を策定する土地の

位置及び区域 

世田谷区喜多見三丁目、喜多見五

丁目、喜多見六丁目、喜多見七丁目、

宇奈根三丁目、大蔵五丁目及び大蔵

六丁目各地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区砧総合支所街づくり課及

び世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第113号 

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第24条第５項において

準用する同条第３項の規定により、街づく

り誘導地区を廃止したので、次のとおり告

示する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 街づくり誘導地区の名称 

世田谷西部地域喜多見地区喜多見

東住宅地区・喜多見東沿道地区街づ

くり誘導地区 

２ 街づくり誘導地区を廃止する土地の

位置及び区域 

世田谷区喜多見三丁目及び喜多見

五丁目各地内 

３ 街づくり誘導地区を廃止する区域に

係る地区街づくり計画の名称 

世田谷西部地域喜多見地区地区街

づくり計画 

                    

◎世田谷区告示第114号 

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第16条において準用す

る同条例第15条第１項の規定により、地区

街づくり計画を変更したので、次のとおり

告示し、当該地区街づくり計画の図書を公

衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 
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画の図書を公衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 都市計画の種類 

東京都市計画地区計画世田谷西部

地域宇奈根地区地区計画 

２ 都市計画を定める土地の区域 

変更する部分 

世田谷区宇奈根一丁目、宇奈根

二丁目、宇奈根三丁目、鎌田四丁

目及び大蔵六丁目各地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第107号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項において準用する同法第19条第１

項の規定により、都市計画を変更したので、

同法第21条第２項において準用する同法第

20条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計

画の図書を公衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 都市計画の種類 

東京都市計画地区計画世田谷西部

地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地

区計画 

２ 都市計画を定める土地の区域 

変更する部分 

世田谷区瀬田四丁目、瀬田五丁

目、鎌田三丁目、鎌田四丁目、岡

本一丁目、岡本二丁目、岡本三丁

目及び大蔵六丁目各地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第108号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項において準用する同法第19条第１

項の規定により、都市計画を変更したので、

同法第21条第２項において準用する同法第

20条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計

画の図書を公衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 都市計画の種類 

東京都市計画地区計画世田谷西部

地域大蔵・喜多見地区地区計画 

２ 都市計画を定める土地の区域 

変更する部分 

 世田谷区大蔵五丁目、喜多見五

丁目及び喜多見六丁目各地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第109号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項において準用する同法第19条第１

項の規定により、都市計画を変更したので、

同法第21条第２項において準用する同法第

20条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計

画の図書を公衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 都市計画の種類 

東京都市計画地区計画田直地区地

区計画 

２ 都市計画を定める土地の区域 

変更する部分 

 世田谷区大蔵五丁目地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第110号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項において準用する同法第19条第１

項の規定により、都市計画を変更したので、

同法第21条第２項において準用する同法第

20条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計

画の図書を公衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 都市計画の種類 

東京都市計画高度地区 

２ 都市計画を定める土地の区域 

削除する部分 

第１種高度地区 

世田谷区喜多見三丁目、喜多

見五丁目、喜多見六丁目、宇奈

根三丁目、大蔵五丁目及び大蔵

六丁目各地内 

25ｍ第２種高度地区 

世田谷区喜多見三丁目、喜多

見五丁目、大蔵五丁目及び大蔵

六丁目各地内 

追加する部分 

19ｍ第２種高度地区 

世田谷区喜多見三丁目、喜多

見五丁目、喜多見六丁目、宇奈

根三丁目、大蔵五丁目及び大蔵

六丁目各地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第111号 

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第24条第１項の規定に

より、街づくり誘導地区を指定したので、

同条第３項の規定により、次のとおり告示

する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 街づくり誘導地区の名称 

外環道東名ジャンクション周辺地

区街づくり誘導地区 

２ 街づくり誘導地区を指定する土地の

位置及び区域 

世田谷区喜多見三丁目、喜多見五

丁目、喜多見六丁目、喜多見七丁目、

宇奈根三丁目、大蔵五丁目及び大蔵

六丁目各地内 

３ 街づくり誘導地区を指定する区域に

係る地区街づくり計画の名称 

外環道東名ジャンクション周辺地

区地区街づくり計画 

４ 街づくり誘導地区において届出をす

べき建築行為等の種類 

世田谷区街づくり条例の施行等に

関する規則（平成７年３月世田谷区

規則第38号）第15条第１号、第２号、

第３号（喜多見東住宅地区及び多摩

堤通り沿道地区に係るものに限る。）

及び第４号に掲げる建築行為等 

５ 街づくり誘導地区において届出をす

べき建築行為等の期間の始期 

令和８年４月４日 

                    

◎世田谷区告示第112号 

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第11条第１項の規定に

より、地区街づくり計画を策定したので、

同条例第15条第１項の規定により、次のと

おり告示し、当該地区街づくり計画の図書

を公衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 地区街づくり計画の名称 

外環道東名ジャンクション周辺地

区地区街づくり計画 

２ 地区街づくり計画を策定する土地の

位置及び区域 

世田谷区喜多見三丁目、喜多見五

丁目、喜多見六丁目、喜多見七丁目、

宇奈根三丁目、大蔵五丁目及び大蔵

六丁目各地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区砧総合支所街づくり課及

び世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第113号 

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第24条第５項において

準用する同条第３項の規定により、街づく

り誘導地区を廃止したので、次のとおり告

示する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 街づくり誘導地区の名称 

世田谷西部地域喜多見地区喜多見

東住宅地区・喜多見東沿道地区街づ

くり誘導地区 

２ 街づくり誘導地区を廃止する土地の

位置及び区域 

世田谷区喜多見三丁目及び喜多見

五丁目各地内 

３ 街づくり誘導地区を廃止する区域に

係る地区街づくり計画の名称 

世田谷西部地域喜多見地区地区街

づくり計画 

                    

◎世田谷区告示第114号 

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第16条において準用す

る同条例第15条第１項の規定により、地区

街づくり計画を変更したので、次のとおり

告示し、当該地区街づくり計画の図書を公

衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 
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世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 地区街づくり計画の名称 

世田谷西部地域喜多見地区地区街

づくり計画 

２ 地区街づくり計画を変更する土地の

位置及び区域 

世田谷区喜多見一丁目、喜多見二

丁目、喜多見三丁目、喜多見四丁目、

喜多見五丁目及び喜多見七丁目各地

内 

３ 縦覧場所 

世田谷区砧総合支所街づくり課及

び世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第115号 

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第16条において準用す

る同条例第15条第１項の規定により、地区

街づくり計画を変更したので、次のとおり

告示し、当該地区街づくり計画の図書を公

衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 地区街づくり計画の名称 

世田谷西部地域宇奈根地区地区街

づくり計画 

２ 地区街づくり計画を変更する土地の

位置及び区域 

世田谷区宇奈根一丁目、宇奈根二

丁目、宇奈根三丁目、鎌田四丁目及

び大蔵六丁目各地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区砧総合支所街づくり課及

び世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第116号 

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第16条において準用す

る同条例第15条第１項の規定により、地区

街づくり計画を変更したので、次のとおり

告示し、当該地区街づくり計画の図書を公

衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 地区街づくり計画の名称 

世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・

瀬田地区地区街づくり計画 

２ 地区街づくり計画を変更する土地の

位置及び区域 

世田谷区瀬田四丁目、瀬田五丁目、

鎌田三丁目、鎌田四丁目、岡本一丁

目、岡本二丁目、岡本三丁目及び大

蔵六丁目各地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区砧総合支所街づくり課及

び世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第117号 

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第16条において準用す

る同条例第15条第１項の規定により、地区

街づくり計画を変更したので、次のとおり

告示し、当該地区街づくり計画の図書を公

衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 地区街づくり計画の名称 

世田谷西部地域大蔵・喜多見地区

地区街づくり計画 

２ 地区街づくり計画を変更する土地の

位置及び区域 

世田谷区大蔵五丁目、喜多見五丁

目及び喜多見六丁目各地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区砧総合支所街づくり課及

び世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第118号 

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第24条第５項において

準用する同条第３項の規定により、街づく

り誘導地区を廃止したので、次のとおり告

示する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 街づくり誘導地区の名称 

田直地区街づくり誘導地区 

２ 街づくり誘導地区を廃止する土地の

位置及び区域 

世田谷区大蔵五丁目地内 

３ 街づくり誘導地区を廃止する区域に

係る地区街づくり計画の名称 

田直地区地区街づくり計画 

                    

◎世田谷区告示第119号 

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第16条において準用す

る同条例第15条第１項の規定により、地区

街づくり計画を変更したので、次のとおり

告示し、当該地区街づくり計画の図書を公

衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 地区街づくり計画の名称 

田直地区地区街づくり計画 

２ 地区街づくり計画を変更する土地の

位置及び区域 

世田谷区大蔵五丁目地内 

３ 縦覧場所 

世田谷区砧総合支所街づくり課及

び世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第120号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項及び第115条の15第２項の規

定による指定地域密着型サービス事業及び

指定地域密着型介護予防サービス事業の廃

止の届出があったので、同法第78条の11第

２号及び第115条の20第２号の規定により告

示する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 事業所の名称   グループホーム

れんぎょう 

２ 事業所の所在地  茨城県笠間市安

居3144番地521 

３ 事業者の名称   医療法人社団正

信会 

４ 廃止届受理年月日 令和８年２月17

日 

５ サービスの種類  認知症対応型共

同生活介護及び

介護予防認知症

対応型共同生活

介護 

                    

◎世田谷区告示第121号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第82

条第２項の規定による指定居宅介護支援事

業の廃止の届出があったので、同法第85条

第２号の規定により告示する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   ＳＯＭＰＯケア

千歳台居宅介護

支援 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

上千歳台六丁目

11番55号 

 ３ 事業者の名称   ＳＯＭＰＯケア

株式会社 

 ４ 廃止届受理年月日 令和８年２月24

日 

 ５ サービスの種類  居宅介護支援 

                    

◎世田谷区告示第122号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区大原一丁目1075番140の

内から1075番130の内まで 

３ 変更の区域 

延 長  12.70メートル 

幅 員  0.45メートル 

面 積  5.78平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月６日 

                    

◎世田谷区告示第123号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

41－９ 

２ 変更の区間 

世田谷区経堂五丁目767番１地先

無番 

３ 変更の区域 

延 長  11.86メートル 

幅 員  1.81メートル 
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面 積  21.59平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月６日 

                    

◎世田谷区告示第124号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

この関係図面は、令和８年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

23－Ｇ041 

２ 一部を廃止する起終点 

（旧）世田谷区経堂五丁目768番２

地先無番から767番11地先無

番 

（新）世田谷区経堂五丁目768番２

地先無番から767番13地先無

番 

３ 廃止の期日 

令和８年３月６日 

                    

◎世田谷区告示第125号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第１

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに指定する。 

この関係図面は、令和８年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

23－Ｇ041－01 

２ 指定する起終点 

世田谷区経堂五丁目767番11地先

無番 

３ 用途 

区管理道路 

                    

◎世田谷区告示第126号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

この関係図面は、令和８年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

40－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区祖師谷三丁目447番56の

内 

３ 変更の区域 

延 長  26.51メートル 

幅 員  0.35メートルから 

     0.42メートルまで 

面 積  10.34平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第127号 

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。 

この関係図面は、令和８年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 番号 

23－Ｚ001 

２ 区間 

世田谷区経堂一丁目166番１地先

無番から161番２地先無番まで 

３ 廃止の期日 

令和８年３月６日 

                    

◎世田谷区告示第128号 

区管理水路を次のように設置するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。 

この関係図面は、令和８年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 番号 

23－Ｚ064 

２ 区間 

世田谷区経堂一丁目166番１地先

無番から161番２地先無番まで 

３ 用途 

区管理水路 

                    

◎世田谷区告示第129号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月６日か

ら15日間世田谷区道路・交通計画部道路管

理課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

40－１ 

２ 供用開始の区間 

世田谷区代田一丁目405番４ 

３ 供用開始の区域 

延 長  28.02メートル 

幅 員  2.74メートル 

面 積  89.22平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月６日 

                    

◎世田谷区告示第130号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区梅丘二丁目1319番４の内 

３ 変更の区域 

延 長  9.36メートル 

幅 員  0.20メートルから 

     0.21メートル 

面 積  1.98平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月６日 

                    

◎世田谷区告示第131号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第82

条第２項の規定による指定居宅介護支援事

業の廃止の届出があったので、同法第85条

第２号の規定により告示する。 

  令和８年３月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   プルメリア介護

センター 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

世田谷四丁目20

番11号ＴＳビル

ステイジア世田

谷103 

 ３ 事業者の名称   プルメリア株式

会社 

 ４ 廃止届受理年月日 令和８年２月26

日 

 ５ サービスの種類  居宅介護支援 

                    

◎世田谷区告示第132号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月10日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区宇奈根一丁目464番２ 

３ 変更の区域 

延 長  25.41メートル 

幅 員  1.87メートル 

面 積  47.42平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月10日 

                    

◎世田谷区告示第133号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月10日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

⑴ 28－１ 

⑵ 28－１ 

２ 変更の区間 

⑴ 世田谷区中町三丁目111番１の内 

⑵ 世田谷区中町三丁目111番１の内 

３ 変更の区域 

⑴ 延 長  50.09メートル  
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面 積  21.59平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月６日 

                    

◎世田谷区告示第124号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

この関係図面は、令和８年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

23－Ｇ041 

２ 一部を廃止する起終点 

（旧）世田谷区経堂五丁目768番２

地先無番から767番11地先無

番 

（新）世田谷区経堂五丁目768番２

地先無番から767番13地先無

番 

３ 廃止の期日 

令和８年３月６日 

                    

◎世田谷区告示第125号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第１

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに指定する。 

この関係図面は、令和８年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

23－Ｇ041－01 

２ 指定する起終点 

世田谷区経堂五丁目767番11地先

無番 

３ 用途 

区管理道路 

                    

◎世田谷区告示第126号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

この関係図面は、令和８年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

40－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区祖師谷三丁目447番56の

内 

３ 変更の区域 

延 長  26.51メートル 

幅 員  0.35メートルから 

     0.42メートルまで 

面 積  10.34平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第127号 

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。 

この関係図面は、令和８年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 番号 

23－Ｚ001 

２ 区間 

世田谷区経堂一丁目166番１地先

無番から161番２地先無番まで 

３ 廃止の期日 

令和８年３月６日 

                    

◎世田谷区告示第128号 

区管理水路を次のように設置するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。 

この関係図面は、令和８年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 番号 

23－Ｚ064 

２ 区間 

世田谷区経堂一丁目166番１地先

無番から161番２地先無番まで 

３ 用途 

区管理水路 

                    

◎世田谷区告示第129号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月６日か

ら15日間世田谷区道路・交通計画部道路管

理課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

40－１ 

２ 供用開始の区間 

世田谷区代田一丁目405番４ 

３ 供用開始の区域 

延 長  28.02メートル 

幅 員  2.74メートル 

面 積  89.22平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月６日 

                    

◎世田谷区告示第130号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区梅丘二丁目1319番４の内 

３ 変更の区域 

延 長  9.36メートル 

幅 員  0.20メートルから 

     0.21メートル 

面 積  1.98平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月６日 

                    

◎世田谷区告示第131号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第82

条第２項の規定による指定居宅介護支援事

業の廃止の届出があったので、同法第85条

第２号の規定により告示する。 

  令和８年３月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   プルメリア介護

センター 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

世田谷四丁目20

番11号ＴＳビル

ステイジア世田

谷103 

 ３ 事業者の名称   プルメリア株式

会社 

 ４ 廃止届受理年月日 令和８年２月26

日 

 ５ サービスの種類  居宅介護支援 

                    

◎世田谷区告示第132号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月10日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区宇奈根一丁目464番２ 

３ 変更の区域 

延 長  25.41メートル 

幅 員  1.87メートル 

面 積  47.42平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月10日 

                    

◎世田谷区告示第133号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月10日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

⑴ 28－１ 

⑵ 28－１ 

２ 変更の区間 

⑴ 世田谷区中町三丁目111番１の内 

⑵ 世田谷区中町三丁目111番１の内 

３ 変更の区域 

⑴ 延 長  50.09メートル  
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  幅 員  0.25メートル  

  面 積  16.98平方メートル  

⑵ 延 長  56.87メートル  

  幅 員  1.00メートル  

  面 積  56.97平方メートル  

 ４ 供用開始の期日  

    令和８年３月10日 

                    

◎世田谷区告示第134号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区 域を次

のように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月11日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

令和８年３月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区経堂三丁目431番３の内 

３ 変更の区域 

延 長  8.81メートル 

幅 員  0.45メートルから 

     0.77メートルまで 

面 積  5.46平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月11日 

                    

◎世田谷区告示第135号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月11日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

⑴ 28－１ 

⑵ 28－１ 

２ 変更の区間 

⑴ 世田谷区世田谷一丁目407番５の

内 

⑵ 世田谷区世田谷一丁目407番５の

内 

３ 変更の区域 

⑴ 延 長  20.11メートル 

    幅 員  0.42メートルから 

         0.44メートルまで 

    面 積  8.72平方メートル 

⑵ 延 長  8.37メートル 

    幅 員  0.16メートルから 

         0.17メートルまで 

    面 積  1.42平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月11日 

                    

◎世田谷区告示第136号 

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。 

この関係図面は、令和８年３月11日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 番号 

12－Ｚ016 

２ 区間 

世田谷区池尻四丁目152番９地先

無番から152番19地先無番まで 

３ 廃止の期日 

令和８年３月11日 

                    

◎世田谷区告示第137号 

区管理水路を次のように設置するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。 

この関係図面は、令和８年３月11日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 番号 

⑴ 12－Ｚ050 

⑵ 12－Ｚ051 

２ 区間 

⑴ 世田谷区池尻四丁目152番９地先

無番 

⑵ 世田谷区池尻四丁目152番１地先

無番から152番19地先無番まで 

３ 用途 

⑴ 区管理水路 

⑵ 区管理水路 

                    

◎世田谷区告示第138号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月11日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

34－12 

２ 変更の区域 

世田谷区野沢四丁目231番32の内 

３ 変更の区域 

延 長  7.05メートル 

幅 員  0.16メートルから 

     0.17メートルまで 

面 積  1.20平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月11日 

                    

◎世田谷区告示第139号 

車両制限令（昭和36年政令第265号）第５

条第１項の規定に基づき、自動車の交通量

が極めて少ないと認める特別区道を次のと

おり指定するので、車両の通行の許可の手

続等を定める省令（昭和36年建設省令第28

号）第５条第１項の規定により告示する。 

この関係図面は、令和８年３月11日から

２週間世田谷区土木部土木計画調整課にお

いて一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 路線名 

特別区道 

２ 指定区間 

世田谷区上馬五丁目21番先から世

田谷区上馬五丁目20番先まで 

３ 指定年月日 

令和８年３月11日 

                    

◎世田谷区告示第140号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

36－５ 

２ 変更の区間 

世田谷区祖師谷五丁目631番３ 

３ 変更の区域 

延 長  13.48メートル 

幅 員  0.00メートルから 

     5.26メートルまで 

面 積  38.06平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月12日 

                    

◎世田谷区告示第141号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第82

条第２項の規定による指定居宅介護支援事

業の廃止の届出があったので、同法第85条

第２号の規定により告示する。 

  令和８年３月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   おうちのケアプ

ラン三茶 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

太子堂三丁目22

番10号前田ビル

201 

 ３ 事業者の名称   株式会社メディ

ステップ 

 ４ 廃止届受理年月日 令和８年２月26

日 

 ５ サービスの種類  居宅介護支援 

                    

◎世田谷区告示第142号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第１項第５号の規定により、次のとおり

道路の位置の指定をした。 

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和８年３月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号  第2963号 

２ 指定年月日 令和８年３月11日 

３ 指定位置  世田谷区野沢三丁目115

番13、115番21、115番

23、115番24の各一部 

４ 道路の幅員 4.00メートル 

５ 道路の延長 19.69メートル 

６ 申請者氏名 三井不動産レジデンシ

ャル株式会社 

        代表取締役 嘉村 徹 
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◎世田谷区告示第143号 

   世田谷区公契約の労働報酬下限額に

ついて 

世田谷区公契約条例（平成26年９月世田

谷区条例第27号）第４条第３項第１号の規

定に基づき、予定価格が世田谷区公契約条

例施行規則（平成26年９月世田谷区規則第

67号）第５条第１項に定める額以上の公契

約において事業者が労働者に支払う職種ご

との労働報酬の下限とすべき額（以下「労

働報酬下限額」という。）を次のように定め

る。 

  令和８年３月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

号 職種 
労働報酬下限額 

（１時間当たり） 

１ 特殊作業員 3,262円 

２ 普通作業員 2,869円 

３ 軽作業員 1,987円 

４ 造園工 2,944円 

５ 法面工 3,570円 

６ とび工 3,517円 

７ 石工 3,517円 

８ ブロック工 3,443円 

９ 電工 3,645円 

10 鉄筋工 3,592円 

11 鉄骨工 3,167円 

12 塗装工 3,879円 

13 溶接工 4,049円 

14 運転手（特殊） 3,305円 

15 運転手（一般） 2,720円 

16 潜かん工 3,964円 

17 潜かん世話役 4,750円 

18 さく岩工 4,463円 

19 トンネル特殊工 4,017円 

20 トンネル作業員 3,411円 

21 トンネル世話役 4,548円 

22 橋りょう特殊工 3,900円 

23 橋りょう塗装工 3,879円 

24 橋りょう世話役 4,463円 

25 土木一般世話役 3,655円 

26 高級船員 4,219円 

27 普通船員 3,475円 

28 潜水士 5,600円 

29 潜水連絡員 4,059円 

30 潜水送気員 3,815円 

31 山林砂防工 3,454円 

32 軌道工 6,237円 

33 型わく工 3,507円 

34 大工 3,252円 

35 左官 3,592円 

36 配管工 3,199円 

37 はつり工 3,315円 

38 防水工 4,059円 

39 板金工 3,804円 

40 タイル工 2,954円 

41 サッシ工 3,539円 

42 屋根ふき工 － 

43 内装工 3,655円 

44 ガラス工 3,549円 

45 建具工 － 

46 ダクト工 3,199円 

47 保温工 3,039円 

48 建築ブロック工 － 

49 設備機械工 2,975円 

50 交通誘導警備員Ａ 2,179円 

51 交通誘導警備員Ｂ 1,987円 

52 上記以外の職種 1,610円 

備考 

１ 第１号から第51号までに掲げる職種

の意義は、国土交通省が示す公共工事

設計労務単価における51職種の技能労

働者の定義の例による。 

２ 第１号から第51号までの規定にかか

わらず、次の各号に該当する労働者は、

当該各号に定める労働報酬下限額を適

用する。 

⑴ 事業者が労働者等との合意の下で

見習い又は手元等の未熟練労働者と

判断する者及び年金等の受給のため

に賃金を調整している労働者 1,870

円 

⑵ 工事の請負に係る契約以外の契約

（指定管理者の業務に係る協定を含

む。）の業務に従事する労働者 第52

号に掲げる額 

３ 「屋根ふき工」、「建具工」及び「建

築ブロック工」については、国土交通

省より東京都における公共工事設計労

務単価が示されなかったため、「－」で

表示する。 

   附 則 

 この告示は、令和８年４月１日以後に締

結する公契約（この告示前に公告した入札

に付された公契約を除く。）について適用す

る。 

                    

◎世田谷区告示第144号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月13日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

⑴ 28－１ 

⑵ 28－１ 

２ 変更の区間 

⑴ 世田谷区羽根木二丁目1769番11の

内 

⑵ 世田谷区羽根木二丁目1769番11の

内 

３ 変更の区域 

 ⑴ 延 長  11.29メートル 

   幅 員  0.53メートルから 

        0.59メートルまで 

   面 積  6.32平方メートル 

 ⑵ 延 長  12.37メートル 

   幅 員  0.63メートルから 

        0.73メートルまで 

   面 積  8.53平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月13日 

                    

◎世田谷区告示第145号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月13日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

35－40 

２ 変更の区間 

世田谷区宮坂三丁目2353番９の内 

３ 変更の区域 

延 長  6.97メートル 

幅 員  0.05メートルから 

     0.06メートルまで 

面 積  0.40平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月13日 

                    

◎世田谷区告示第146号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月13日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

21－Ｇ030 

２ 変更の区間 

世田谷区梅丘二丁目1328番１の内 

３ 変更の区域 

延 長  6.84メートル 

幅 員  0.22メートルから 

     0.25メートルまで 

面 積  1.63平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月13日 

                    

◎世田谷区告示第147号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに廃止する。 

 この関係図面は、令和８年３月13日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

43－Ｇ060 

２ 廃止する起終点 

世田谷区千歳台二丁目716番１地



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－24－ 

◎世田谷区告示第143号 

   世田谷区公契約の労働報酬下限額に

ついて 

世田谷区公契約条例（平成26年９月世田

谷区条例第27号）第４条第３項第１号の規

定に基づき、予定価格が世田谷区公契約条

例施行規則（平成26年９月世田谷区規則第

67号）第５条第１項に定める額以上の公契

約において事業者が労働者に支払う職種ご

との労働報酬の下限とすべき額（以下「労

働報酬下限額」という。）を次のように定め

る。 

  令和８年３月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

号 職種 
労働報酬下限額 

（１時間当たり） 

１ 特殊作業員 3,262円 

２ 普通作業員 2,869円 

３ 軽作業員 1,987円 

４ 造園工 2,944円 

５ 法面工 3,570円 

６ とび工 3,517円 

７ 石工 3,517円 

８ ブロック工 3,443円 

９ 電工 3,645円 

10 鉄筋工 3,592円 

11 鉄骨工 3,167円 

12 塗装工 3,879円 

13 溶接工 4,049円 

14 運転手（特殊） 3,305円 

15 運転手（一般） 2,720円 

16 潜かん工 3,964円 

17 潜かん世話役 4,750円 

18 さく岩工 4,463円 

19 トンネル特殊工 4,017円 

20 トンネル作業員 3,411円 

21 トンネル世話役 4,548円 

22 橋りょう特殊工 3,900円 

23 橋りょう塗装工 3,879円 

24 橋りょう世話役 4,463円 

25 土木一般世話役 3,655円 

26 高級船員 4,219円 

27 普通船員 3,475円 

28 潜水士 5,600円 

29 潜水連絡員 4,059円 

30 潜水送気員 3,815円 

31 山林砂防工 3,454円 

32 軌道工 6,237円 

33 型わく工 3,507円 

34 大工 3,252円 

35 左官 3,592円 

36 配管工 3,199円 

37 はつり工 3,315円 

38 防水工 4,059円 

39 板金工 3,804円 

40 タイル工 2,954円 

41 サッシ工 3,539円 

42 屋根ふき工 － 

43 内装工 3,655円 

44 ガラス工 3,549円 

45 建具工 － 

46 ダクト工 3,199円 

47 保温工 3,039円 

48 建築ブロック工 － 

49 設備機械工 2,975円 

50 交通誘導警備員Ａ 2,179円 

51 交通誘導警備員Ｂ 1,987円 

52 上記以外の職種 1,610円 

備考 

１ 第１号から第51号までに掲げる職種

の意義は、国土交通省が示す公共工事

設計労務単価における51職種の技能労

働者の定義の例による。 

２ 第１号から第51号までの規定にかか

わらず、次の各号に該当する労働者は、

当該各号に定める労働報酬下限額を適

用する。 

⑴ 事業者が労働者等との合意の下で

見習い又は手元等の未熟練労働者と

判断する者及び年金等の受給のため

に賃金を調整している労働者 1,870

円 

⑵ 工事の請負に係る契約以外の契約

（指定管理者の業務に係る協定を含

む。）の業務に従事する労働者 第52

号に掲げる額 

３ 「屋根ふき工」、「建具工」及び「建

築ブロック工」については、国土交通

省より東京都における公共工事設計労

務単価が示されなかったため、「－」で

表示する。 

   附 則 

 この告示は、令和８年４月１日以後に締

結する公契約（この告示前に公告した入札

に付された公契約を除く。）について適用す

る。 

                    

◎世田谷区告示第144号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月13日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

⑴ 28－１ 

⑵ 28－１ 

２ 変更の区間 

⑴ 世田谷区羽根木二丁目1769番11の

内 

⑵ 世田谷区羽根木二丁目1769番11の

内 

３ 変更の区域 

 ⑴ 延 長  11.29メートル 

   幅 員  0.53メートルから 

        0.59メートルまで 

   面 積  6.32平方メートル 

 ⑵ 延 長  12.37メートル 

   幅 員  0.63メートルから 

        0.73メートルまで 

   面 積  8.53平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月13日 

                    

◎世田谷区告示第145号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月13日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

35－40 

２ 変更の区間 

世田谷区宮坂三丁目2353番９の内 

３ 変更の区域 

延 長  6.97メートル 

幅 員  0.05メートルから 

     0.06メートルまで 

面 積  0.40平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月13日 

                    

◎世田谷区告示第146号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月13日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

21－Ｇ030 

２ 変更の区間 

世田谷区梅丘二丁目1328番１の内 

３ 変更の区域 

延 長  6.84メートル 

幅 員  0.22メートルから 

     0.25メートルまで 

面 積  1.63平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月13日 

                    

◎世田谷区告示第147号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに廃止する。 

 この関係図面は、令和８年３月13日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

43－Ｇ060 

２ 廃止する起終点 

世田谷区千歳台二丁目716番１地

 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－25－ 

先無番から717番３地先無番まで 

３ 廃止の期日 

令和８年３月13日 

                    

◎世田谷区告示第148号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月13日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

40－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区千歳台二丁目211番27の

内から211番26の内まで 

３ 変更の区域 

延 長  14.59メートル 

幅 員  1.63メートルから 

     1.74メートルまで 

面 積  24.55平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月13日 

                    

◎世田谷区告示第149号 

子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認をしたので、

同法第58条の11の規定に基づき、別紙のと

おり告示する。 

  令和８年３月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第150号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月16日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区玉川四丁目1608番３地先

無番 

３ 変更の区域 

延 長  16.09メートル 

幅 員  1.27メートル 

面 積  20.47平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月16日 

                    

◎世田谷区告示第151号 

区管理水路を次のように設置するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。 

 この関係図面は、令和８年３月16日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 番号 

  ⑴ 45－Ｚ327 

  ⑵ 45－Ｚ328 

２ 区間 

  ⑴ 世田谷区玉川四丁目1624番７地先

無番から1608番７地先無番まで 

  ⑵ 世田谷区玉川四丁目1608番４地先

無番から1611番地先無番まで 

３ 用途 

  ⑴ 区管理水路 

  ⑵ 区管理水路 

                    

◎世田谷区告示第152号 

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。 

 この関係図面は、令和８年３月16日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 番号 

45－Ｚ024 

２ 区間 

世田谷区玉川四丁目1624番７地先

無番から1611番地先無番まで 

３ 廃止の期日 

令和８年３月16日 

                    

◎世田谷区告示第153号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第79

条第１項の規定により指定居宅介護支援事

業者を指定したので、同法第85条第１号の

規定により告示する。 

  令和８年３月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 事業所の名称  ケアプランＧｅｎ． 

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区奥

沢四丁目27番17号

大内屋ビル304 

３ 事業者の名称  株式会社Ｇｅｎ． 

４ 指定年月日   令和８年４月１日 

５ サービスの種類 居宅介護支援 

                    

◎世田谷区告示第154号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第82

条第２項の規定による指定居宅介護支援事

業の廃止の届出があったので、同法第85条

第２号の規定により告示する。 

  令和８年３月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   愛友プラン奥沢 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

奥沢四丁目27番

17号大内屋ビル

304号 

 ３ 事業者の名称   合同会社愛友 

 ４ 廃止届受理年月日 令和８年３月２

日 

 ５ サービスの種類  居宅介護支援 

                    

◎世田谷区告示第155号 

道路運送車両法（昭和26年法律第185号）

第34条の規定に基づき許可貸与した次の臨

時運行許可番号標は、紛失又は回収不能に

よりこれを失効としたので、世田谷区自動

車の臨時運行許可に関する施行細則（平成

４年７月世田谷区規則第86号）第９条の規

定に基づき告示する。 

  令和８年３月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 紛失によるもの 

世田谷総合支所許可分 

 品川69－24   品川74―72  

烏山総合支所許可分 

 品川69－37  

２ 回収不能によるもの 

北沢総合支所許可分 

 品川67－41  

烏山総合支所許可分 

 品川69－30  

                    

◎世田谷区告示第156号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月17日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区喜多見五丁目2960番３地

先無番 

３ 変更の区域 

延 長  8.23メートル 

幅 員  0.23メートルから 

     0.25メートル 

面 積  1.99平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月17日 

                    

◎世田谷区告示第157号 

区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。 

 この関係図面は、令和８年３月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月17日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 番号 

45－Ｚ192 

２ 区間 

世田谷区喜多見五丁目2963番１地

先無番から2939番５地先無番まで 

３ 廃止の期日 

令和８年３月17日 

                    

◎世田谷区告示第158号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第１

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに指定する。 

 この関係図面は、令和８年３月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－26－ 

  令和８年３月17日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

⑴ 45－Ｇ475 

⑵ 45－Ｇ476 

２ 指定する起終点 

⑴ 世田谷区喜多見五丁目2939番５地

先無番から2960番５地先無番まで 

⑵ 世田谷区喜多見五丁目2960番１地

先無番から2963番１地先無番まで 

３ 用途 

⑴ 区管理道路 

⑵ 区管理道路 

                    

◎世田谷区告示第159号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月17日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区桜新町一丁目23番28の内

から23番３の内まで 

３ 変更の区域 

延 長  11.28メートル 

幅 員  0.04メートルから 

     0.06メートルまで 

面 積  0.66平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月17日 

                    

◎世田谷区告示第160号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月17日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区北沢二丁目965番39から

965番37まで 

３ 変更の区域 

延 長  30.48メートル 

幅 員  0.70メートルから 

     0.72メートルまで 

面 積  21.62平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月17日 

                    

◎世田谷区告示第161号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月17日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

13－Ｄ248－16 

２ 変更の区間 

世田谷区池尻二丁目134番31の内 

３ 変更の区域 

延 長  22.11メートル 

幅 員  0.66メートルから 

     1.08メートルまで 

面 積  19.44平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月17日 

                    

◎世田谷区告示第162号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第１項第５号の規定による指定道路につ

いて、次のとおり指定の変更をした。 

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和８年３月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定変更番号  第2962号 

２ 指定変更年月日 令和８年３月18日 

３ 指定変更の位置 世田谷区上北沢一

丁目832番33の一

部 

４ 道路の幅員   4.00メートル 

５ 道路の延長   2.07メートル 

６ 申請者氏名   大野 邦子 

                    

◎世田谷区告示第163号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区砧五丁目151番28の内 

３ 変更の区域 

延 長  6.53メートル 

幅 員  0.00メートルから 

     0.28メートルまで 

面 積  0.92平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月19日 

                    

◎世田谷区告示第164号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区松原五丁目482番８から

482番７まで 

３ 変更の区域 

延 長  7.62メートル 

幅 員  0.63メートルから 

     0.64メートルまで 

面 積  4.94平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月19日 

                    

◎世田谷区告示第165号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第79

条第１項の規定により指定居宅介護支援事

業者を指定したので、同法第85条第１号の

規定により告示する。 

  令和８年３月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 事業所の名称  りはっぴぃのケア

マネジメント 

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区新

町二丁目35番27号 

３ 事業者の名称  株式会社りはっぴ

ぃ 

４ 指定年月日   令和８年４月１日 

５ サービスの種類 居宅介護支援 

                    

◎世田谷区告示第166号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

32－Ⅾ391－08 

２ 変更の区間 

世田谷区上馬三丁目873番27の内

から873番11まで 

３ 変更の区域 

延 長  20.79メートル 

幅 員  0.59メートルから 

     0.62メートルまで 

面 積  12.65平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月23日 

                    

◎世田谷区告示第167号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

この関係図面は、令和８年３月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

杉並区上高井戸二丁目349番32の

内 

３ 変更の区域 

延 長  2.15メートル 

幅 員  0.00メートルから 



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－26－ 

  令和８年３月17日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

⑴ 45－Ｇ475 

⑵ 45－Ｇ476 

２ 指定する起終点 

⑴ 世田谷区喜多見五丁目2939番５地

先無番から2960番５地先無番まで 

⑵ 世田谷区喜多見五丁目2960番１地

先無番から2963番１地先無番まで 

３ 用途 

⑴ 区管理道路 

⑵ 区管理道路 

                    

◎世田谷区告示第159号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月17日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区桜新町一丁目23番28の内

から23番３の内まで 

３ 変更の区域 

延 長  11.28メートル 

幅 員  0.04メートルから 

     0.06メートルまで 

面 積  0.66平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月17日 

                    

◎世田谷区告示第160号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月17日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区北沢二丁目965番39から

965番37まで 

３ 変更の区域 

延 長  30.48メートル 

幅 員  0.70メートルから 

     0.72メートルまで 

面 積  21.62平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月17日 

                    

◎世田谷区告示第161号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月17日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

13－Ｄ248－16 

２ 変更の区間 

世田谷区池尻二丁目134番31の内 

３ 変更の区域 

延 長  22.11メートル 

幅 員  0.66メートルから 

     1.08メートルまで 

面 積  19.44平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月17日 

                    

◎世田谷区告示第162号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第１項第５号の規定による指定道路につ

いて、次のとおり指定の変更をした。 

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和８年３月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定変更番号  第2962号 

２ 指定変更年月日 令和８年３月18日 

３ 指定変更の位置 世田谷区上北沢一

丁目832番33の一

部 

４ 道路の幅員   4.00メートル 

５ 道路の延長   2.07メートル 

６ 申請者氏名   大野 邦子 

                    

◎世田谷区告示第163号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区砧五丁目151番28の内 

３ 変更の区域 

延 長  6.53メートル 

幅 員  0.00メートルから 

     0.28メートルまで 

面 積  0.92平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月19日 

                    

◎世田谷区告示第164号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区松原五丁目482番８から

482番７まで 

３ 変更の区域 

延 長  7.62メートル 

幅 員  0.63メートルから 

     0.64メートルまで 

面 積  4.94平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月19日 

                    

◎世田谷区告示第165号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第79

条第１項の規定により指定居宅介護支援事

業者を指定したので、同法第85条第１号の

規定により告示する。 

  令和８年３月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 事業所の名称  りはっぴぃのケア

マネジメント 

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区新

町二丁目35番27号 

３ 事業者の名称  株式会社りはっぴ

ぃ 

４ 指定年月日   令和８年４月１日 

５ サービスの種類 居宅介護支援 

                    

◎世田谷区告示第166号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

32－Ⅾ391－08 

２ 変更の区間 

世田谷区上馬三丁目873番27の内

から873番11まで 

３ 変更の区域 

延 長  20.79メートル 

幅 員  0.59メートルから 

     0.62メートルまで 

面 積  12.65平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月23日 

                    

◎世田谷区告示第167号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

この関係図面は、令和８年３月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

杉並区上高井戸二丁目349番32の

内 

３ 変更の区域 

延 長  2.15メートル 

幅 員  0.00メートルから 

 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－27－ 

     0.17メートルまで 

面 積  0.19平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第168号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項及び第115条の15第２項の規

定による指定地域密着型サービス事業及び

指定地域密着型介護予防サービス事業の廃

止の届出があったので、同法第78条の11第

２号及び第115条の20第２号の規定により告

示する。 

  令和８年３月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   共用デイかたら

い 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

上祖師谷六丁目

７番23号 

 ３ 事業者の名称   特定非営利活動

法人語らいの家 

 ４ 廃止届受理年月日 令和８年２月26

日 

 ５ サービスの種類  認知症対応型通

所介護及び介護

予防認知症対応

型通所介護 

                    

◎世田谷区告示第169号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区世田谷一丁目280番24の

内 

３ 変更の区域 

延 長  7.17メートル 

幅 員  0.16メートルから 

     0.21メートルまで 

面 積  1.37平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月24日 

                    

◎世田谷区告示第170号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区喜多見八丁目2175番37の

内から2175番38の内まで 

３ 変更の区域 

延 長  24.64メートル 

幅 員  0.17メートルから 

     0.24メートルまで 

面 積  5.28平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月25日 

                    

◎世田谷区告示第171号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

40－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区宇奈根三丁目273番２の

内 

３ 変更の区域 

延 長  12.98メートル 

幅 員  0.18メートル 

面 積  2.38平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月25日 

                    

◎世田谷区告示第172号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

11－Ⅾ007－07 

２ 変更の区間 

世田谷区大原一丁目1171番５の内 

３ 変更の区域 

延 長  13.51メートル 

幅 員  0.63メートル 

面 積  8.56平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月25日 

                    

◎世田谷区告示第173号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区域 

世田谷区太子堂五丁目114番11 

３ 変更の区域 

延 長  24.27メートル 

幅 員  0.63メートルから 

     0.79メートルまで 

面 積  17.16平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月25日 

                    

◎世田谷区告示第174号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道路線の供用

を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

２－１ 

２ 供用開始の区間 

世田谷区給田二丁目368番10の内 

３ 供用開始の区域 

延 長  34.78メートル 

幅 員  0.00メートルから 

     4.50メートルまで 

面 積  88.01平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月25日 

                    

◎世田谷区告示第175号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

 この関係図面は、令和８年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

42－Ｇ113－02 

２ 一部を廃止する起終点 

（旧）世田谷区粕谷二丁目194番６

地先無番から194番７まで 

（新）世田谷区粕谷二丁目194番６

地先無番から194番７まで 

３ 廃止の期日 

令和８年３月25日 

                    

◎世田谷区告示第176号 

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和８年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第177号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区世田谷三丁目809番13地



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－28－ 

先無番 

３ 変更の区域 

延 長  9.01メートル 

幅 員  2.36メートル 

面 積  21.32平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月26日 

                    

◎世田谷区告示第178号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

 この関係図面は、令和８年３月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

21－Ｇ077 

２ 一部を廃止する起終点 

（旧）世田谷区桜一丁目735番７地

先無番から751番19地先無番

まで 

（新）世田谷区桜一丁目735番７地

先無番から751番18地先無番

まで 

３ 廃止の期日 

令和８年３月26日 

                    

◎世田谷区告示第179号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第１

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに指定する。 

 この関係図面は、令和８年３月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

21－Ｇ077－02 

２ 指定する起終点 

世田谷区桜一丁目751番58地先無

番から751番19地先無番まで 

３ 用途 

区管理道路 

                    

◎世田谷区告示第180号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区野毛一丁目83番３の内 

３ 変更の区域 

延 長  17.81メートル 

幅 員  0.63メートル 

面 積  11.30平方メートル 

４ 供用開始の期日 

    令和８年３月26日 

                    

◎世田谷区告示第181号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

33－Ⅾ180－15 

２ 変更の区間 

世田谷区奥沢三丁目347番18の内 

３ 変更の区域 

延 長  6.76メートル 

幅 員  0.63メートル 

面 積  4.29平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月26日 

                    

◎世田谷区告示第182号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区上馬四丁目33番10の内 

３ 変更の区域 

延 長  6.83メートル 

幅 員  0.21メートルから 

     0.22メートルまで 

面 積  1.51平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月27日 

                    

◎世田谷区告示第183号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

21－Ｄ104－05 

２ 変更の区間 

世田谷区若林五丁目583番３の内 

３ 変更の区域 

延 長  7.14メートル 

幅 員  0.17メートルから 

     0.19メートルまで 

面 積  1.32平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月27日 

                    

◎世田谷区告示第184号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区経堂三丁目427番12の内

から427番８の内まで 

３ 変更の区域 

延 長  5.24メートル 

幅 員  0.59メートルから 

     0.62メートルまで 

面 積  3.26平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月27日 

                    

◎世田谷区告示第185号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区粕谷二丁目190番１ 

３ 変更の区域 

延 長  12.26メートル 

幅 員  0.60メートルから 

     0.61メートルまで 

面 積  8.41平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月27日 

                    

◎世田谷区告示第186号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

32－Ⅾ314－06 

２ 変更の区間 

世田谷区野沢四丁目260番30の内

から260番29まで 

３ 変更の区域 

延 長  25.60メートル 

幅 員  0.26メートルから 

     0.43メートルまで 

面 積  7.98平方メートル 



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－28－ 

先無番 

３ 変更の区域 

延 長  9.01メートル 

幅 員  2.36メートル 

面 積  21.32平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月26日 

                    

◎世田谷区告示第178号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

 この関係図面は、令和８年３月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

21－Ｇ077 

２ 一部を廃止する起終点 

（旧）世田谷区桜一丁目735番７地

先無番から751番19地先無番

まで 

（新）世田谷区桜一丁目735番７地

先無番から751番18地先無番

まで 

３ 廃止の期日 

令和８年３月26日 

                    

◎世田谷区告示第179号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第１

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに指定する。 

 この関係図面は、令和８年３月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

21－Ｇ077－02 

２ 指定する起終点 

世田谷区桜一丁目751番58地先無

番から751番19地先無番まで 

３ 用途 

区管理道路 

                    

◎世田谷区告示第180号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区野毛一丁目83番３の内 

３ 変更の区域 

延 長  17.81メートル 

幅 員  0.63メートル 

面 積  11.30平方メートル 

４ 供用開始の期日 

    令和８年３月26日 

                    

◎世田谷区告示第181号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

33－Ⅾ180－15 

２ 変更の区間 

世田谷区奥沢三丁目347番18の内 

３ 変更の区域 

延 長  6.76メートル 

幅 員  0.63メートル 

面 積  4.29平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月26日 

                    

◎世田谷区告示第182号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区上馬四丁目33番10の内 

３ 変更の区域 

延 長  6.83メートル 

幅 員  0.21メートルから 

     0.22メートルまで 

面 積  1.51平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月27日 

                    

◎世田谷区告示第183号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

21－Ｄ104－05 

２ 変更の区間 

世田谷区若林五丁目583番３の内 

３ 変更の区域 

延 長  7.14メートル 

幅 員  0.17メートルから 

     0.19メートルまで 

面 積  1.32平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月27日 

                    

◎世田谷区告示第184号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区経堂三丁目427番12の内

から427番８の内まで 

３ 変更の区域 

延 長  5.24メートル 

幅 員  0.59メートルから 

     0.62メートルまで 

面 積  3.26平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月27日 

                    

◎世田谷区告示第185号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区粕谷二丁目190番１ 

３ 変更の区域 

延 長  12.26メートル 

幅 員  0.60メートルから 

     0.61メートルまで 

面 積  8.41平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月27日 

                    

◎世田谷区告示第186号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

32－Ⅾ314－06 

２ 変更の区間 

世田谷区野沢四丁目260番30の内

から260番29まで 

３ 変更の区域 

延 長  25.60メートル 

幅 員  0.26メートルから 

     0.43メートルまで 

面 積  7.98平方メートル 
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４ 供用開始の期日 

令和８年３月27日 

                    

◎世田谷区告示第187号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

31－18 

２ 変更の区間 

世田谷区宮坂三丁目2267番11の内

から2267番24まで 

３ 変更の区域 

延 長  3.67メートル 

幅 員  0.20メートル 

面 積  0.74平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月27日 

                    

◎世田谷区告示第188号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区池尻二丁目171番１の内 

３ 変更の区域 

延 長  8.30メートル 

幅 員  0.54メートルから 

     0.71メートルまで 

面 積  5.56平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月27日 

                    

◎世田谷区告示第189号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

21－Ｄ187－20 

２ 変更の区間 

世田谷区代田四丁目748番13の内

から748番46の内まで 

３ 変更の区域 

延 長  12.93メートル 

幅 員  0.61メートルから 

     0.68メートルまで 

面 積  8.33平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月27日 

                    

◎世田谷区告示第190号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

11－Ｄ001－08 

２ 変更の区間 

世田谷区大原一丁目1099番36の内 

３ 変更の区域 

延 長  8.66メートル 

幅 員  0.03メートルから 

     0.62メートルまで 

面 積  5.48平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月27日 

                    

◎世田谷区告示第191号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和８年３月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区駒沢三丁目38番１の内 

３ 変更の区域 

延 長  10.13メートル 

幅 員  0.44メートルから 

     0.52メートルまで 

面 積  4.90平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月27日 

                    

◎世田谷区告示第192号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の２第１項の規定により指定地域密着型

サービス事業者を指定したので、同法第78

条の11第１号の規定により告示する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 事業所の名称  ｆｕｒｅａｉ上野

毛店 

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区中

町四丁目17番10号

コーポＭＫ１階 

３ 事業者の名称  株式会社コンシェ

ルジュ24 

４ 指定年月日   令和８年４月１日 

５ サービスの種類 地域密着型通所介

護 

                    

◎世田谷区告示第193号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第１項第５号の規定による指定道路につ

いて、次のとおり指定の取消しをした。 

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定取消番号  第2964号 

２ 指定取消年月日 令和８年３月26日 

３ 指定取消の位置 世田谷区上馬五丁

目116番１の一部、

116番９の一部、

116番27の一部、

118番１の一部 

４ 道路の幅員   4.00メートル 

５ 道路の延長   23.08メートル 

６ 申請者氏名   西村 雅子 

          西村 洋子 

                    

◎世田谷区告示第194号 

令和８年３月27日世田谷区議会において

議決を得た次の予算について、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第219条第２項の規

定に基づき別添のとおり公表する。 

令和８年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 令和８年度世田谷区一般会計予算 

２ 令和８年度世田谷区国民健康保険事

業会計予算 

３ 令和８年度世田谷区後期高齢者医療

会計予算 

４ 令和８年度世田谷区介護保険事業会

計予算 

別添省略 

                    

◎世田谷区告示第195号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

⑴ 28－１ 

⑵ 28－１ 

２ 変更の区間 

⑴ 世田谷区若林三丁目114番14の内 

⑵ 世田谷区若林三丁目114番14の内 

３ 変更の区域 

⑴ 面 積  0.30平方メートル 

⑵ 延 長  15.51メートル 

    幅 員  0.30メートルから 

         0.63メートルまで 

    面 積  7.62平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月30日 

                    

◎世田谷区告示第196号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月30日から
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15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

13－Ⅾ526－05 

２ 変更の区間 

世田谷区野沢一丁目48番１の内か

ら48番10まで 

３ 変更の区域 

延 長  3.96メートル 

幅 員  0.63メートル 

面 積  2.55平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月30日 

                    

◎世田谷区告示第197号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区宮坂一丁目2455番26地先

無番 

３ 変更の区域 

延 長  8.82メートル 

幅 員  0.63メートル 

面 積  5.60平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月30日 

                    

◎世田谷区告示第198号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

この関係図面は、令和８年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

23－Ｇ099－02 

２ 一部を廃止する起終点 

（旧）世田谷区宮坂一丁目2455番27

地先無番から2455番26地先無

番まで 

（新）世田谷区宮坂一丁目2455番27

地先無番から2455番20地先無

番まで 

３ 廃止の期日 

令和８年３月30日 

                    

◎世田谷区告示第199号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区経堂三丁目144番２の内 

３ 変更の区域 

延 長  6.12メートル 

幅 員  0.63メートルから 

     0.64メートルまで 

面 積  4.06平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月30日 

                    

◎世田谷区告示第200号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区北沢五丁目811番５の内

から811番28の内まで 

３ 変更の区域 

延 長  5.63メートル 

幅 員  0.17メートルから 

     0.21メートルまで 

面 積  1.05平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月30日 

                    

◎世田谷区告示第201号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区松原一丁目57番21 

３ 変更の区域 

延 長  19.97メートル 

幅 員  0.62メートルから 

     0.63メートルまで 

面 積  12.49平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月30日 

                    

◎世田谷区告示第202号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区駒沢二丁目977番５の内 

３ 変更の区域 

延 長  7.69メートル 

幅 員  0.17メートル 

面 積  1.35平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第203号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

⑴ 28－１ 

⑵ 36－１ 

２ 変更の区間 

⑴ 世田谷区宇奈根二丁目245番13の

内 

⑵ 世田谷区宇奈根二丁目245番13の

内から245番12の内まで 

３ 変更の区域 

⑴ 延 長  19.41メートル 

    幅 員  0.62メートルから 

         0.63メートルまで 

    面 積  13.50平方メートル 

⑵ 延 長  21.35メートル 

    幅 員  0.63メートルから 

         1.03メートルまで 

    面 積  14.29平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第204号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区赤堤四丁目895番８の内

から895番２の内まで 

３ 変更の区域 

延 長  23.83メートル 

幅 員  0.14メートルから 

     0.19メートルまで 

面 積  3.90平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第205号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 
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15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

13－Ⅾ526－05 

２ 変更の区間 

世田谷区野沢一丁目48番１の内か

ら48番10まで 

３ 変更の区域 

延 長  3.96メートル 

幅 員  0.63メートル 

面 積  2.55平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月30日 

                    

◎世田谷区告示第197号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区宮坂一丁目2455番26地先

無番 

３ 変更の区域 

延 長  8.82メートル 

幅 員  0.63メートル 

面 積  5.60平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月30日 

                    

◎世田谷区告示第198号 

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

この関係図面は、令和８年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 指定番号 

23－Ｇ099－02 

２ 一部を廃止する起終点 

（旧）世田谷区宮坂一丁目2455番27

地先無番から2455番26地先無

番まで 

（新）世田谷区宮坂一丁目2455番27

地先無番から2455番20地先無

番まで 

３ 廃止の期日 

令和８年３月30日 

                    

◎世田谷区告示第199号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区経堂三丁目144番２の内 

３ 変更の区域 

延 長  6.12メートル 

幅 員  0.63メートルから 

     0.64メートルまで 

面 積  4.06平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月30日 

                    

◎世田谷区告示第200号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区北沢五丁目811番５の内

から811番28の内まで 

３ 変更の区域 

延 長  5.63メートル 

幅 員  0.17メートルから 

     0.21メートルまで 

面 積  1.05平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月30日 

                    

◎世田谷区告示第201号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区松原一丁目57番21 

３ 変更の区域 

延 長  19.97メートル 

幅 員  0.62メートルから 

     0.63メートルまで 

面 積  12.49平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月30日 

                    

◎世田谷区告示第202号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区駒沢二丁目977番５の内 

３ 変更の区域 

延 長  7.69メートル 

幅 員  0.17メートル 

面 積  1.35平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第203号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

⑴ 28－１ 

⑵ 36－１ 

２ 変更の区間 

⑴ 世田谷区宇奈根二丁目245番13の

内 

⑵ 世田谷区宇奈根二丁目245番13の

内から245番12の内まで 

３ 変更の区域 

⑴ 延 長  19.41メートル 

    幅 員  0.62メートルから 

         0.63メートルまで 

    面 積  13.50平方メートル 

⑵ 延 長  21.35メートル 

    幅 員  0.63メートルから 

         1.03メートルまで 

    面 積  14.29平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第204号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区赤堤四丁目895番８の内

から895番２の内まで 

３ 変更の区域 

延 長  23.83メートル 

幅 員  0.14メートルから 

     0.19メートルまで 

面 積  3.90平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第205号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 
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 この関係図面は、令和８年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区下馬一丁目102番12から

102番14まで 

３ 変更の区域 

延 長  12.94メートル 

幅 員  0.19メートル 

面 積  2.46平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第206号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

40－14 

２ 変更の区間 

世田谷区代沢二丁目124番27の内 

３ 変更の区域 

延 長  9.12メートル 

幅 員  0.12メートルから 

     0.18メートルまで 

面 積  1.40平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第207号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区代田三丁目770番３の内 

３ 変更の区域 

延 長  13.49メートル 

幅 員  0.12メートルから 

     0.24メートルまで 

面 積  2.50平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第208号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区玉堤一丁目2358番の内 

３ 変更の区域 

延 長  18.09メートル 

幅 員  0.17メートルから 

     0.30メートルまで 

面 積  4.40平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第209号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

⑴ 28－１ 

⑵ 28－１ 

２ 変更の区間 

⑴ 世田谷区桜丘四丁目3151番２の内 

⑵ 世田谷区桜丘四丁目3151番２の内 

３ 変更の区域 

⑴ 延 長  29.57メートル 

    幅 員  0.15メートルから 

         0.64メートルまで 

    面 積  4.83平方メートル 

⑵ 延 長  21.13メートル 

    幅 員  0.61メートル 

    面 積  14.23平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第210号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区上北沢四丁目1110番160

の内 

３ 変更の区域 

延 長  4.09メートル 

幅 員  0.48メートル 

面 積  1.99平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第211号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

⑴ 28－１ 

⑵ 42－13 

２ 変更の区間 

⑴ 世田谷区新町二丁目279番１の内 

⑵ 世田谷区新町二丁目279番１の内 

３ 変更の区域 

⑴ 延 長  18.74メートル 

    幅 員  0.08メートルから 

         0.11メートルまで 

    面 積  1.88平方メートル 

⑵ 面 積  1.02平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第212号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

28－１ 

２ 変更の区間 

世田谷区北沢四丁目888番41の内 

３ 変更の区域 

延 長  15.20メートル 

幅 員  0.25メートルから 

         0.37メートルまで 

面 積  4.00平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第213号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

⑴ 28－１ 

⑵ 28－１ 

２ 変更の区間 

⑴ 世田谷区羽根木二丁目1720番12の

内 

⑵ 世田谷区羽根木二丁目1720番12の

内 

３ 変更の区域 

⑴ 延 長  10.31メートル 

    幅 員  0.66メートルから 

         0.72メートルまで 

    面 積  9.71平方メートル 

⑵ 延 長  11.93メートル 

幅 員  0.72メートルから 

     0.89メートルまで 

面 積  9.61平方メートル 
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４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第214号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

33－25 

２ 変更の区間 

世田谷区代田五丁目700番９の内

から700番17の内まで 

３ 変更の区域 

延 長  13.76メートル 

幅 員  0.18メートル 

面 積  2.50平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第215号 

 次のとおり都市公園の区域を変更するの

で、世田谷区立公園条例（昭和33年４月世

田谷区条例第４号）第２条の２の規定に基

づき告示する。 

  令和８年３月31日 

 世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 名     称  世田谷区立成城

みつ池緑地 

２ 位     置  東京都世田谷区

成城四丁目20番

８号 

３ 区     域  別紙案内図のと

おり 

４ 変 更 の 期 日  令和８年３月31

日 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第216号 

 次のとおり都市公園の区域を変更するの

で、世田谷区立公園条例（昭和33年４月世

田谷区条例第４号）第２条の２の規定に基

づき告示する。 

  令和８年３月31日 

 世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 名     称  世田谷区立成城

みつ池北緑地 

２ 位     置  東京都世田谷区

成城四丁目22番

31号 

３ 区     域  別紙案内図のと

おり 

４ 変 更 の 期 日  令和８年３月31

日 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第217号 

次のとおり都市公園の区域を変更するの

で、世田谷区立公園条例（昭和33年４月世

田谷区条例第４号）第２条の２の規定に基

づき告示する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 名     称  世田谷区立明正

公園 

 ２ 位     置  東京都世田谷区

成城三丁目１番

８号 

 ３ 区     域  別紙案内図のと

おり 

 ４ 変 更 の 期 日  令和８年３月31

日 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第218号 

次のとおり都市公園の区域を変更するの

で、世田谷区立公園条例（昭和33年４月世

田谷区条例第４号）第２条の２の規定に基

づき告示する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 名     称  世田谷区立八幡

山三丁目公園 

 ２ 位     置  東京都世田谷区

八幡山三丁目９

番21号 

 ３ 区     域  別紙案内図のと

おり 

 ４ 変 更 の 期 日  令和８年３月31

日 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第219号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243

条の２第３項の規定による指定公金事務取

扱者の名称及び事務所の所在地を変更する

届出があったので、同条第４項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 名 称 

⑴ 変更前 イオンマーケット株式会

社 

  変更後 株式会社イオンフードス

タイル 

⑵ 変更前 株式会社ダイエー 

  変更後 株式会社イオンフードス

タイル 

２ 所在地 

⑴ 変更前 東京都杉並区阿佐谷南一

丁目32番10号 

  変更後 東京都江東区東陽二丁目

２番20号東陽駅前ビル 

⑵ 変更前 兵庫県神戸市中央区港島

中町四丁目１番１ 

  変更後 東京都江東区東陽二丁目

２番20号東陽駅前ビル 

３ 変更年月日 

令和８年３月１日 

                    

公   告 
                    

◎世田谷区公告第16号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和８年３月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

給田五丁目 

12番３ 

12番６ 

12番７ 

12番18 

12番49 

12番50 

12番51 

12番52 

12番53 

12番54 

12番55 

12番56 

12番57 

12番７地先無番 

東京都立川市 

高松町一丁目23番16

号 

株式会社ノーヴァ・

アソシエイツ 

代表取締役 濱中 

敏之 

                    

◎世田谷区公告第17号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項において準用する同法第20条第１

項の規定による都市計画の図書の写しの送

付を受けたので、同法第21条第２項におい

て準用する同法第20条第２項の規定により、

次のとおり公衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 都市計画の種類 

    東京都市計画用途地域 

 ２ 縦覧場所 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区公告第18号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項において準用する同法第20条第１

項の規定による都市計画の図書の写しの送

付を受けたので、同法第21条第２項におい

て準用する同法第20条第２項の規定により、

次のとおり公衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 都市計画の種類 

    東京都市計画土地区画整理事業

（世田谷南部土地区画整理事業） 

 ２ 縦覧場所 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区公告第19号 

屋外広告物法（昭和24年法律第189号）第

７条第４項の規定に基づき除却した屋外広

告物等を別紙のとおり保管しているので公

告する。 

  令和８年３月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区公告第20号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発
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４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第214号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

この関係図面は、令和８年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 認定番号 

33－25 

２ 変更の区間 

世田谷区代田五丁目700番９の内

から700番17の内まで 

３ 変更の区域 

延 長  13.76メートル 

幅 員  0.18メートル 

面 積  2.50平方メートル 

４ 供用開始の期日 

令和８年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第215号 

 次のとおり都市公園の区域を変更するの

で、世田谷区立公園条例（昭和33年４月世

田谷区条例第４号）第２条の２の規定に基

づき告示する。 

  令和８年３月31日 

 世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 名     称  世田谷区立成城

みつ池緑地 

２ 位     置  東京都世田谷区

成城四丁目20番

８号 

３ 区     域  別紙案内図のと

おり 

４ 変 更 の 期 日  令和８年３月31

日 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第216号 

 次のとおり都市公園の区域を変更するの

で、世田谷区立公園条例（昭和33年４月世

田谷区条例第４号）第２条の２の規定に基

づき告示する。 

  令和８年３月31日 

 世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 名     称  世田谷区立成城

みつ池北緑地 

２ 位     置  東京都世田谷区

成城四丁目22番

31号 

３ 区     域  別紙案内図のと

おり 

４ 変 更 の 期 日  令和８年３月31

日 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第217号 

次のとおり都市公園の区域を変更するの

で、世田谷区立公園条例（昭和33年４月世

田谷区条例第４号）第２条の２の規定に基

づき告示する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 名     称  世田谷区立明正

公園 

 ２ 位     置  東京都世田谷区

成城三丁目１番

８号 

 ３ 区     域  別紙案内図のと

おり 

 ４ 変 更 の 期 日  令和８年３月31

日 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第218号 

次のとおり都市公園の区域を変更するの

で、世田谷区立公園条例（昭和33年４月世

田谷区条例第４号）第２条の２の規定に基

づき告示する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 名     称  世田谷区立八幡

山三丁目公園 

 ２ 位     置  東京都世田谷区

八幡山三丁目９

番21号 

 ３ 区     域  別紙案内図のと

おり 

 ４ 変 更 の 期 日  令和８年３月31

日 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第219号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243

条の２第３項の規定による指定公金事務取

扱者の名称及び事務所の所在地を変更する

届出があったので、同条第４項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 名 称 

⑴ 変更前 イオンマーケット株式会

社 

  変更後 株式会社イオンフードス

タイル 

⑵ 変更前 株式会社ダイエー 

  変更後 株式会社イオンフードス

タイル 

２ 所在地 

⑴ 変更前 東京都杉並区阿佐谷南一

丁目32番10号 

  変更後 東京都江東区東陽二丁目

２番20号東陽駅前ビル 

⑵ 変更前 兵庫県神戸市中央区港島

中町四丁目１番１ 

  変更後 東京都江東区東陽二丁目

２番20号東陽駅前ビル 

３ 変更年月日 

令和８年３月１日 

                    

公   告 
                    

◎世田谷区公告第16号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和８年３月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

給田五丁目 

12番３ 

12番６ 

12番７ 

12番18 

12番49 

12番50 

12番51 

12番52 

12番53 

12番54 

12番55 

12番56 

12番57 

12番７地先無番 

東京都立川市 

高松町一丁目23番16

号 

株式会社ノーヴァ・

アソシエイツ 

代表取締役 濱中 

敏之 

                    

◎世田谷区公告第17号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項において準用する同法第20条第１

項の規定による都市計画の図書の写しの送

付を受けたので、同法第21条第２項におい

て準用する同法第20条第２項の規定により、

次のとおり公衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 都市計画の種類 

    東京都市計画用途地域 

 ２ 縦覧場所 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区公告第18号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項において準用する同法第20条第１

項の規定による都市計画の図書の写しの送

付を受けたので、同法第21条第２項におい

て準用する同法第20条第２項の規定により、

次のとおり公衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 都市計画の種類 

    東京都市計画土地区画整理事業

（世田谷南部土地区画整理事業） 

 ２ 縦覧場所 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区公告第19号 

屋外広告物法（昭和24年法律第189号）第

７条第４項の規定に基づき除却した屋外広

告物等を別紙のとおり保管しているので公

告する。 

  令和８年３月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区公告第20号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発
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行為に関する工事は、完了した。 

  令和８年３月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

給田四丁目 

134番１ 

134番10 

東京都杉並区 

阿佐谷南三丁目35番

21号 

株式会社細田工務店 

代表取締役 野村 

孝一郎 

                    

◎世田谷区公告第21号 

東京都収用委員会から、土地収用法（昭

和26年法律第219号）第42条第１項の規定に

よる裁決申請書及びその添付書類の写し並

びに同法第47条の３第１項に規定する書類

並びに同法第47条の４第１項の規定による

書類の写しの送付を受けたので、同法第42

条第２項の規定及び同法第47条の４第２項

において準用する同法第42条第２項の規定

により、次のとおり公告し、当該書類を公

衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 起業者の名称 

東京都 

２ 事件名 

令和８年第５号 令和８年第５号

の２ 

東京都市計画道路事業区画街路都

市高速鉄道第10号線付属街路第14号

線のための土地収用事件 

３ 収用しようとする土地の所在、地番

及び地目 

東京都世田谷区南烏山五丁目709

番14 山林 

４ 縦覧場所 

東京都世田谷区玉川一丁目20番１

号 

世田谷区道路・交通計画部交通政

策課 

５ 縦覧期間 

令和８年３月16日から同年３月30

日まで 

                    

◎世田谷区公告第22号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和８年３月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

喜多見一丁目 

3975番２ 

3975番９ 

 3975番10の一部 

東京都武蔵野市 

境二丁目２番２号 

株式会社飯田産業 

代表取締役 築地 

重彦 

                    

◎世田谷区公告第23号 

東京都収用委員会から、土地収用法（昭

和26年法律第219号）第42条第１項の規定に

よる裁決申請書及びその添付書類の写し並

びに同法第47条の３第１項に規定する書類

並びに同法第47条の４第１項の規定による

書類の写しの送付を受けたので、同法第42

条第２項の規定及び同法第47条の４第２項

において準用する同法第42条第２項の規定

により、次のとおり公告し、当該書類を公

衆の縦覧に供する。 

  令和８年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 起業者の名称 

東京都 

２ 事件名 

令和８年第６号 令和８年第６号

の２ 

東京都市計画都市高速鉄道事業第

10号線のための土地収用事件 

３ 収用しようとする土地の所在、地番

及び地目 

東京都世田谷区南烏山五丁目709

番15 宅地 

４ 縦覧場所 

東京都世田谷区玉川一丁目20番１

号 

世田谷区道路・交通計画部交通政

策課 

５ 縦覧期間 

令和８年３月26日から同年４月９

日まで 

                    

◎世田谷区公告第24号 

 予防接種法（昭和23年法律第68号）第５

条第１項の規定に基づき、各種予防接種を

次のとおり実施するので、予防接種法施行

令（昭和23年政令第197号）第５条の規定に

より公告する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 予防接種の種類、予防接種の対象者、

予防接種を行う期間及び予防接種を受

けるに当たって注意すべき事項 

別紙のとおり 

２ 予防接種を行う場所 

別紙のとおり 

別紙省略 

                    

◎世田谷区公告第25号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63

条第２項において準用する同法第62条第１

項の規定による都市計画事業の事業計画の

変更図書の写しの送付を受けたので、同法

第63条第２項において準用する同法第62条

第２項の規定により、次のとおり公衆の縦

覧に供する。 

また、同法第66条の規定により公告すべ

き事項も併せて公告する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

    東京都市計画道路事業幹線街路補

助線街路第217号線 

２ 縦覧場所 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

３ 施行者の名称 

    世田谷区 

４ 事務所の所在地 

    世田谷区世田谷四丁目21番27号 

５ 事業施行期間 

    変更前 

令和元年７月２日から令和８年

３月31日まで 

    変更後 

令和元年７月２日から令和13年

３月31日まで 

６ 事業地の所在 

    収用の部分 

     変更なし 

    使用の部分 

     変更なし 

                    

規   則（教） 
                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和８年３月13日 

世田谷区教育委員会 

 

世田谷区教育委員会規則第２号 

 世田谷区学校給食費に関する規則の一部

を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第３号 

 幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給

等に関する規則の一部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第４号 

 幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当

に関する規則の一部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第５号 

 幼稚園教育職員の管理職手当に関する規

則の一部を改正する規則 

                    

   世田谷区学校給食費に関する規則の

一部を改正する規則 

 世田谷区学校給食費に関する規則（平成

28年12月世田谷区教育委員会規則第21号）

の一部を次のように改正する。 

 別表１の項中「313円」を「354円」に改

め、同表２の項中「349円」を「395円」に

改め、同表３の項中「377円」を「427円」

に改め、同表４の項中「401円」を「454円」

に改め、同表５の項中「432円」を「489円」

に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   幼稚園教育職員の初任給、昇格及び

昇給等に関する規則の一部を改正す

る規則 

 幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給

等に関する規則（平成12年３月世田谷区教

育委員会規則第12号）の一部を次のように

改正する。 

 第４条第３項中「３月で除した数」を「12

月（次条による場合を除き、その者の経験

年数のうち人事委員会の定める年数を超え

る経験年数の月数にあっては、18月）で除

した数に４を乗じて得た数」に改める。 

 第６条第１項中「あらかじめ人事委員会

と協議して」を「別に」に改める。 

   附 則 
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 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   幼稚園教育職員の管理職員特別勤務

手当に関する規則の一部を改正する

規則 

 幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当

に関する規則（平成12年３月世田谷区教育

委員会規則第16号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第２項中「第23条第３項第１号」

を「第23条第３項」に、「、勤務」を「、同

条第１項本文の勤務」に改める。 

 第３条第２項を削る。 

 第４条を第５条とし、第３条の次に次の

１条を加える。 

第４条 次に掲げる場合には、条例第23条

第２項の規定による管理職員特別勤務手

当を支給しない。この場合において、条

例第10条の規定に基づき管理職手当の支

給を受ける職員がした条例第23条第２項

の勤務は、同条第１項本文の勤務とみな

す。 

 ⑴ 条例第23条第１項本文の勤務をした

後、引き続いて同条第２項の勤務をし

た場合 

 ⑵ 条例第23条第２項の勤務をした後、

引き続いて同条第１項本文の勤務をし

た場合 

 附則第２項中「第３条第１項第１号」を

「第３条第１号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   幼稚園教育職員の管理職手当に関す

る規則の一部を改正する規則 

 幼稚園教育職員の管理職手当に関する規

則（平成12年３月世田谷区教育委員会規則

第14号）の一部を次のように改正する。 

 別表園長の項中「89,600円」を「93,500円」

に、「70,800円」を「74,200円」に改め、同

表副園長の項中「64,700円」を「67,700円」

に、「41,900円」を「49,400円」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区教育委員会 

 

世田谷区教育委員会規則第６号 

 世田谷区教育委員会事務局組織規則の一

部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第７号 

 世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に

関する規則の一部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第８号 

 世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

設置に関する規則の一部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第９号 

 世田谷区立学校管理運営規則の一部を改

正する規則 

世田谷区教育委員会規則第10号 

 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

の一部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第11号 

 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則

の一部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第12号 

 世田谷区学校運営協議会の運営等に関す

る規則の一部を改正する規則 

                    

   世田谷区教育委員会事務局組織規則

の一部を改正する規則 

 世田谷区教育委員会事務局組織規則（平

成４年３月世田谷区教育委員会規則第１号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表中「教育環境課」を 

「施設計画課 
       に改める。 
 施設整備課」 

 第６条の次に次の１条を加える。 

（全ての職員の職責） 

第６条の２ 職員は、次条に定める分掌事

務及び担任事務のほか、災害及び健康危

機に係る施策の策定及び推進に関する事

務を掌理する。 

 第７条第１項の表以外の部分中「教育環

境課」を「施設計画課、施設整備課」に改

め、同表教育総務課の部経理係の項第３号

中「借入れ」を「借受け」に改め、同表学

校健康推進課の部学校給食係の項に次の１

号を加える。 

   ⑹ 学校給食費の収納及び管理に関

すること。 

 第７条第１項の表学校健康推進課の部公

会計担当係長の項を削り、同表教育環境課

の部中「教育環境課」を「施設計画課」に

改め、同部教育環境担当係長の項中「教育

環境担当係長」を「施設計画担当係長」に

改め、同項第２号中「施設台帳の総括」を 

「学校教育施設に係る計画及び整備方針等」

に改め、同項第３号中「用地取得」の次に 

「及び財産処理等」を加え、同項第４号中「義

務教育施設整備基金」を「義務教育施設整

備基金等」に改め、同項第５号中「学校教

育施設の建設及び維持管理」を「施設計画

課及び施設整備課間の連絡調整」に改め、

同項中第６号から第９号までを削り、同部

の次に次のように加える。 

 施設整備課 

  施設整備担当係長 

⑴ 施設台帳の総括に関すること。 

⑵ 学校教育施設の建設及び維持管

理に関すること。 

⑶ 学校教育施設の増改築及び改修

等に関すること。 

⑷ 学校教育施設の増改築及び改修

に係る国庫補助に関すること。 

⑸ 学校教育施設の改築に係る基本

構想に関すること。 

⑹ 工事検査に関すること。 

 第７条第２項の表学校職員課の部職員係

の項中第７号及び第８号を削り、第９号を

第７号とし、第10号から第12号までを２号

ずつ繰り上げ、同表教育指導課の部人事係

の項第１号中「幼稚園教職員、学校栄養職

員」を「学校栄養職員」に改め、同項第２

号中「（幼稚園に係る者を除く。）」を削り、

同項第３号中「幼稚園教職員、学校栄養職

員」を「学校栄養職員」に改め、同項第４

号中「幼稚園教職員」を「学校栄養職員及

び事務職員」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区教育委員会非常勤職員の設

置に関する規則の一部を改正する規

則 

 世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に

関する規則（平成２年３月世田谷区教育委

員会規則第２号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１に次のように加える。 

区政専門

員（不登

校支援の

充実） 

１ 心理職の育成及びキャリ

ア形成に関する助言及び提

案並びに区長部局との連携

及び調整に関すること。 

２ 北沢学園中学校の教育内

容及び学校運営に関する指

導及び助言並びに関係機関

との連携及び調整に関する

こと。 

３ 北沢学園中学校に併設す

るほっとスクール「北沢」及

び北沢子どもの居場所「きた

っこ」との連携及び交流に関

すること。 

４ ほっとルーム（校内別室）

の事業の評価及び検証に関

する助言及び提案に関する

こと。 

 別表第２に次のように加える。 

区政専門

員（不登

校支援の

充実） 

別表第１に掲げる区政専門員

（不登校支援の充実）の職務を

遂行するために必要な識見、能

力及び経験を有すると認めら

れる者 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区教育委員会会計年度任用職

員の設置に関する規則の一部を改正

する規則 

 世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

設置に関する規則（令和元年10月世田谷区

教育委員会規則第15号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１預かり保育補助員の項を削り、

同表学級経営支援教員の項職務の欄第３号

中「一時的な欠員代替業務」を「新規教員

の育成に係る計画の立案及び育成の実施に

係る支援」に改め、同欄第４号中「前３号」

を「前各号」に改め、同号を同欄第５号と

し、同欄第３号の次に次の１号を加える。 

 ４ 区立小学校における適切な職場環境

の整備に係る支援に関すること。 

 別表第２預かり保育補助員の項を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－34－ 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   幼稚園教育職員の管理職員特別勤務

手当に関する規則の一部を改正する

規則 

 幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当

に関する規則（平成12年３月世田谷区教育

委員会規則第16号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第２項中「第23条第３項第１号」

を「第23条第３項」に、「、勤務」を「、同

条第１項本文の勤務」に改める。 

 第３条第２項を削る。 

 第４条を第５条とし、第３条の次に次の

１条を加える。 

第４条 次に掲げる場合には、条例第23条

第２項の規定による管理職員特別勤務手

当を支給しない。この場合において、条

例第10条の規定に基づき管理職手当の支

給を受ける職員がした条例第23条第２項

の勤務は、同条第１項本文の勤務とみな

す。 

 ⑴ 条例第23条第１項本文の勤務をした

後、引き続いて同条第２項の勤務をし

た場合 

 ⑵ 条例第23条第２項の勤務をした後、

引き続いて同条第１項本文の勤務をし

た場合 

 附則第２項中「第３条第１項第１号」を

「第３条第１号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   幼稚園教育職員の管理職手当に関す

る規則の一部を改正する規則 

 幼稚園教育職員の管理職手当に関する規

則（平成12年３月世田谷区教育委員会規則

第14号）の一部を次のように改正する。 

 別表園長の項中「89,600円」を「93,500円」

に、「70,800円」を「74,200円」に改め、同

表副園長の項中「64,700円」を「67,700円」

に、「41,900円」を「49,400円」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区教育委員会 

 

世田谷区教育委員会規則第６号 

 世田谷区教育委員会事務局組織規則の一

部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第７号 

 世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に

関する規則の一部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第８号 

 世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

設置に関する規則の一部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第９号 

 世田谷区立学校管理運営規則の一部を改

正する規則 

世田谷区教育委員会規則第10号 

 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

の一部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第11号 

 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則

の一部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第12号 

 世田谷区学校運営協議会の運営等に関す

る規則の一部を改正する規則 

                    

   世田谷区教育委員会事務局組織規則

の一部を改正する規則 

 世田谷区教育委員会事務局組織規則（平

成４年３月世田谷区教育委員会規則第１号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表中「教育環境課」を 

「施設計画課 
       に改める。 
 施設整備課」 

 第６条の次に次の１条を加える。 

（全ての職員の職責） 

第６条の２ 職員は、次条に定める分掌事

務及び担任事務のほか、災害及び健康危

機に係る施策の策定及び推進に関する事

務を掌理する。 

 第７条第１項の表以外の部分中「教育環

境課」を「施設計画課、施設整備課」に改

め、同表教育総務課の部経理係の項第３号

中「借入れ」を「借受け」に改め、同表学

校健康推進課の部学校給食係の項に次の１

号を加える。 

   ⑹ 学校給食費の収納及び管理に関

すること。 

 第７条第１項の表学校健康推進課の部公

会計担当係長の項を削り、同表教育環境課

の部中「教育環境課」を「施設計画課」に

改め、同部教育環境担当係長の項中「教育

環境担当係長」を「施設計画担当係長」に

改め、同項第２号中「施設台帳の総括」を 

「学校教育施設に係る計画及び整備方針等」

に改め、同項第３号中「用地取得」の次に 

「及び財産処理等」を加え、同項第４号中「義

務教育施設整備基金」を「義務教育施設整

備基金等」に改め、同項第５号中「学校教

育施設の建設及び維持管理」を「施設計画

課及び施設整備課間の連絡調整」に改め、

同項中第６号から第９号までを削り、同部

の次に次のように加える。 

 施設整備課 

  施設整備担当係長 

⑴ 施設台帳の総括に関すること。 

⑵ 学校教育施設の建設及び維持管

理に関すること。 

⑶ 学校教育施設の増改築及び改修

等に関すること。 

⑷ 学校教育施設の増改築及び改修

に係る国庫補助に関すること。 

⑸ 学校教育施設の改築に係る基本

構想に関すること。 

⑹ 工事検査に関すること。 

 第７条第２項の表学校職員課の部職員係

の項中第７号及び第８号を削り、第９号を

第７号とし、第10号から第12号までを２号

ずつ繰り上げ、同表教育指導課の部人事係

の項第１号中「幼稚園教職員、学校栄養職

員」を「学校栄養職員」に改め、同項第２

号中「（幼稚園に係る者を除く。）」を削り、

同項第３号中「幼稚園教職員、学校栄養職

員」を「学校栄養職員」に改め、同項第４

号中「幼稚園教職員」を「学校栄養職員及

び事務職員」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区教育委員会非常勤職員の設

置に関する規則の一部を改正する規

則 

 世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に

関する規則（平成２年３月世田谷区教育委

員会規則第２号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１に次のように加える。 

区政専門

員（不登

校支援の

充実） 

１ 心理職の育成及びキャリ

ア形成に関する助言及び提

案並びに区長部局との連携

及び調整に関すること。 

２ 北沢学園中学校の教育内

容及び学校運営に関する指

導及び助言並びに関係機関

との連携及び調整に関する

こと。 

３ 北沢学園中学校に併設す

るほっとスクール「北沢」及

び北沢子どもの居場所「きた

っこ」との連携及び交流に関

すること。 

４ ほっとルーム（校内別室）

の事業の評価及び検証に関

する助言及び提案に関する

こと。 

 別表第２に次のように加える。 

区政専門

員（不登

校支援の

充実） 

別表第１に掲げる区政専門員

（不登校支援の充実）の職務を

遂行するために必要な識見、能

力及び経験を有すると認めら

れる者 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区教育委員会会計年度任用職

員の設置に関する規則の一部を改正

する規則 

 世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

設置に関する規則（令和元年10月世田谷区

教育委員会規則第15号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１預かり保育補助員の項を削り、

同表学級経営支援教員の項職務の欄第３号

中「一時的な欠員代替業務」を「新規教員

の育成に係る計画の立案及び育成の実施に

係る支援」に改め、同欄第４号中「前３号」

を「前各号」に改め、同号を同欄第５号と

し、同欄第３号の次に次の１号を加える。 

 ４ 区立小学校における適切な職場環境

の整備に係る支援に関すること。 

 別表第２預かり保育補助員の項を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－35－ 

   世田谷区立学校管理運営規則の一部

を改正する規則 

 世田谷区立学校管理運営規則（昭和53年

９月世田谷区教育委員会規則第７号）の一

部を次のように改正する。 

 第12条を次のように改める。 

（主任教諭等） 

第12条 小・中学校に、主務教諭を置くこ

とができる。 

２ 主務教諭は、児童又は生徒の教育をつ

かさどり、及び命を受けて小・中学校の

教育活動に関し教諭その他の職員間にお

ける総合的な調整を行う。 

３ 主務教諭の職名は、主任教諭とする。 

４ 小・中学校の実情に照らし必要がある

と認めるときは、児童又は生徒の養護を

つかさどり、及び命を受けて小・中学校

の教育活動に関し教諭その他の職員間に

おける総合的な調整を行う主務教諭を置

くことができる。 

５ 第３項の規定にかかわらず、前項に規

定する主務教諭の職名は、主任養護教諭

とする。 

６ 小・中学校の実情に照らし必要がある

と認めるときは、児童又は生徒の栄養の

指導及び管理をつかさどり、並びに命を

受けて小・中学校の教育活動に関し教諭

その他の職員間における総合的な調整を

行う主務教諭を置くことができる。 

７ 第３項の規定にかかわらず、前項に規

定する主務教諭の職名は、主任栄養教諭

とする。 

 第13条中「主幹教諭」を「主幹教諭又は

教育活動に関し教諭その他の職員間におけ

る総合的な調整を行う主務教諭」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   幼稚園教育職員の期末手当に関する

規則の一部を改正する規則 

 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

（平成12年３月世田谷区教育委員会規則第

17号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２世田谷区立学校管理運営規則

（昭和53年９月世田谷区教育委員会規則第

７号）第５条において準用する同規則第12

条第１項の主任教諭又は同条第２項の主任

養護教諭の項中「世田谷区立学校管理運営

規則（昭和53年９月世田谷区教育委員会規

則第７号）第５条において準用する同規則

第12条第１項の主任教諭又は同条第２項の

主任養護教諭」を「職員のうちその属する

職務の級が２級であるもの」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   幼稚園教育職員の勤勉手当に関する

規則の一部を改正する規則 

 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則

（平成12年３月世田谷区教育委員会規則第

18号）の一部を次のように改正する。 

 別表第３世田谷区立学校管理運営規則

（昭和53年９月世田谷区教育委員会規則第

７号）第５条において準用する同規則第12

条第１項の主任教諭又は同条第２項の主任

養護教諭の項中「世田谷区立学校管理運営

規則（昭和53年９月世田谷区教育委員会規

則第７号）第５条において準用する同規則

第12条第１項の主任教諭又は同条第２項の

主任養護教諭」を「職員のうちその属する

職務の級が２級であるもの」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区学校運営協議会の運営等に

関する規則の一部を改正する規則 

 世田谷区学校運営協議会の運営等に関す

る規則（平成16年12月世田谷区教育委員会

規則第18号）の一部を次のように改正する。 

 第２条を削り、第３条を第２条とし、第

４条を第３条とし、第５条を第４条とし、

同条の次に次の１条を加える。 

（学校関係者評価） 

第５条 協議会は、対象学校自らが行う学

校運営の評価の透明性及び客観性を向上

させるため、世田谷区立学校管理運営規

則（昭和53年９月世田谷区教育委員会規

則第７号）第26条第２項に規定する学校

関係者評価を行うものとする。 

 第６条第１項中第２号及び第３号を削り、

第４号を第２号とし、第５号を第３号とし、

同項第６号中「前各号」を「前３号」に改

め、同号を同項第４号とし、同条第２項中

「10人以内」を「８人程度」に改め、同項

ただし書中「16人」を「14人」に改める。 

 第７条（見出しを除く。）を次のように改

める。 

第７条 委員の任期は、２年とし、連続し

て２回まで任用することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第１項

第２号に掲げる者が委員となる場合の任

期は、２年とし、連続して４回まで任用

することができる。 

３ 委員が第１項又は前項に定める任期の

間に前条第１項各号に規定する委員たる

要件を欠くに至った場合においては、当

該委員の任期は、当該要件を欠くに至っ

た日までとする。ただし、委員会が必要

があると認めたときは、第１項又は前項

に定める任期とする。 

４ 前項に定めるもののほか、委員が法第

47条の５第２項第２号に規定する委員た

る要件を、当該委員の児童又は生徒の卒

業によって欠くに至った場合においては、

当該委員の任期は、前条第１項第４号に

該当する者として第１項に定める任期と

することができる。 

５ 委員が欠けた場合における補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の第７条の規定

は、施行日以後に任命する委員の任期に

ついて適用し、施行日前までに任命され

た委員の任期については、なお従前の例

による。 

                    

訓 令 甲（教） 
                    

◎世田谷区教育委員会訓令甲第２号 

教 育 委 員 会 事 務 局 

教  育  機  関 

世田谷区教育委員会非常勤職員の報酬及

び費用弁償に関する規程（昭和40年５月世

田谷区教育委員会訓令甲第１号）の一部を

次のように改正する。 

  令和８年３月27日 

世田谷区教育委員会 

 別表学校運営協議会委員の項中「月額」

を「日額」に、「1,000円」を「4,000円から

8,000円までの額において、教育委員会が定

める額」に改め、同表に次のように加える。 

 区政専門員（不登校支援の充実） 

           月額 403,900円 

   附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

告   示（教） 
                    

◎世田谷区教育委員会告示第５号 

 世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

報酬の額に関する規程（令和２年４月１日

世田谷区教育委員会告示第１号）の一部を

次のように改正する。 

  令和８年３月27日 

 世田谷区教育委員会 

 

 本則の表を次のように改める。 

職名 
額の種 

別 
⑴ 報酬の額 

⑵ 地域手当に相当する

報酬 
⑴及び⑵の合計額 

インクルーシブ教育支援員 月額 189,942円から194,438円

までの額 

37,988円から38,887円まで

の額 

227,930円から233,325円ま

での額 

心理教育相談員 月額 218,130円から223,008円ま

での額 

43,626円から44,601円まで

の額 

261,756円から267,609円ま

での額 

教育相談員 月額 206,400円 41,280円 247,680円 
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伝統工芸指導員 月額 118,714円 23,742円 142,456円 

河口湖林間学園管理補助員 月額 173,566円  173,566円 

学校給食栄養管理嘱託員 月額 197,574円 39,514円 237,088円 

学校給食栄養管理嘱託員（指導員） 月額 120,739円 24,147円 144,886円 

就学相談員 月額 206,400円 41,280円 247,680円 

特別支援学級支援員 月額 170,047円 34,009円 204,056円 

図書館嘱託員 月額 85,529円から179,657円ま

での額 

17,105円から35,931円まで

の額 

102,634円から215,588円ま

での額 

図書館業務員 月額 54,967円から91,612円まで

の額 

10,993円から18,322円まで

の額 

65,960円から109,934円ま

での額 

学校警備嘱託員 月額 165,544円から167,715円ま

での額 

33,108円から33,543円まで

の額 

198,652円から201,258円ま

での額 

学校業務嘱託員 月額 104,857円から167,771円ま

での額 

20,971円から33,554円まで

の額 

125,828円から201,325円ま

での額 

幼稚園業務嘱託員 月額 93,290円から101,064円ま

での額 

18,658円から20,212円まで

の額 

111,948円から121,276円ま

での額 

教育支援スクールソーシャルワーカー 月額 194,752円から215,619円ま

での額 

38,950円から43,123円まで

の額 

233,702円から258,742円ま

での額 

学芸研究員 月額 189,942円から193,523円ま

での額 

37,988円から38,704円まで

の額 

227,930円から232,227円ま

での額 

社会教育指導員 月額 197,942円から202,209円ま

での額 

39,588円から40,441円まで

の額 

237,530円から242,650円ま

での額 

学校給食栄養管理補助員 月額 90,617円から126,864円ま

での額 

18123円から25,372円まで

の額 

108,740円から152,236円ま

での額 

 時間額 1,510円 302円 1,812円 

学校給食事務補助員 月額 78,525円 15,705円 94,230円 

非常勤講師 時間額 1,791円から2,439円までの

額 

358円から487円までの額 2,149円から2,926円までの

額 

学校警備補助員 日額 2,611円から25,787円まで

の額 

522円から5,157円までの

額 

3,133円から30,944円まで

の額 

学校業務補助員 月額 78,341円から161,904円ま

での額 

15,668円から32,380円まで

の額 

94,009円から194,284円ま

での額 

幼稚園業務補助員 月額 91,397円 18,279円 109,676円 

学校事務アシスタント 月額 78,525円から125,640円ま

での額 

15,705円から25,128円まで

の額 

94,230円から150,768円ま

での額 

 時間額 1,308円 261円 1,569円 

学校事務嘱託員 月額 99,784円から159,655円ま

での額 

19,956円から31,931円まで

の額 

119,740円から191,586円ま

での額 

学びの多様化学校（不登校特例校）分

教室養護教諭 

月額 133,767円 26,753円 160,520円 

教育相談専門指導員 月額 117,561円から281,620円ま

での額 

23,512円から56,324円まで

の額 

141,073円から337,944円ま

での額 

主任教育相談員 月額 231,161円 46,232円 277,393円 

スクールソーシャルワーカー 月額 215,617円から220,570円ま

での額 

43,123円から44,114円まで

の額 

258,740円から264,684円ま

での額 

ほっとスクール指導員 月額 197,942円から202,209円ま

での額 

39,588円から40,441円まで

の額 

237,530円から242,650円ま

での額 

自然教育指導員 月額 189,942円 37,988円 227,930円 

幼稚園・認定こども園事務補助員 月額 52,350円 10,470円 62,820円 

幼稚園・認定こども園補助員（介助） 月額 56,154円から121,668円ま

での額 

11,230円から24,333円まで

の額 

67,384円から146,001円ま

での額 

認定こども園保育員 月額 150,532円 30,106円 180,638円 
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伝統工芸指導員 月額 118,714円 23,742円 142,456円 

河口湖林間学園管理補助員 月額 173,566円  173,566円 

学校給食栄養管理嘱託員 月額 197,574円 39,514円 237,088円 

学校給食栄養管理嘱託員（指導員） 月額 120,739円 24,147円 144,886円 

就学相談員 月額 206,400円 41,280円 247,680円 

特別支援学級支援員 月額 170,047円 34,009円 204,056円 

図書館嘱託員 月額 85,529円から179,657円ま

での額 

17,105円から35,931円まで

の額 

102,634円から215,588円ま

での額 

図書館業務員 月額 54,967円から91,612円まで

の額 

10,993円から18,322円まで

の額 

65,960円から109,934円ま

での額 

学校警備嘱託員 月額 165,544円から167,715円ま

での額 

33,108円から33,543円まで

の額 

198,652円から201,258円ま

での額 

学校業務嘱託員 月額 104,857円から167,771円ま

での額 

20,971円から33,554円まで

の額 

125,828円から201,325円ま

での額 

幼稚園業務嘱託員 月額 93,290円から101,064円ま

での額 

18,658円から20,212円まで

の額 

111,948円から121,276円ま

での額 

教育支援スクールソーシャルワーカー 月額 194,752円から215,619円ま

での額 

38,950円から43,123円まで

の額 

233,702円から258,742円ま

での額 

学芸研究員 月額 189,942円から193,523円ま

での額 

37,988円から38,704円まで

の額 

227,930円から232,227円ま

での額 

社会教育指導員 月額 197,942円から202,209円ま

での額 

39,588円から40,441円まで

の額 

237,530円から242,650円ま

での額 

学校給食栄養管理補助員 月額 90,617円から126,864円ま

での額 

18123円から25,372円まで

の額 

108,740円から152,236円ま

での額 

 時間額 1,510円 302円 1,812円 

学校給食事務補助員 月額 78,525円 15,705円 94,230円 

非常勤講師 時間額 1,791円から2,439円までの

額 

358円から487円までの額 2,149円から2,926円までの

額 

学校警備補助員 日額 2,611円から25,787円まで

の額 

522円から5,157円までの

額 

3,133円から30,944円まで

の額 

学校業務補助員 月額 78,341円から161,904円ま

での額 

15,668円から32,380円まで

の額 

94,009円から194,284円ま

での額 

幼稚園業務補助員 月額 91,397円 18,279円 109,676円 

学校事務アシスタント 月額 78,525円から125,640円ま

での額 

15,705円から25,128円まで

の額 

94,230円から150,768円ま

での額 

 時間額 1,308円 261円 1,569円 

学校事務嘱託員 月額 99,784円から159,655円ま

での額 

19,956円から31,931円まで

の額 

119,740円から191,586円ま

での額 

学びの多様化学校（不登校特例校）分

教室養護教諭 

月額 133,767円 26,753円 160,520円 

教育相談専門指導員 月額 117,561円から281,620円ま

での額 

23,512円から56,324円まで

の額 

141,073円から337,944円ま

での額 

主任教育相談員 月額 231,161円 46,232円 277,393円 

スクールソーシャルワーカー 月額 215,617円から220,570円ま

での額 

43,123円から44,114円まで

の額 

258,740円から264,684円ま

での額 

ほっとスクール指導員 月額 197,942円から202,209円ま

での額 

39,588円から40,441円まで

の額 

237,530円から242,650円ま

での額 

自然教育指導員 月額 189,942円 37,988円 227,930円 

幼稚園・認定こども園事務補助員 月額 52,350円 10,470円 62,820円 

幼稚園・認定こども園補助員（介助） 月額 56,154円から121,668円ま

での額 

11,230円から24,333円まで

の額 

67,384円から146,001円ま

での額 

認定こども園保育員 月額 150,532円 30,106円 180,638円 
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認定こども園嘱託介助員 月額 171,561円 34,312円 205,873円 

幼稚園教育嘱託員 月額 73,526円から134,032円ま

での額 

14,705円から26,806円まで

の額 

88,231円から160,838円ま

での額 

教育支援嘱託員 月額 169,447円から209,752円ま

での額 

33,889円から41,950円まで

の額 

203,336円から251,702円ま

での額 

養護教諭（代替） 月額 133,767円 26,753円 160,520円 

学校医療的ケア看護師 月額 26,386円から207,793円ま

での額 

5,277円から41,558円まで

の額 

31,663円から249,351円ま

での額 

スクール・サポート・スタッフ 月額 91,612円から125,640円ま

での額 

18,322円から25,128円まで

の額 

109,934円から150,768円ま

での額 

歴史専門調査員 月額 197,942円から202,209円ま

での額 

39,588円から40,441円まで

の額 

237,530円から242,650円ま

での額 

新ＢＯＰ事務局長 月額 192,442円 38,488円 230,930円 

就学援助費・就学奨励費事務補助員 月額 78,525円から91,612円まで

の額 

15,705円から18,322円まで

の額 

94,230円から109,934円ま

での額 

就学事務補助員 月額 104,700円 20,940円 125,640円 

教育指導課事務補助員 月額 111,244円 22,248円 133,492円 

日勤講師 月額 209,691円から287,861円ま

での額 

41,938円から57,572円まで

の額 

251,629円から345,433円ま

での額 

副校長補佐 月額 120,233円から147,052円ま

での額 

24,046円から29,410円まで

の額 

144,279円から176,462円ま

での額 

学級経営支援教員 月額 200,739円 40,147円 240,886円 

三宿中学校夜間学級支援教員 月額 209,691円 41,938円 251,629円 

インクルーシブ教育支援相談員 月額 247,602円 49,520円 297,122円 

インクルーシブ教育支援スクールソー

シャルワーカー 

月額 255,057円 51,011円 306,068円 

備考 地域手当に相当する報酬とは、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年10月世田谷区条例第21号）第７

条の地域手当に相当する報酬をいう。 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

◎世田谷区教育委員会告示第６号 

 令和８年３月27日世田谷区教育委員会告

示第５号の一部を次のように改正する。 

  令和８年３月31日 

世田谷区教育委員会 

 本則の表の改正規定を次のように改める。 

 

  本則の表を次のように改める。 

職名 
額の種 

別 
⑴ 報酬の額 

⑵ 地域手当に相当する

報酬 
⑴及び⑵の合計額 

インクルーシブ教育支援員 月額 189,942円から194,438円ま

での額 

37,988円から38,887円まで

の額 

227,930円から233,325円ま

での額 

教育心理相談員 月額 218,130円から223,008円ま

での額 

43,626円から44,601円まで

の額 

261,756円から267,609円ま

での額 

教育相談員 月額 206,400円 41,280円 247,680円 

伝統工芸指導員 月額 118,714円 23,742円 142,456円 

河口湖林間学園管理補助員 月額 173,566円  173,566円 

学校給食栄養管理嘱託員 月額 197,574円 39,514円 237,088円 

学校給食栄養管理嘱託員（指導員） 月額 120,739円 24,147円 144,886円 

就学相談員 月額 206,400円 41,280円 247,680円 

特別支援学級支援員 月額 170,047円 34,009円 204,056円 

図書館嘱託員 月額 85,529円から179,657円ま

での額 

17,105円から35,931円まで

の額 

102,634円から215,588円ま

での額 

図書館業務員 月額 54,967円から91,612円まで

の額 

10,993円から18,322円まで

の額 

65,960円から109,934円ま

での額 

学校警備嘱託員 月額 165,544円から167,235円ま

での額 

33,108円から33,447円まで

の額 

198,652円から200,682円ま

での額 
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学校業務嘱託員 月額 104,857円から167,771円ま

での額 

20,971円から33,554円まで

の額 

125,828円から201,325円ま

での額 

幼稚園業務嘱託員 月額 93,290円から101,064円ま

での額 

18,658円から20,212円まで

の額 

111,948円から121,276円ま

での額 

教育支援スクールソーシャルワーカー 月額 194,752円から215,619円ま

での額 

38,950円から43,123円まで

の額 

233,702円から258,742円ま

での額 

学芸研究員 月額 189,942円から193,523円ま

での額 

37,988円から38,704円まで

の額 

227,930円から232,227円ま

での額 

社会教育指導員 月額 197,942円から202,209円ま

での額 

39,588円から40,441円まで

の額 

237,530円から242,650円ま

での額 

学校給食栄養管理補助員 月額 90,617円から126,864円ま

での額 

18123円から25,372円まで

の額 

108,740円から152,236円ま

での額 

 時間額 1,510円 302円 1,812円 

学校給食事務補助員 月額 78,525円 15,705円 94,230円 

非常勤講師 時間額 1,791円から2,439円までの

額 

358円から487円までの額 2,149円から2,926円までの

額 

学校警備補助員 日額 2,611円から25,787円まで

の額 

522円から5,157円までの

額 

3,133円から30,944円まで

の額 

学校業務補助員 月額 78,341円から161,904円ま

での額 

15,668円から32,380円まで

の額 

94,009円から194,284円ま

での額 

幼稚園業務補助員 月額 91,397円 18,279円 109,676円 

学校事務アシスタント 月額 78,525円から125,640円ま

での額 

15,705円から25,128円まで

の額 

94,230円から150,768円ま

での額 

 時間額 1,308円 261円 1,569円 

学校事務嘱託員 月額 99,784円から159,655円ま

での額 

19,956円から31,931円まで

の額 

119,740円から191,586円ま

での額 

学びの多様化学校（不登校特例校）分

教室養護教諭 

月額 133,767円 26,753円 160,520円 

教育相談専門指導員 月額 117,561円から281,620円ま

での額 

23,512円から56,324円まで

の額 

141,073円から337,944円ま

での額 

主任教育相談員 月額 231,161円 46,232円 277,393円 

スクールソーシャルワーカー 月額 215,617円から220,570円ま

での額 

43,123円から44,114円まで

の額 

258,740円から264,684円ま

での額 

ほっとスクール指導員 月額 197,942円から202,209円ま

での額 

39,588円から40,441円まで

の額 

237,530円から242,650円ま

での額 

自然教育指導員 月額 189,942円 37,988円 227,930円 

幼稚園・認定こども園事務補助員 月額 52,350円 10,470円 62,820円 

幼稚園・認定こども園補助員（介助） 月額 56,154円から121,668円ま

での額 

11,230円から24,333円まで

の額 

67,384円から146,001円ま

での額 

認定こども園保育員 月額 150,532円 30,106円 180,638円 

認定こども園嘱託介助員 月額 171,561円 34,312円 205,873円 

幼稚園教育嘱託員 月額 73,526円から134,032円ま

での額 

14,705円から26,806円まで

の額 

88,231円から160,838円ま

での額 

教育支援嘱託員 月額 169,447円から209,752円ま

での額 

33,889円から41,950円まで

の額 

203,336円から251,702円ま

での額 

養護教諭（代替） 月額 133,767円 26,753円 160,520円 

学校医療的ケア看護師 月額 26,386円から207,793円ま

での額 

5,277円から41,558円まで

の額 

31,663円から249,351円ま

での額 

スクール・サポート・スタッフ 月額 91,612円から125,640円ま

での額 

18,322円から25,128円まで

の額 

109,934円から150,768円ま

での額 

歴史専門調査員 月額 197,942円から202,209円ま

での額 

39,588円から40,441円まで

の額 

237,530円から242,650円ま

での額 

新ＢＯＰ事務局長 月額 192,442円 38,488円 230,930円 
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学校業務嘱託員 月額 104,857円から167,771円ま

での額 

20,971円から33,554円まで

の額 

125,828円から201,325円ま

での額 

幼稚園業務嘱託員 月額 93,290円から101,064円ま

での額 

18,658円から20,212円まで

の額 

111,948円から121,276円ま

での額 

教育支援スクールソーシャルワーカー 月額 194,752円から215,619円ま

での額 

38,950円から43,123円まで

の額 

233,702円から258,742円ま

での額 

学芸研究員 月額 189,942円から193,523円ま

での額 

37,988円から38,704円まで

の額 

227,930円から232,227円ま

での額 

社会教育指導員 月額 197,942円から202,209円ま

での額 

39,588円から40,441円まで

の額 

237,530円から242,650円ま

での額 

学校給食栄養管理補助員 月額 90,617円から126,864円ま

での額 

18123円から25,372円まで

の額 

108,740円から152,236円ま

での額 

 時間額 1,510円 302円 1,812円 

学校給食事務補助員 月額 78,525円 15,705円 94,230円 

非常勤講師 時間額 1,791円から2,439円までの

額 

358円から487円までの額 2,149円から2,926円までの

額 

学校警備補助員 日額 2,611円から25,787円まで

の額 

522円から5,157円までの

額 

3,133円から30,944円まで

の額 

学校業務補助員 月額 78,341円から161,904円ま

での額 

15,668円から32,380円まで

の額 

94,009円から194,284円ま

での額 

幼稚園業務補助員 月額 91,397円 18,279円 109,676円 

学校事務アシスタント 月額 78,525円から125,640円ま

での額 

15,705円から25,128円まで

の額 

94,230円から150,768円ま

での額 

 時間額 1,308円 261円 1,569円 

学校事務嘱託員 月額 99,784円から159,655円ま

での額 

19,956円から31,931円まで

の額 

119,740円から191,586円ま

での額 

学びの多様化学校（不登校特例校）分

教室養護教諭 

月額 133,767円 26,753円 160,520円 

教育相談専門指導員 月額 117,561円から281,620円ま

での額 

23,512円から56,324円まで

の額 

141,073円から337,944円ま

での額 

主任教育相談員 月額 231,161円 46,232円 277,393円 

スクールソーシャルワーカー 月額 215,617円から220,570円ま

での額 

43,123円から44,114円まで

の額 

258,740円から264,684円ま

での額 

ほっとスクール指導員 月額 197,942円から202,209円ま

での額 

39,588円から40,441円まで

の額 

237,530円から242,650円ま

での額 

自然教育指導員 月額 189,942円 37,988円 227,930円 

幼稚園・認定こども園事務補助員 月額 52,350円 10,470円 62,820円 

幼稚園・認定こども園補助員（介助） 月額 56,154円から121,668円ま

での額 

11,230円から24,333円まで

の額 

67,384円から146,001円ま

での額 

認定こども園保育員 月額 150,532円 30,106円 180,638円 

認定こども園嘱託介助員 月額 171,561円 34,312円 205,873円 

幼稚園教育嘱託員 月額 73,526円から134,032円ま

での額 

14,705円から26,806円まで

の額 

88,231円から160,838円ま

での額 

教育支援嘱託員 月額 169,447円から209,752円ま

での額 

33,889円から41,950円まで

の額 

203,336円から251,702円ま

での額 

養護教諭（代替） 月額 133,767円 26,753円 160,520円 

学校医療的ケア看護師 月額 26,386円から207,793円ま

での額 

5,277円から41,558円まで

の額 

31,663円から249,351円ま

での額 

スクール・サポート・スタッフ 月額 91,612円から125,640円ま

での額 

18,322円から25,128円まで

の額 

109,934円から150,768円ま

での額 

歴史専門調査員 月額 197,942円から202,209円ま

での額 

39,588円から40,441円まで

の額 

237,530円から242,650円ま

での額 

新ＢＯＰ事務局長 月額 192,442円 38,488円 230,930円 
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就学援助費・就学奨励費事務補助員 月額 78,525円から91,612円まで
の額 

15,705円から18,322円まで
の額 

94,230円から109,934円ま
での額 

就学事務補助員 月額 104,700円 20,940円 125,640円 

教育指導課事務補助員 月額 111,244円 22,248円 133,492円 

日勤講師 月額 209,691円から287,861円ま
での額 

41,938円から57,572円まで
の額 

251,629円から345,433円ま
での額 

副校長補佐 月額 120,233円から147,052円ま
での額 

24,046円から29,410円まで
の額 

144,279円から176,462円ま
での額 

学級経営支援教員 月額 200,739円 40,147円 240,886円 

三宿中学校夜間学級支援教員 月額 209,691円 41,938円 251,629円 

インクルーシブ教育支援相談員 月額 247,602円 49,520円 297,122円 

インクルーシブ教育支援スクールソー
シャルワーカー 

月額 255,057円 51,011円 306,068円 

備考 地域手当に相当する報酬とは、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年10月世田谷区条例第21号）第７

条の地域手当に相当する報酬をいう。 

 附則を次のように改める。 

   附 則 

１ この規程は、令和８年４月１日から施

行する。 

２ 令和７年10月31日世田谷区教育委員会

告示第４号は、廃止する。 

                    

告   示（選） 
                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第18号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第28

条の規定により本区の選挙人名簿から抹消

した者のうち、同条第４号の規定に該当す

るものを別紙のとおり告示する。 

  令和８年３月２日 

 世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第19号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74

条第１項、第75条第１項、第76条第１項、

第80条第１項、第81条第１項及び第86条第

１項、市町村の合併の特例に関する法律（平

成16年法律第59号）第４条第１項及び第11

項並びに第５条第１項及び第15項並びに地

方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和31年法律第162号）第８条第１項の規

定における令和８年３月２日調製の選挙人

名簿登録者総数の50分の１の数、６分の１

の数及び40万を超える数に６分の１を乗じ

て得た数と40万に３分の１を乗じて得た数

とを合算して得た数は次のとおりである。 

  令和８年３月２日 

 世田谷区選挙管理委員会 

50分の１の数  15,565 

６分の１の数 129,702 

40万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合

算して得た数  196,369 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第20号 

選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の

抄本の閲覧状況について、公職選挙法（昭

和25年法律第100号）第28条の４第７項（第

30条の12において準用する場合を含む。）の

規定に基づき、別紙のとおり公表する。 

  令和８年３月２日 

 世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第21号 

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例（令和元年10月世田谷区条例第

21号。以下「条例」という。）第３条から第

５条までの規定に基づき、会計年度任用職

員（条例第１条に規定する会計年度任用職

員をいう。）の報酬の額を定め、会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例施

行規則（令和２年１月世田谷区規則第３号）

第４条の規定に基づき、次のとおり告示す

る。 

  令和８年３月２日 

世田谷区選挙管理委員会 

 

職名 
額の 

種別 
⑴ 報酬の額 

⑵ 地域手当に相

当する報酬 
⑴及び⑵の合計額 

選挙事務補助 日額 5,235円 1,047円 6,282円 

備考 地域手当に相当する報酬とは、条例第７条の地域手当に相当する報酬をいう。 

   附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から令和

９年３月31日までの勤務の実績に対する報

酬の支給について適用する。 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第22号 

 世田谷区選挙管理委員会事務局処務規程

（昭和46年７月世田谷区選挙管理委員会告

示第50号）の一部を次のように改正する。 

  令和８年３月30日 

 世田谷区選挙管理委員会 

 第２条に次の１項を加える。 

６ 職員は、次条に定める掌理事務のほか、

災害及び健康危機に係る施策の策定及び

推進に関する事務を掌理する。 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行

する。 

                    

告   示（農） 
                    

◎世田谷区農業委員会告示第３号 

農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第27条第１項の規定に基づき、

第32回世田谷区農業委員会総会を次のとお

り開催する。 

  令和８年３月16日 

    世田谷区農業委員会会長 

 宍 戸 幸 男 

１ 開催日時 令和８年３月24日（火） 

午後３時 

２ 開催場所 三茶しゃれなあどホール

５階 オリオン 

３ 審議事項 

⑴ 第１号議案 農地法に基づく許可

申請について 

⑵ 第２号議案 農地法に基づく転用

届出について 

⑶ 第３号議案 その他の事項につい

て 

                    

告   示（監） 
                    

◎世田谷区監査委員告示第２号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199

条第１項、第２項、第５項及び第７項の規

定により実施した令和７年度財政援助団体

等監査の結果に関する報告を、同条第９項

の規定に基づき、公表する。 

  令和８年３月31日 

 世田谷区監査委員 大 塚   勇 

 同        市 川   穣 

 同        和 田 秀 壽 

 同        藤 井 真 尚 
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－60－ 

  

 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－61－ 

  



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－62－ 

  



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－62－ 

  

 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－63－ 

  



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－64－ 

  



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－64－ 

  

 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－65－ 

◎世田谷区監査委員告示第３号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199

条第１項、第２項及び第５項の規定により

実施した令和７年度工事監査の結果に関す

る報告を、同条第９項の規定に基づき、公

表する。 

  令和８年３月31日 

 世田谷区監査委員 大 塚   勇 

 同        市 川   穣 

 同        和 田 秀 壽 

 同        藤 井 真 尚 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－66－ 

  



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－66－ 

  

 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－67－ 

  



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－68－ 

  



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－68－ 

  

 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－69－ 

  



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－70－ 

  



 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－70－ 

  

 

 

令和８年４月20日（第781号） 

－71－ 
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